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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遊技者にとって有利な遊技進行状態を創り出す
という概念を採用した遊技機において、更なる斬新な遊
技性が実現できる機種を提供する。
【解決手段】管理者のみが操作可能な管理者画面を有し
、管理者画面にて、遊技中に参照されるサウンドテーブ
ルを変更可能に構成された遊技機。
【選択図】図４３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作可能な一又は複数の操作部材と、
　サウンドを出力可能なサウンド出力部と
を備え、所定の操作部材は遊技者が操作不可能に構成されており、
　サウンド出力部へサウンドを出力する際の出力態様として複数種類の出力態様を有し、
或る種類の出力態様と当該或る種類とは異なる種類の出力態様とでは、サウンドの構成要
素が異なるよう構成されており、
　前記出力態様の選択候補グループとして、サウンドグループＡと、サウンドグループＡ
とは前記出力態様の選択候補が少なくとも一以上相違しているサウンドグループＢと、を
少なくとも有しており、
　セットされている選択候補グループから前記出力態様を選択するよう構成されており、
　前記所定の操作部材の操作状態に基づいて、セットされている前記選択候補グループを
切換可能に構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生している場合においては、サウンドグループ
Ａがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記出
力態様が同一となるよう構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生していない場合においては、サウンドグルー
プＡがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記
出力態様が相違し得るよう構成されている
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のぱちんこ遊技機としては、遊技盤面（遊技領域）上の始動口に遊技球が入球した
ことを契機として所定確率の大当り抽選がなされ、当該大当り抽選に当選した場合には大
当り（特別遊技）状態へと移行し、遊技盤面に備えられた大入賞口が開放して大量の賞球
を獲得できるぱちんこ遊技機が主流である。このように構成されたぱちんこ遊技機の内に
は、当該大当り抽選における当選確率を上昇させる確率変動遊技状態や当該大当り抽選に
おける抽選結果を報知するための図柄変動の効率を上昇させる時間短縮遊技状態等を備え
、これら遊技状態によって遊技者にとって有利な遊技進行状態を創り出すことで遊技の興
趣性を高める遊技機も存在している。そして、音や光（映像を含む）による演出効果を高
めるための演出出力装置を更に設け、遊技の興趣性を更に高めるよう構成されたものも多
数存在している。
【０００３】
　また、回胴式遊技機（スロットマシン）は、所定数の遊技メダルを投入後に遊技開始指
示装置（スタートレバー）が操作されたことを契機として、複数の図柄が外周上に配置さ
れた複数列の回胴（リール）が回転動作し、当該回転動作を停止させるための回胴停止装
置（ストップボタン）を駆使して回胴を停止させた結果、有効ライン上に所定の図柄の組
合せ（例えば「７７７」）が並んだ場合には、通常遊技状態よりも遊技者にとって利益状
態の高い特別遊技状態｛通常時よりも当選役の抽選確率が上昇する遊技状態｝に移行する
タイプのものが一般的である。ここで、スロットマシンにおいては、遊技の興趣性を高め
るための演出用の画像等が、リールの回転動作及び停止動作とシンクロした形で、液晶等
のディスプレイ上にて表示される場合があり、ストップボタン等を操作した際に、リール
上に表示された図柄とディスプレイ上に表示された演出用の画像や、音による演出によっ
て、遊技の結果を予測して楽しむよう構成されているものが多い。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３４０５４３号公報
【特許文献２】特開２００５－１５２０５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような遊技機は従来から多く存在しているため、更なる斬新な遊技
性が実現されるような機種の開発が望まれているという課題が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本態様に係る遊技機は、
　操作可能な一又は複数の操作部材（例えば、電源スイッチＥａ、十字キーＳＢ‐２）と
、
　サウンドを出力可能なサウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）と
を備え、所定の操作部材は遊技者が操作不可能に構成されており、
　サウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）へサウンドを出力する際の出力態様として
複数種類の出力態様を有し、或る種類の出力態様と当該或る種類とは異なる種類の出力態
様とでは、サウンドの構成要素が異なるよう構成されており、
　前記出力態様の選択候補グループとして、サウンドグループＡと、サウンドグループＡ
とは前記出力態様の選択候補が少なくとも一以上相違しているサウンドグループＢと、を
少なくとも有しており、
　セットされている選択候補グループから前記出力態様を選択するよう構成されており、
　前記所定の操作部材の操作状態に基づいて、セットされている前記選択候補グループを
切換可能に構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生している場合においては、サウンドグループ
Ａがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記出
力態様が同一となるよう構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生していない場合においては、サウンドグルー
プＡがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記
出力態様が相違し得るよう構成されている
ことを特徴とする遊技機である。
【発明の効果】
【０００７】
　本態様に係る遊技機によれば、遊技者にとって有利な遊技進行状態を創り出すという概
念を採用した遊技機において、更なる斬新な遊技性を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の正面図である。
【図２】図２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の背面図である。
【図３】図３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブ入力ボタンとレバーの
作用図である。
【図４】図４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的全体構成図である。
【図５】図５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側でのメインフ
ローチャートである。
【図６】図６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側でのエラー検
出時処理のフローチャートである。
【図７】図７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での補助遊技
内容決定乱数取得処理のフローチャートである。
【図８】図８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での電動役物
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駆動判定処理のフローチャートである。
【図９】図９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での主遊技内
容決定乱数取得処理のフローチャートである。
【図１０】図１０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での主遊
技図柄表示処理のフローチャートである。
【図１１】図１１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での第１
（第２）主遊技図柄表示処理のフローチャートである。
【図１２】図１２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での第１
（第２）主遊技図柄表示処理にて用いられる主遊技テーブル構成図である。
【図１３】図１３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での特定
遊技終了判定処理のフローチャートである。
【図１４】図１４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での特別
遊技作動条件判定処理のフローチャートである。
【図１５】図１５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での特別
遊技制御処理のフローチャートである。
【図１６】図１６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側での特別
遊技終了後の遊技状態決定処理のフローチャートである。
【図１７】図１７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
のメインフローチャートである。
【図１８】図１８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の管理操作制御処理のフローチャートである。
【図１９】図１９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、管理メニュー画面表示
イメージ図である。
【図２０】図２０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の節電モード切替制御処理のフローチャートである。
【図２１】図２１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の非遊技期間制御処理のフローチャートである。
【図２２】図２２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
のカスタマイズ制御処理のフローチャートである。
【図２３】図２３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
のカスタマイズ案内画面表示制御処理のフローチャートである。
【図２４】図２４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、カスタマイズ案内画面
イメージ図１である。
【図２５】図２５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
のカスタマイズ実行中表示制御処理のフローチャートである。
【図２６】図２６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、カスタマイズ案内画面
イメージ図２である。
【図２７】図２７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の遊技中カスタマイズ制御処理のフローチャートである。
【図２８】図２８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の保留情報管理処理のフローチャートである。
【図２９】図２９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の装飾図柄表示内容決定処理のフローチャートである。
【図３０】図３０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の演出動作内容決定処理のフローチャートである。
【図３１】図３１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の演出テーブルである。
【図３２】図３２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の装飾図柄表示制御処理のフローチャートである。
【図３３】図３３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
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の特別遊技関連表示制御処理のフローチャートである。
【図３４】図３４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の背景画像表示処理のフローチャートである。
【図３５】図３５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の電飾ランプ動作制御処理のフローチャートである。
【図３６】図３６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の電飾テーブルである。
【図３７】図３７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の音量制御処理のフローチャートである。
【図３８】図３８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側で
の音量決定テーブルである。
【図３９】図３９は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御基板側でのエ
ラー検出時処理のフローチャートである。
【図４０】図４０は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
でのメインフローチャートである。
【図４１】図４１は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
でのエラー表示制御処理のフローチャートである。
【図４２】図４２は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での管理操作制御処理のフローチャートである。
【図４３】図４３は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
でのサウンドテーブル切換制御処理のフローチャートである。
【図４４】図４４は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での装飾図柄表示制御処理のフローチャートである。
【図４５】図４５は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での特別遊技関連表示制御処理のフローチャートである。
【図４６】図４６は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サウンドテーブルＡ
の一例である。
【図４７】図４７は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サウンドテーブルＢ
の一例である。
【図４８】図４８は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、管理メニュー画面表
示イメージ図２である。
【図４９】図４９は、第２実施形態に係るぱちんこ遊技機における、大当り中演出イメー
ジ図１である。
【図５０】図５０は、第２実施形態からの変更例１に係るぱちんこ遊技機における、サブ
メイン制御部側での特別遊技関連表示制御処理のフローチャートである。
【図５１】図５１は、第２実施形態からの変更例１に係るぱちんこ遊技機における、サウ
ンドテーブルＡの一例である。
【図５２】図５２は、第２実施形態からの変更例１に係るぱちんこ遊技機における、サウ
ンドテーブルＢの一例である。
【図５３】図５３は、第２実施形態からの変更例１に係るぱちんこ遊技機における、大当
り中演出イメージ図２である。
【図５４】図５４は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的全体構成図である。
【図５５】図５５は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
でのメインフローチャートである。
【図５６】図５６は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での初期処理のフローチャートである。
【図５７】図５７は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での定時演出開始判定処理のフローチャートである。
【図５８】図５８は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機における、サブメイン制御部側
での定時演出表示制御処理のフローチャートである。
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【図５９】図５９は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機における、定時演出の実行タイ
ミングに係る作用図である。
【実施するための形態】
【０００９】
　はじめに、本明細書における各用語の意義について説明する。「入球」とは、賞球が払
い出される入賞のみならず、賞球払い出しの無い「スルーチャッカー」への通過も含む。
「識別情報」とは、五感（視覚、聴覚、触覚等）を通じて情報の種類を識別可能であれば
どのような形態でもよいが、好適には、視覚的なもの、例えば、数字、文字、図柄等の形
状のあるものを挙げることができる。また、本明細書においては「識別情報」を、主遊技
図柄・特別図柄（特図）や装飾図柄（装図）と呼ぶことがあるが、「特別図柄（特図）」
は、主制御基板側にて表示制御される識別情報であり、「装飾図柄（装図）」は、副制御
基板側にて表示される演出としての識別情報である。「識別情報を表示可能」とは、表示
方法には何ら限定されず、例えば、発光手段（例えば液晶、ＬＥＤ、７セグ）の発光（発
光の有無だけでなく、色の違いも含む）、物理的な表示（例えば、リール帯に描かれた図
柄を所定位置に停止表示する）等、を挙げることができる。「演出」とは、遊技の興趣性
を高める表示内容を指し、例えば、識別情報変動・停止や予告等をはじめ、アニメーショ
ンや実写等の動画像や絵、写真、文字等の静止画像又はこれらの組み合わせを挙げること
ができる。「開状態、開放状態」及び「閉状態、閉鎖状態」とは、例えば、一般的な大入
賞口（いわゆる、アタッカー）の構成においては、開状態＝入賞容易状態であり、閉状態
＝入賞非容易状態となる。また、例えば、遊技盤（遊技者側）から突き出した状態（以下
、進出状態と呼ぶことがある）と遊技盤内（遊技者側と反対側）に引っ込んだ状態（以下
、退避状態と呼ぶことがある）とを採り得る構成（いわゆる、ベロ型アタッカー）におい
ては、進出状態＝入賞容易状態であり、退避状態＝入賞非容易状態となる。「乱数」とは
、ぱちんこ遊技機において何らかの遊技内容を決定するための抽選（電子計算機によるく
じ）に使用される乱数であり、狭義の乱数の他に擬似乱数も含む（例えば、乱数としては
ハード乱数、擬似乱数としてはソフト乱数）。例えば、遊技の結果に影響を与えるいわゆ
る「基本乱数」、具体的には、特別遊技の移行と関連した「当選乱数（当否抽選用乱数）
」、識別図柄の変動態様（又は変動時間）を決定するための「変動態様決定乱数」、停止
図柄を決定する「図柄決定乱数」、特別遊技後に特定遊技（例えば確率変動遊技）に移行
するか否かを決定する「当り図柄決定乱数」等を挙げることができる。尚、変動態様の内
容や確定識別情報の内容等を決定する際、これらすべての乱数を使用する必要はなく、互
いに同一又は相違する、少なくとも一つの乱数を使用すればよい。また、本明細書では、
乱数の数とか複数個の乱数、といった形で乱数を個数表示していることがあるが、乱数取
得の契機となる入球口（例えば始動入球口）の一回の入球により取得された乱数を一個と
称している（即ち、前記の例だと、当選乱数＋変動態様決定乱数＋図柄決定乱数・・・と
いう乱数の束を一個の乱数と称している）。また、例えば、一種の乱数（例えば当選乱数
）が、別種の乱数（例えば図柄決定乱数）を兼ねていてもよい。「遊技状態」とは、例え
ば、大入賞口が開放状態となり得る特別遊技状態、特別遊技状態への移行抽選確率が予め
定められた値である非確率変動遊技状態よりも特別遊技状態への移行抽選確率が高い確率
変動遊技状態、特別遊技への移行抽選契機となる始動口への入賞に対する補助が有る補助
遊技状態（いわゆる、普通図柄時短状態、例えば、始動口に可変部材が取り付けられてい
る場合では、可変部材の開放期間が長い、可変部材の開放当選確率が高い、可変部材の開
放抽選の結果報知の時間が短い）、等の任意の一又は複数の組合せである。「単位時間あ
たりにおける易入球遊技の期待平均実行時間」とは、補助遊技図柄の図柄変動が絶え間な
く行われる状況（例えば、補助遊技図柄に係る保留が常に存在している状況）を仮定した
場合において、始動口に取り付けられた可変部材の単位時間（例えば、５分間）あたりに
おける開放期間が占める割合を意味しているが、内部処理的には、前述した遊技状態に基
づき換言すると、例えば、始動口に可変部材が取り付けられている場合では、可変部材の
開放期間の長短（いわゆる開放延長機能作動状態・非作動状態）、可変部材の開放契機と
なる普通図柄（補助遊技図柄）の当選確率の高低（いわゆる普図高確率状態・低確率状態



(7) JP 2018-15444 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

）、可変部材の開放契機となる普通図柄（補助遊技図柄）の変動時間の長短（いわゆる普
図変動短縮機能非作動状態・作動状態）、等の任意の一又は複数の組合せによって実現さ
れるものである。「音量レベルを調整」とは、出力され得る最大音量を含むすべての音量
を変更することであり、例えば、音量レベルを調整することにより最大音量が「９０ｄＢ
」から「８０ｄＢ」に変更された場合には、スーパーリーチ演出中等の最大の音量となる
状況にて出力される音量が「９０ｄＢ」から「８０ｄＢ」となり、リーチ変動とならない
装飾図柄の変動中に出力されている音量等は「５０ｄＢ」から「４０ｄＢ」となる等、最
大音量も最大音量ではない音量も音量レベルを調整することにより変更される。「光量レ
ベルを調整」とは、出力され得る最大光量を含むすべての光量を変更することであり、例
えば、光量レベルを調整することにより最大光量が「輝度１０」から「輝度７」に変更さ
れた場合には、スーパーリーチ演出中等の最大の光量となる状況における光量が「輝度１
０」から「輝度７」となり、リーチ変動とならない装飾図柄の変動中における光量等は「
輝度７」から「輝度５」となる等、最大光量も最大光量ではない光量も光量レベルを調整
することにより変更される。
【００１０】
　以下の実施形態は、従来の第１種ぱちんこ遊技機を二つ混在させたような機種（第１種
第１種複合機）である。但し、これには何ら限定されず、他の遊技機（例えば、従来の第
１種、第２種、第３種、一般電役等のぱちんこ遊技機）に応用された場合も範囲内である
。尚、本実施形態は、あくまで一例であり、各手段が存在する場所や機能等、各種処理に
関しての各ステップの順序、フラグのオン・オフのタイミング、各ステップの処理を担う
手段名等に関し、以下の態様に限定されるものではない。また、上述した実施形態や変更
例は、特定のものに対して適用されると限定的に解すべきでなく、どのような組み合わせ
であってもよい。例えば、ある実施形態についての変更例は、別の実施形態の変更例であ
ると理解すべきであり、また、ある変更例と別の変更例が独立して記載されていたとして
も、当該ある変更例と当該別の変更例を組み合わせたものも記載されていると理解すべき
である。また、本実施形態では、各種テーブルに関し、抽選テーブルと参照テーブルとが
存在するが、これらも限定的ではなく、抽選テーブルを参照テーブルとしたり或いはこの
逆としてもよい。また、本例において「テーブル」という場合には、その形式に限定され
るものではなく、一又は複数の情報に基づき、複数の選択候補の中から一又は複数の選択
候補が選択されるように対応付けられている態様であると理解すべきである。また、「テ
ーブル」を「選択候補グループ」と称してもよい。更に、以下の実施形態や変更例におい
て示す具体的一例としての数値｛例えば、抽選実行時における当選確率、特別遊技時にお
ける最大ラウンド数、図柄変動時間、各遊技状態における継続回数、等｝は、あくまで一
例であり、特に、異なる条件下（例えば、第１主遊技側と第２主遊技側との条件別、確率
変動遊技時と非確率変動遊技時との条件別、時間短縮遊技時と非時間短縮遊技時との条件
別、等）において示した数値の大小関係や組み合わせは、以下の実施形態や変更例の趣旨
を大きく逸脱しない限りにおいては、適宜変更してもよいものであると理解すべきである
。例えば、第１主遊技側と第２主遊技側とで、抽選実行時における当選確率や特別遊技時
における最大ラウンド数の期待値における大小関係が、第１主遊技側＝第２主遊技側とな
るよう例示されていたとしても、当該大小関係を第１主遊技側＜第２主遊技側とする、或
いは、第１主遊技側＞第２主遊技側とするといったように適宜変更してもよい（その他の
数値、条件下についても同様）。また、例えば、確率変動遊技状態の継続回数として、次
回大当りが発生するまで継続するとの趣旨に基づき構成するに際し、継続回数として「６
５５３５」をセットするのか（実質的に継続するよう構成する）、或いは、継続回数をセ
ットせずに次回大当りが発生するまで確率変動遊技状態を維持する、といった同一趣旨に
基づく実現方法の選択肢においても、以下の実施形態や変更例の趣旨を大きく逸脱しない
限りにおいては、適宜変更してもよいものであると理解すべきである。
【００１１】
　ここで、各構成要素について説明する前に、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の特徴（
概略）を説明する。以下、図面を参照しながら、各要素について詳述する。
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【００１２】
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の前面側の基本構造を説
明する。ぱちんこ遊技機は、主に遊技機枠と遊技盤で構成される。以下、これらを順に説
明する。
【００１３】
　はじめに、ぱちんこ遊技機の遊技機枠は、外枠Ｄ１２、前枠Ｄ１４、透明板Ｄ１６、扉
Ｄ１８、上球皿Ｄ２０、下球皿Ｄ２２及び発射ハンドルＤ４４を含む。まず、外枠Ｄ１２
は、ぱちんこ遊技機を設置すべき位置に固定するための枠体である。前枠Ｄ１４は、外枠
Ｄ１２の開口部分に整合する枠体であり、図示しないヒンジ機構を介して外枠Ｄ１２に開
閉可能に取り付けられる。前枠Ｄ１４は、遊技球を発射する機構、遊技盤を着脱可能に収
容させるための機構、遊技球を誘導又は回収するための機構等を含む。透明板Ｄ１６は、
ガラス等により形成され、扉Ｄ１８により支持される。扉Ｄ１８は、図示しないヒンジ機
構を介して前枠Ｄ１４に開閉可能に取り付けられる。上球皿Ｄ２０は、遊技球の貯留、発
射レールへの遊技球の送り出し、下球皿Ｄ２２への遊技球の抜き取り等の機構を有する。
下球皿Ｄ２２は、遊技球の貯留、抜き取り等の機構を有する。また、上球皿Ｄ２０と下球
皿Ｄ２２の間にはスピーカＤ２４が設けられており、遊技状態等に応じた効果音が出力さ
れる。
【００１４】
　次に、遊技盤は、外レールＤ３２と内レールＤ３４とにより区画された遊技領域Ｄ３０
が形成されている。そして、当該遊技領域Ｄ３０には、図示しない複数の遊技釘及び風車
等の機構や各種一般入賞口の他、第１主遊技始動口Ａ１０、第２主遊技始動口Ｂ１０、補
助遊技始動口Ｈ１０、第１大入賞口Ｃ１０、第２大入賞口Ｃ２０、第１主遊技図柄表示装
置Ａ２０、第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０、演出表示装置ＳＧ、補助遊技図柄表示装置Ｈ
２０、センター飾りＤ３８、アウト口Ｄ３６及び可動体役物ＹＫが設置されている。以下
、各要素を順番に詳述する。
【００１５】
　次に、第１主遊技始動口Ａ１０は、第１主遊技に対応する始動入賞口として設置されて
いる。具体的構成としては、第１主遊技始動口Ａ１０は、第１主遊技始動口入球検出装置
Ａ１１ｓを備える。ここで、第１主遊技始動口入球検出装置Ａ１１ｓは、第１主遊技始動
口Ａ１０への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球時にその入球を示す第１主遊技
始動口入球情報を生成する。
【００１６】
　次に、第２主遊技始動口Ｂ１０は、第２主遊技に対応する始動入賞口として設置されて
いる。具体的構成としては、第２主遊技始動口Ｂ１０は、第２主遊技始動口入球検出装置
Ｂ１１ｓと、第２主遊技始動口電動役物Ｂ１１ｄと、を備える。ここで、第２主遊技始動
口入球検出装置Ｂ１１ｓは、第２主遊技始動口Ｂ１０への遊技球の入球を検出するセンサ
であり、入球時にその入球を示す第２主遊技始動口入球情報を生成する。次に、第２主遊
技始動口電動役物Ｂ１１ｄは、第２主遊技始動口Ｂ１０に遊技球が入賞し難い閉鎖状態と
当該閉鎖状態よりも遊技球が入賞し易い開放状態に可変する。
【００１７】
　ここで、本実施形態においては、第１主遊技始動口Ａ１０と第２主遊技始動口Ｂ１０と
が離隔して設けられており、遊技領域Ｄ３０の左側（遊技領域中央を基準）を流下する遊
技球が、第１主遊技始動口Ａ１０及び第２主遊技始動口Ｂ１０に誘導され易い（遊技釘に
より誘導され易くなっている）よう構成されている。他方、遊技領域Ｄ３０の右側（遊技
領域中央を基準）を流下する遊技球は、第１主遊技始動口Ａ１０に誘導され難い（遊技釘
により誘導され難くなっている）一方、第２主遊技始動口Ｂ１０に誘導され易いよう構成
されている。尚、「誘導され易い」及び「誘導され難い」は、例えば、遊技球を右側及び
左側に夫々１００００球発射した際の、入球数の大小で決定するものとする。
【００１８】
　尚、本実施形態では、第２主遊技始動口Ｂ１０側に電動役物を設けるよう構成したが、
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これには限定されず、第１主遊技始動口Ａ１０側に電動役物を設けるよう構成してもよい
。更には、本実施形態では、第１主遊技始動口Ａ１０と第２主遊技始動口Ｂ１０とを重ね
るように配置し、且つ、第１主遊技始動口Ａ１０の存在により、第２主遊技始動口Ｂ１０
の上部が塞がれているよう構成されているが、これにも限定されず、第１主遊技始動口Ａ
１０と第２主遊技始動口Ｂ１０とが離隔して配置されるよう構成してもよい。
【００１９】
　次に、補助遊技始動口Ｈ１０は、補助遊技始動口入球検出装置Ｈ１１ｓを備える。ここ
で、補助遊技始動口入球検出装置Ｈ１１ｓは、補助遊技始動口Ｈ１０への遊技球の入球を
検出するセンサであり、入球時にその入球を示す補助遊技始動口入球情報を生成する。尚
、補助遊技始動口Ｈ１０への遊技球の入球は、第２主遊技始動口Ｂ１０の第２主遊技始動
口電動役物Ｂ１１ｄを拡開させるための抽選の契機となる。
【００２０】
　ここで、本実施形態においては、遊技領域Ｄ３０の右側（遊技領域中央を基準）を流下
する遊技球が、補助遊技始動口Ｈ１０に誘導され易い一方、遊技領域Ｄ３０の左側（遊技
領域中央を基準）を流下する遊技球は、補助遊技始動口Ｈ１０に誘導され難いよう構成さ
れている。｛但し、これには限定されず、遊技領域Ｄ３０の右側及び左側（遊技領域中央
を基準）を流下する遊技球が、補助遊技始動口Ｈ１０に誘導され得るよう構成してもよい
（補助遊技始動口Ｈ１０を２つ設けるよう構成する）｝。
【００２１】
　次に、アウト口Ｄ３６の右上方には、第１大入賞口Ｃ１０と第２大入賞口Ｃ２０とが設
けられており、遊技領域Ｄ３０の右側（遊技領域中央を基準）を流下する遊技球は、アウ
ト口Ｄ３６に到達する前に、第１大入賞口Ｃ１０及び第２大入賞口Ｃ２０が配置されてい
る領域を通過し易いよう構成されている。
【００２２】
　次に、第１大入賞口Ｃ１０は、第１主遊技図柄（特別図柄）又は第２主遊技図柄（特別
図柄）が大当り図柄停止した場合に開状態となる、横長方形状を成しアウト口Ｄ３６の上
方に位置した、主遊技に対応した入賞口である。具体的構成としては、第１大入賞口Ｃ１
０は、遊技球の入球を検出するための第１大入賞口入賞検出装置Ｃ１１ｓと、第１大入賞
口電動役物Ｃ１１ｄ（及び第１大入賞口ソレノイドＣ１３）と、を備える。ここで、第１
大入賞口入賞検出装置Ｃ１１ｓは、第１大入賞口Ｃ１０への遊技球の入球を検出するセン
サであり、入球時にその入球を示す第１大入賞口入球情報を生成する。第１大入賞口電動
役物Ｃ１１ｄは、第１大入賞口Ｃ１０に遊技球が入賞不能又は入賞困難な通常状態と遊技
球が入賞し易い開放状態に第１大入賞口Ｃ１０を可変させる（第１大入賞口ソレノイドＣ
１３を励磁して可変させる）。尚、本実施形態では、大入賞口の態様を、横長方形状を成
し遊技球が入賞不能又は入賞困難な通常状態と遊技球が入賞し易い開放状態とに可変させ
る態様としているが、これには限定されない。その場合には、例えば、大入賞口内に設け
られた棒状部材が遊技者側に突き出した状態である進出状態と遊技者側に対して引っ込ん
だ状態である退避状態とを採り得る態様（いわゆる、ベロ型アタッカー）や、遊技球が転
動可能な通路上の開口部を大入賞口とし、当該開口部を閉鎖する状態と開放する状態とを
採り得る態様（いわゆる、スライド式アタッカー）としてもよく、大入賞口への入球数を
所定数（例えば、１０個）とすることを担保したい場合において好適である。
【００２３】
　次に、第２大入賞口Ｃ２０は、第１主遊技図柄（特別図柄）又は第２主遊技図柄（特別
図柄）が大当り図柄で停止した場合に開状態となる、横長方形状を成しアウト口Ｄ３６の
上方に位置した、主遊技に対応した入賞口である。具体的構成としては、第２大入賞口Ｃ
２０は、遊技球の入球を検出するための第２大入賞口入賞検出装置Ｃ２１ｓと、第２大入
賞口電動役物Ｃ２１ｄ（及び第２大入賞口ソレノイドＣ２３）と、を備える。ここで、第
２大入賞口入賞検出装置Ｃ２１ｓは、第２大入賞口Ｃ２０への遊技球の入球を検出するセ
ンサであり、入球時にその入球を示す第２大入賞口入球情報を生成する。そして、第２大
入賞口Ｃ２０内に入球した遊技球は、第２大入賞口入賞検出装置Ｃ２１ｓによって検出さ
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れるよう構成されている。次に、第２大入賞口電動役物Ｃ２１ｄは、第２大入賞口Ｃ２０
に遊技球が入賞不能又は入賞困難な通常状態と遊技球が入賞し易い開放状態とに第２大入
賞口Ｃ２０を可変させる。尚、本実施形態では、大入賞口の態様を、横長方形状を成し遊
技球が入賞不能又は入賞困難な通常状態と遊技球が入賞し易い開放状態とに可変させる態
様としているが、これには限定されない。その場合には、例えば、大入賞口内に設けられ
た棒状部材が遊技者側に突き出した状態である進出状態と遊技者側に対して引っ込んだ状
態である退避状態とを採り得る態様（いわゆる、ベロ型アタッカー）や、遊技球が転動可
能な通路上の開口部を大入賞口とし、当該開口部を閉鎖する状態と開放する状態とを採り
得る態様（いわゆる、スライド式アタッカー）としてもよく、大入賞口への入球数を所定
数（例えば、１０個）とすることを担保したい場合において好適である。
【００２４】
　次に、第１主遊技図柄表示装置Ａ２０（第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０）は、第１主遊
技（第２主遊技）に対応する第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）に関連した表示等を実行
する装置である。具体的構成としては、第１主遊技図柄表示装置Ａ２０（第２主遊技図柄
表示装置Ｂ２０）は、第１主遊技図柄表示部Ａ２１ｇ（第２主遊技図柄表示部Ｂ２１ｇ）
と、第１主遊技図柄保留表示部Ａ２１ｈ（第２主遊技図柄保留表示部Ｂ２１ｈ）とを備え
る。ここで、第１主遊技図柄保留表示部Ａ２１ｈ（第２主遊技図柄保留表示部Ｂ２１ｈ）
は、４個のランプから構成され、当該ランプの点灯個数が、第１主遊技（第２主遊技）に
係る乱数の保留数（実行されていない主遊技図柄の変動数）に相当する。尚、第１主遊技
図柄表示部Ａ２１ｇ（第２主遊技図柄表示部Ｂ２１ｇ）は、例えば７セグメントＬＥＤで
構成され、第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）は、「０」～「９」の１０種類の数字及び
ハズレの「－」で表示される｛但し、これには限定されず、いずれの主遊技図柄が表示さ
れたのかを遊技者が認識困難となるよう、７セグメントＬＥＤを用いて記号等によって表
示することが好適である。また、保留数表示においても、４個のランプから構成されてい
ることには限定されず、最大４個分の保留数を表示可能に構成（例えば、１個のランプか
ら構成されており、保留数１：点灯、保留数２：低速点滅、保留数３：中速点滅、保留数
４：高速点滅、するよう構成）されていればよい｝。
【００２５】
　尚、第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）は必ずしも演出的な役割を持つ必要が無いため
、本実施形態では、第１主遊技図柄表示装置Ａ２０（第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０）の
大きさは、目立たない程度に設定されている。しかしながら、第１主遊技図柄（第２主遊
技図柄）自体に演出的な役割を持たせて第１装飾図柄（第２装飾図柄）を表示させないよ
うな手法を採用する場合には、後述する演出表示装置ＳＧのような液晶ディスプレーに、
第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）を表示させるように構成してもよい。
【００２６】
　次に、ラウンド表示灯Ｄ６０は、大当り図柄に係る図柄変動が実行され、当該大当り図
柄が停止表示された場合に、実行される大当りの実ラウンド数（詳細は後述するが、獲得
出玉の有無に拘らず、大当りにて実行されるラウンドの合計数）をラウンド表示灯Ｄ６０
にて表示されるよう構成されている（ラウンド表示灯Ｄ６０の表示態様については後述す
ることとする）。尚、ラウンド表示灯Ｄ６０に大当りに係る実ラウンド数が表示されるタ
イミングは、当該大当りに係る図柄変動中に実行される演出よりも後のタイミングであり
、且つ、当該大当りに係るラウンド中に実行される演出よりも前のタイミングとなってい
る。
【００２７】
　次に、演出表示装置ＳＧは、第１主遊技図柄・第２主遊技図柄と連動して変動・停止す
る装飾図柄を含む演出画像の表示等を実行する装置である。ここで、具体的構成としては
、演出表示装置ＳＧは、装飾図柄の変動表示等を含めて演出が実行される表示領域ＳＧ１
０を備える。ここで、表示領域ＳＧ１０は、主遊技保留情報を表示する第１保留表示部Ｓ
Ｇ１２（及び第２保留表示部ＳＧ１３）と、例えば、スロットマシンのゲームを模した複
数列の装飾図柄変動の動画像を表示する装飾図柄表示領域ＳＧ１１と、を有している。尚
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、演出表示装置ＳＧは、本実施形態では液晶ディスプレーで構成されているが、機械式の
ドラムやＬＥＤ等の他の表示手段で構成されていてもよい。次に、第１保留表示部ＳＧ１
２（及び第２保留表示部ＳＧ１３）は、４個のランプから構成され、当該ランプは、主遊
技図柄の保留ランプと連動している。
【００２８】
　次に、補助遊技図柄表示装置Ｈ２０は、補助遊技図柄に関する表示等を実行する装置で
ある。具体的構成としては、補助遊技図柄表示装置Ｈ２０は、補助遊技図柄表示部Ｈ２１
ｇと、補助遊技図柄保留表示部Ｈ２１ｈとを備える。ここで、補助遊技図柄保留表示部Ｈ
２１ｈは、４個のランプから構成され、当該ランプの点灯個数が、補助遊技図柄変動の保
留数（実行されていない補助遊技図柄変動の数）に相当する。
【００２９】
　次に、センター飾りＤ３８は、演出表示装置ＳＧの周囲に設置され、遊技球の流路、演
出表示装置ＳＧの保護、装飾等の機能を有する。また、遊技効果ランプＤ２６は、遊技領
域Ｄ３０又は遊技領域Ｄ３０以外の領域に設けられ、点滅等することで演出の役割を果た
す。
【００３０】
　次に、可動体役物ＹＫは、演出表示装置ＳＧの近傍に設置され、図柄変動に伴う演出実
行の際に駆動して遊技を盛り上げる役割を担っている。上下方向に移動したり、回転駆動
したり、点灯したりして、駆動したことが目立つよう構成し、且つ、大当り期待度（或る
演出が実行される大当りとなる図柄変動の選択率をＡとし、当該或る演出が実行されるハ
ズレとなる図柄変動の出現率をＢとした場合、当該或る演出の大当り期待度は「Ａ／（Ａ
＋Ｂ）」となる、即ち、大当り変動の出現率とハズレ変動の出現率の合計に対する大当り
変動の出現率の占める割合である）の高い図柄変動にて駆動し易い構成することが好適で
ある。また、可動体役物ＹＫは、大当りの実行中においても、駆動し得るよう構成されて
おり、大当り中に再生されるサウンド（楽曲）のテンポに合わせた動作態様にて駆動し得
るよう構成されている。
【００３１】
　次に、節電モード表示用ランプ（例えば、ＬＥＤによって構成）Ｄ７０は、節電モード
がオンであるかどうかに基づき点灯するよう構成されている。
【００３２】
　次に、図２を参照しながら、ぱちんこ遊技機の背面側における基本構造を説明する。ぱ
ちんこ遊技機は、ぱちんこ遊技機の全体動作を制御し、特に第１主遊技始動口Ａ１０（第
２主遊技始動口Ｂ１０）へ入球したときの抽選等、遊技動作全般の制御（即ち、遊技者の
利益と直接関係する制御）を行う主制御基板Ｍと、遊技内Ｕ容に興趣性を付与する演出表
示装置ＳＧ上での各種演出に係る表示制御等を行う演出制御手段（サブメイン制御部）Ｓ
Ｍと、主に演出表示を実行するサブサブ制御部ＳＳと、賞球タンクＫＴ、賞球レールＫＲ
及び各入賞口への入賞に応じて賞球タンクＫＴから供給される遊技球を上球皿Ｄ２０へ払
い出す払出ユニットＫＥ１０等を備える賞球払出装置（セット基盤）ＫＥと、払出ユニッ
トＫＥ１０による払出動作を制御する賞球払出制御基板ＫＨと、上球皿Ｄ２０の遊技球（
貯留球）を遊技領域Ｄ３０へ１球ずつ発射する発射装置Ｄ４２と、発射装置Ｄ４２の発射
動作を制御する発射制御基板Ｄ４０と、ぱちんこ遊技機の各部へ電力を供給する電源供給
ユニットＥと、ぱちんこ遊技機の電源をオン・オフするスイッチである電源スイッチＥａ
等が、前枠Ｄ１４裏面（遊技側と反対側）に設けられている。
【００３３】
　次に、図３は、本実施形態に係るサブ入力ボタンＳＢとレバーＳＢ‐３の作用図である
。サブ入力ボタンＳＢとレバーＳＢ‐３とは、図１にて示すように、遊技機前面に配置さ
れており、サブ入力ボタンＳＢとレバーＳＢ‐３とで１つの部材となるように一体となっ
て構成されている。まず、サブ入力ボタンＳＢの操作態様について詳述する。同図（ａ）
に示すように、レバーＳＢ‐３は上球皿Ｄ２０を形成する部材の内部に収納されている（
収納状態と称する）。尚、主遊技図柄停止中等、遊技中のほとんどの期間はレバーＳＢ‐
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３は収納状態となっている。また、レバーＳＢ‐３は収納状態にて操作しても操作を検知
しない（操作することに基づく演出が実行されない）よう構成されている。一方、サブ入
力ボタンＳＢは、レバーＳＢ‐３が収納状態となっている場合に操作可能となっており、
サブ入力ボタンＳＢを押下することにより、操作を検知し得るよう構成されている。
【００３４】
　次に、レバーＳＢ‐３の操作態様について詳述する。同図（ｃ）は、同図（ａ）と同様
の状態となっている。この状態においては、レバーＳＢ‐３は操作できない、又は、操作
しても演出が実行されないよう構成されている。次に、同図（ｄ）に示すように、レバー
演出が実行される図柄変動におけるレバー有効期間（レバーＳＢ‐３の操作が有効となる
期間）となると（レバー有効期間の１秒前のタイミング等としてもよい）、レバーＳＢ‐
３が上球皿Ｄ２０を形成する部材から突き出すように駆動し（この状態を突出状態と称す
る）、同図（ｅ）に示すように、レバーＳＢ‐３は突出状態となることによって遊技者か
ら見て手前方向に引っ張る操作が可能となる。レバー演出におけるレバー有効期間にてレ
バーＳＢ‐３を引っ張ることにより、レバーＳＢ‐３の入力が検知され、レバーＳＢ‐３
の操作に基づく演出が実行されることとなる。
【００３５】
　次に、図４のブロック図を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的な
概略構成を説明する。はじめに、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、前述したように、
遊技の進行を制御する主制御基板Ｍと、主制御基板Ｍからの情報（信号、コマンド等）に
基づいて遊技球の払出を制御する賞球払出制御基板ＫＨと、主制御基板Ｍからの情報（信
号、コマンド等）に基づいて装飾図柄の変動・停止等の演出表示装置ＳＧ上での各種演出
、スピーカＤ２４からの音響、遊技効果ランプＤ２６の点灯、エラー報知等の実行を制御
する副制御基板Ｓ（本例では、サブメイン制御部ＳＭとサブサブ制御部ＳＳとが一つの基
板上に配置されている）と、これらの制御基板を含む遊技機全体に電源を供給する電源供
給ユニットＥと、を主体として構成されている。ここで、副制御基板Ｓは、装飾図柄の変
動・停止等の演出表示装置ＳＧ上での各種演出、スピーカＤ２４からの音響、遊技効果ラ
ンプＤ２６の点灯、エラー報知を制御するサブメイン制御部ＳＭと、演出表示装置ＳＧ上
での装飾図柄の変動表示・停止表示及び保留表示や予告表示等の表示処理を実行するサブ
サブ制御部ＳＳの２つの制御部とを備えている。尚、主制御基板Ｍ、賞球払出制御基板Ｋ
Ｈ、サブメイン制御部ＳＭ及びサブサブ制御部ＳＳには、様々な演算処理を行うＣＰＵ、
ＣＰＵの演算処理を規定したプログラムを予め記憶するＲＯＭ、ＣＰＵが取り扱うデータ
（遊技中に発生する各種データやＲＯＭから読み出されたコンピュータプログラム等）を
一時的に記憶するＲＡＭが搭載されている。以下、各基板の概略構成及び各基板・装置間
の電気的な接続態様について概説する。
【００３６】
　まず、主制御基板Ｍは、入賞口センサＮｓ｛前述した第１主遊技始動口入球検出装置Ａ
１１ｓ、第２主遊技始動口入球検出装置Ｂ１１ｓ、補助遊技始動口入球検出装置Ｈ１１ｓ
、第１大入賞口入賞検出装置Ｃ１１ｓ、第２大入賞口入賞検出装置Ｃ２１ｓ、一般入賞検
出装置（不図示であるが、一般入球口とは、賞球はあるが図柄抽選を行わない入球口であ
る）｝、図示略する駆動ソレノイド（前述した、第１大入賞口ソレノイドＣ１３、第２大
入賞口ソレノイドＣ２３等）、情報表示ＬＥＤ（不図示）等、遊技の進行に必須となる入
出力装置と電気的に接続され、各入力装置からの入力信号に基づいて遊技の進行を制御し
ている。更に、主制御基板Ｍは、賞球払出制御基板ＫＨと、副制御基板Ｓ（サブメイン制
御部ＳＭ・サブサブ制御部ＳＳ）とも電気的に接続されており、遊技進行に基づいて、賞
球払出等に関する情報（コマンド）を賞球払出制御基板ＫＨに、演出・遊技の進行状態等
に関する情報（コマンド）を副制御基板Ｓに夫々送信可能に構成されている。尚、主制御
基板Ｍは、外部接続端子（不図示）を介してホールコンピュータＨＣ等と接続可能となっ
ており、外部接続端子を介してホールコンピュータＨＣと配線接続することで、主制御基
板Ｍから外部の装置に対して遊技関連情報を出力できるよう構成されている。
【００３７】
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　また、本実施形態では、図４の矢印表記の通り、主制御基板Ｍと賞球払出制御基板ＫＨ
とは、双方向通信が可能となるよう構成されている一方、主制御基板Ｍとサブメイン制御
部ＳＭとは、主制御基板Ｍからサブメイン制御部ＳＭへの一方向通信が可能となるよう構
成されている（通信方法は、シリアル通信、パラレル通信のいずれを用いてもよい）。尚
、制御基板間（制御装置間）の通信については一方向通信でも双方向通信でもよい。
【００３８】
　次に、賞球払出制御基板ＫＨは、遊技球の払出を実行する賞球払出装置ＫＥと、遊技者
によって操作可能な装置であって遊技球の貸出要求を受け付けて賞球払出制御基板ＫＨに
伝達する遊技球貸出装置Ｒとに接続されている。また、図示略するが、本実施形態では、
賞球払出制御基板内に、発射装置の制御回路部が併設されており、賞球払出制御基板と発
射装置（発射ハンドル・発射モータ・球送り装置等）とも接続されている。尚、本実施形
態では、遊技球貸出装置Ｒを別体として遊技機に隣接する形態を採用しているが、遊技機
と一体としてもよく、その場合には、賞球払出制御基板ＫＨにより貸出制御及び電子マネ
ー等貸出用の記録媒体の管理制御等を統括して行ってもよい。
【００３９】
　次に、副制御基板Ｓは、前述したように装飾図柄等を表示する演出表示装置ＳＧと、ス
ピーカＤ２４と、遊技効果ランプＤ２６と、可動体役物ＹＫ等の演出用の駆動装置と、節
電モード表示用ランプＤ７０と、操作することによりスピーカＤ２４から出力される音量
を変更可能であり管理者のみが操作可能であるボリュームスイッチＶ１０と、ボタン演出
において操作することにより演出の実行態様が変化するよう構成されており、且つ、カス
タマイズ実行中画面、音量調節画面、光量調節画面、等にて操作することにより遊技機の
設定を変更する（詳細は後述する）ことができるよう構成されているサブ入力ボタンＳＢ
と十字キーＳＢ‐２とレバーＳＢ‐３と、接続されている（本例においては、操作部材は
３つ設けられている）。尚、サブ入力ボタンＳＢ及び十字キーＳＢ‐２は押下することに
よってオンとなり得るよう構成されており、レバーＳＢ‐３は遊技者から見て手前側にレ
バーを引くことによってオンとなるよう構成されており、前述したようにサブ入力ボタン
ＳＢとレバーＳＢ‐３とは一体となって１つの機構となっている。本実施形態では、前述
の通り、副制御基板Ｓ内にサブメイン制御部ＳＭとサブサブ制御部ＳＳとを有しており、
サブメイン制御部ＳＭによりスピーカＤ２４から出力させる音声の制御、遊技効果（電飾
）ランプＤ２６の点灯制御並びに、演出表示装置上で表示する表示内容の決定制御が行わ
れ、サブサブ制御部ＳＳにより、演出表示装置上の表示制御（実体的な表示制御）が行わ
れるように構成されている。尚、本実施形態では、サブメイン制御部ＳＭとサブサブ制御
部ＳＳとを、副制御基板Ｓにて一体化されるよう構成されているが、これに限定されるわ
けではない（別基板として構成してもよいが、一体化するよう構成することでスペースメ
リットや配線等にノイズが混入してしまう事態を低減できるといったメリットが生ずる）
。また、両制御部での作業分担についても、例えばサブサブ制御部ＳＳにより音声制御を
実行させる（ＶＤＰに音声制御回路が一体化されたものを採用する場合に好適）等、適宜
変更できる。また、賞球として物理的な賞球を付与せずに電子的な価値を付与してもよい
。
【００４０】
　次に、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の各種機能について説明する。はじめに、主制
御基板Ｍは、遊技に係る遊技周辺機器（第１主遊技周辺機器Ａ、第２主遊技周辺機器Ｂ、
第１・第２主遊技共用周辺機器Ｃ、補助遊技周辺機器Ｈ）、演出に係るサブメイン制御部
ＳＭ（副遊技制御手段ＳＭ）、主制御基板Ｍからの払出指示に基づき所定数の賞球の払出
制御を行う賞球払出制御基板ＫＨと、情報伝達可能に接続されている。また、サブメイン
制御部ＳＭ（副遊技制御手段ＳＭ）は、画像演出を実行するサブサブ制御部ＳＳ（演出表
示手段ＳＳ）、各種遊技効果ランプＤ２６（例えばサイドランプ）やスピーカＤ２４等と
も電気的に接続されている。更に、賞球払出制御基板ＫＨは、ステッピングモータやスプ
ロケット等を備えた賞球払出装置ＫＥと電気的に接続されている。尚、主制御基板Ｍ、サ
ブメイン制御部ＳＭ（副遊技制御手段ＳＭ）、サブサブ制御部ＳＳ（演出表示手段ＳＳ）
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、賞球払出制御基板ＫＨ等は、ハードウエア的にはデータやプログラムを格納するＲＯＭ
やＲＡＭ、演算処理に用いるＣＰＵ等の素子等から構成される。尚、以下で主制御基板Ｍ
に含まれるとする各手段を周辺機器（例えば、遊技周辺機器）に搭載される形で構成して
もよい。例えば、周辺機器（例えば、遊技周辺機器）に含まれるとする各手段を主制御基
板Ｍに搭載される形で構成してもよい。以下、上記各手段（装置）の詳細を説明する。
【００４１】
　尚、本特許請求の範囲及び本明細書における「乱数」は、例えば、乱数の種類（例えば
、当選乱数や変動態様決定乱数）により割り振られた「０」～「６５５３５」や「０」～
「２５５」といった所定範囲からランダムに選択された値である。また、乱数としては、
数学的に発生させる乱数でなくともよく、ハードウエア乱数やソフトウエア乱数等により
発生させる擬似乱数でもよい。例えば、乱数にある夫々の値の発現方式が、乱数の数列に
沿って順々に値を発現させる方式（プラスワン方式）、乱数の数列の最終値が発現したと
きの次の値（初期値）を偶然性のある値によって定める方式（初期値更新方式）、これら
の組み合わせ等を挙げることができる。
【００４２】
　ここで、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、ゼロクリア可能な第１・第２主遊技図柄
変動管理用タイマＭＰ１１ｔ‐Ｃ（デクリメントカウンタ）を有している。更に、本実施
形態に係るぱちんこ遊技機は、時間を計測可能な補助遊技図柄変動管理用タイマＭＰ１１
ｔ‐Ｈを更に備えている。また、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、第２主遊技始動口
電動役物Ｂ１１ｄの駆動（開放）時間を計測する第２主遊技始動口電動役物開放タイマＭ
Ｐ２２ｔ‐Ｂとを有している。また、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、第１大入賞口
Ｃ１０と第２大入賞口Ｃ２０への入賞球を計測する入賞球カウンタＭＰ３３ｃを有してい
る。特別遊技時間管理手段ＭＰ３４は、ラウンド時間を管理する特別遊技用タイマＭＰ３
４ｔを更に有している
【００４３】
ここで、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、時短回数をカウント可能な時短回数カウン
タＭＰ５２ｃを有している。ここで、「特定遊技」とは、例えば、特別遊技への抽選確率
が通常遊技時よりも高い確率変動遊技（確率変動遊技状態）や、主遊技図柄の変動時間が
通常遊技時よりも相対的に短い時間短縮遊技（時間短縮遊技状態）や、第２主遊技始動口
電動役物Ｂ１１ｄの開放時間が通常遊技時よりも相対的に長い開放時間延長機能作動時を
指す。
【００４４】
　ここで、本実施形態においては、時間短縮遊技中には、非時間短縮遊技中と比較して、
第１主遊技図柄及び第２主遊技図柄の変動時間が相対的に短縮される（時間短縮機能）。
更に、補助遊技図柄の変動時間も相対的に短縮されると共に、第２主遊技始動口電動役物
Ｂ１１ｄの開放延長時間が相対的に延長される（開放時間延長機能）。また、本実施形態
における時間短縮遊技は、第１主遊技図柄の変動回数と第２主遊技図柄の変動回数の合計
値が所定回数を超えた場合に終了する。即ち、時短回数は、第１主遊技図柄及び第２主遊
技図柄の変動（停止）毎に減算されるよう構成されている。尚、本実施形態に係るぱちん
こ遊技機は、例えば、図柄変動の度に所定確率で特定遊技（例えば確率変動遊技や時間短
縮遊技）から通常遊技への移行抽選を行う機能を有していてもよい（いわゆる、転落抽選
機能を有するぱちんこ遊技機の場合）。
【００４５】
　次に、遊技周辺機器について説明する。尚、一部の周辺機器については既に詳細構成を
述べたので、残る構成について簡潔に説明する。まず、遊技周辺機器は、第１主遊技側の
周辺機器である第１主遊技周辺機器Ａと、第２主遊技側の周辺機器である第２主遊技周辺
機器Ｂと、第１主遊技側と第２主遊技側の共用周辺機器である第１・第２主遊技共用周辺
機器Ｃと、補助遊技に関する補助遊技周辺機器Ｈと、副遊技制御手段（サブメイン制御部
）ＳＭ、サブサブ制御部ＳＳ（及び演出表示装置ＳＧ）等、を有している。ここで、サブ
メイン制御部ＳＭにより制御される演出は、第１主遊技図柄及び第２主遊技図柄の変動と
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時間的に同期の取れた形での装飾図柄の変動を含め、遊技の結果に影響を与えない情報の
みの表示に係るものである。以下、これらの周辺機器を順番に説明する。
【００４６】
　まず、第１主遊技周辺機器Ａは、特別遊技移行の契機となる第１主遊技始動口Ａ１０と
、第１主遊技図柄の停止表示及び変動表示が可能な第１主遊技図柄表示装置Ａ２０と、を
有している。
【００４７】
　次に、第２主遊技周辺機器Ｂは、特別遊技移行の契機となる第２主遊技始動口Ｂ１０と
、第２主遊技図柄の停止表示及び変動表示が可能な第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０と、を
有している。
【００４８】
　次に、第１・第２主遊技共用周辺機器Ｃは、通常遊技の際には閉状態にあり、特別遊技
（大当り）の際には所定条件下で開状態となる第１大入賞口Ｃ１０及び第２大入賞口Ｃ２
０を有している。
【００４９】
　次に、補助遊技周辺機器Ｈは、第２主遊技始動口Ｂ１０の第２主遊技始動口電動役物Ｂ
１１ｄの開放の契機となる補助遊技始動口Ｈ１０と、補助遊技図柄の停止表示及び変動表
示が可能な補助遊技図柄表示装置Ｈ２０とを有している。
【００５０】
　ここで、装図変動時間管理タイマＳＭ２１ｔは、装飾図柄の変動時間を計時するよう構
成されている。
【００５１】
　また、演出表示手段（サブサブ制御部）ＳＳは、演出表示手段（サブサブ制御部）ＳＳ
からの情報に基づいて演出に係る画像を表示する演出表示装置ＳＧと電気的に接続されて
いる。ここで、演出表示装置ＳＧは、画像を表示する表示領域ＳＧ１０を有している。
【００５２】
　ここで、表示領域ＳＧ１０は、装飾図柄を変動表示するための装飾図柄表示領域ＳＧ１
１と、主遊技保留情報を表示する第１保留表示部ＳＧ１２（及び第２保留表示部ＳＧ１３
）と、を有している。
【００５３】
　尚、第１主遊技図柄表示装置Ａ２０、第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０及び補助遊技図柄
表示装置Ｈ２０が、主制御基板Ｍと情報伝達可能に接続されており、残る演出表示手段（
サブサブ制御部）ＳＳが、副遊技制御手段（サブメイン制御部）ＳＭと情報伝達可能に接
続されている。即ち、第１主遊技図柄表示装置Ａ２０、第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０及
び補助遊技図柄表示装置Ｈ２０は、主制御基板Ｍにより制御され、演出表示手段（サブサ
ブ制御部）ＳＳは、副遊技制御手段（サブメイン制御部）ＳＭにより制御されることを意
味する。尚、主制御基板Ｍと片方向通信（一方向通信）により制御される他の周辺機器を
介して、別の周辺機器を制御するように構成してもよい。
【００５４】
　次に、図５は、主制御基板Ｍが行う一般的な処理の流れを示したメインフローチャート
である。遊技機の電源投入後、同図（ａ）の処理が実行される。即ち、遊技機の電源投入
後、初期設定を行った後（不図示）、ステップ１００２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは
、ＲＡＭクリアボタンの入力ポートを確認し、電源供給ユニットＥのリセットボタン（Ｒ
ＡＭクリアボタン）が操作されたか否か、即ち、遊技場の管理者等によって意図的にＲＡ
Ｍの内容をクリアさせる操作が行われたか否かを判定する。ステップ１００２でＹｅｓの
場合、ステップ１００４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板Ｍ側のＲＡＭ内容
（例えば、遊技状態一時記憶手段ＭＢ内の情報等）を全てクリアする。次に、ステップ１
００６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板ＭのＲＡＭをクリアしたことを示す
ラムクリア情報（コマンド）をサブメイン制御部ＳＭ側に送信し（当該タイミングにて送
信してもよいし、当該タイミングではコマンドをセットしておき後述する制御コマンド送
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信処理にて送信するよう構成してもよい）、ステップ１０１６の処理に移行する。他方、
ステップ１００２でＮｏの場合は、ステップ１００８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、
主制御基板ＭにおけるＲＡＭ領域の内容をチェックする（例えば、電断時に記録されたチ
ェックサムとＲＡＭ領域に保存されている情報量との比較を行う）。次に、ステップ１０
１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、当該チェック結果に基づきＲＡＭの内容が正常で
ないか否か（正確に電断時の情報がＲＡＭにバックアップされていないか否か）を判定す
る。ステップ１０１０でＹｅｓ、即ちＲＡＭにバックアップされていたデータが異常な場
合には、ステップ１００４の処理（前述したＲＡＭクリア処理）に移行する。他方、ステ
ップ１０１０でＮｏ、即ちＲＡＭにバックアップされていたデータが正常な場合、ステッ
プ１０１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板ＭにおけるＲＡＭ内に記憶（バ
ックアップ）されている電断時の各種情報コマンドを取得し、ステップ１０１４で、取得
した各種情報コマンドをサブメイン制御部ＳＭ側に送信し（当該タイミングにて送信して
もよいし、当該タイミングではコマンドをセットしておき後述する制御コマンド送信処理
にて送信するよう構成してもよい）、ステップ１０１６の処理に移行する。次に、ステッ
プ１０１６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、同図（ｂ）によって示される主制御基板Ｍ
側のメイン処理に係る実行定時割り込み（例えば、約１．５ｍｓ毎のハードウエア割り込
みを契機とするが、本例では、当該割り込み周期をＴとする）を許可し｛その結果、当該
実行定時割り込みタイミング到達時には、同図（ｂ）が実行されることとなる｝、ステッ
プ１０１８の処理に移行する。尚、ステップ１０１８後は、次の定時割り込みタイミング
に到達するまで、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、各種乱数更新処理（例えば、乱数カウン
タのインクリメント処理）を繰り返し実行することとなる。
【００５５】
　次に、タイマ割り込み処理について説明する。主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、定時割り
込みタイミングに到達した場合に発生する割り込み要求に基づいて、同図（ｂ）の処理を
実行する。即ち、定時割り込み周期Ｔの到達時（例えば、約１．５ｍｓ毎のハードウエア
割り込み）を契機として、ステップ１０５０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述のエ
ラー検出時処理を実行する。次に、ステップ１１００で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、
後述の補助遊技内容決定乱数取得処理を実行する。次に、ステップ１２００で、主制御基
板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の電動役物駆動判定処理を実行する。次に、ステップ１３００
で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の主遊技内容決定乱数取得処理を実行する。次に
、ステップ１４００で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の主遊技図柄表示処理を実行
する。次に、ステップ１６００で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の特別遊技作動条
件判定処理を実行する。次に、ステップ１７００で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述
の特別遊技制御処理を実行する。次に、ステップ１９９７で、主制御基板Ｍ（特に賞球払
出決定手段ＭＨ）のＣＰＵＭＣは、遊技球が入賞した入賞口に基づき、賞球払出制御処理
（賞球払出装置ＫＥの駆動制御等を賞球払出制御基板ＫＨに実行させ、その結果を管理す
るための処理等）を実行する。次に、ステップ１９９８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは
、外部信号の出力処理（外部端子板、ホールコンピュータＨＣ等への情報出力）を実行す
る。次に、ステップ１９９９で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、制御コマンド送信処理（
前述の各処理でセットされたコマンドをサブメイン制御部ＳＭ側に送信する）を実行し、
本割り込み処理の実行直前に実行されていた処理に復帰する。
【００５６】
　次に、ＮＭＩ割り込み処理について説明する。前述の通り、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、リセットＩＣからの電断信号がＣＰＵのＮＭＩ端子に入力されるように構成されてお
り、遊技機における電源断時において、同図（ｃ）の処理が実行される。即ち、遊技機の
電源断時（本例では、ＮＭＩ割り込み時）において、ステップ１０２０で、主制御基板Ｍ
のＣＰＵＭＣは、ＲＡＭ領域の情報に基づき電断時情報（例えば、チェックサム）をセッ
トする。次に、ステップ１０２２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ＲＡＭ領域への書き
込みを禁止すると共に、タイマ割り込み処理を禁止し、電源断待ちループ処理に移行する
。
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【００５７】
　次に、図６は、図５におけるステップ１０５０のサブルーチンに係る、エラー検出時処
理のフローチャートである。まず、ステップ１０５２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、
周知の手法に基づき、ぱちんこ遊技機における任意のエラー｛例えば、ドア開放エラー（
前枠Ｄ１４が開放状態にある旨のエラー）、受け皿満タンエラー（上球皿Ｄ２０や下球皿
Ｄ２２が遊技球によって満たされている状態にある旨のエラー）、振動検知エラー（ぱち
んこ遊技機に対して過度の振動や衝撃が印加された旨のエラー）、不正電波検知エラー（
ぱちんこ遊技機が外部からの不正な電波を検出した旨のエラー）、等｝の発生を検出した
か否かを判定する。ステップ１０５２でＹｅｓの場合、ステップ１０５４で、主制御基板
ＭのＣＰＵＭＣは、エラー状態保持期間タイマＭＥ１０ｔに遊技禁止状態の保持期間に係
る所定期間（例えば、６０秒であり、発生したエラーの種類によって異なる値をセットし
てもよい）をセットして当該タイマを開始する。次に、ステップ１０５６で、主制御基板
ＭのＣＰＵＭＣは、当該検出したエラーの種類に基づき、エラー報知指示コマンド（サブ
側へのコマンドであり、エラーを検出した旨に係るコマンド）をセット（ステップ１９９
９の制御コマンド送信処理にて、サブメイン制御部ＳＭ側に送信される）する。次に、ス
テップ１０５８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板Ｍを遊技禁止状態（例えば
、入球センサからの入球信号を無効としたり、発射装置Ｄ４２による遊技球の発射を一時
停止する等）へと移行し、次の処理（ステップ１１００の処理）に移行する。
【００５８】
　他方、ステップ１０５２でＮｏの場合、ステップ１０６２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭ
Ｃは、エラー解除条件を充足した（例えば、遊技禁止状態の保持期間に係る所定期間が経
過した）か否かを判定する。ステップ１０６２でＹｅｓの場合、ステップ１０６４で、主
制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、エラー状態保持期間タイマＭＥ１０ｔを停止する。次に、ス
テップ１０６６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、エラー報知解除コマンド（サブ側への
コマンドであり、エラーが解除された旨に係るコマンド）をセット（ステップ１９９９の
制御コマンド送信処理にて、サブメイン制御部ＳＭ側に送信される）する。次に、ステッ
プ１０６８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板Ｍの遊技禁止状態を解除し、次
の処理（ステップ１１００の処理）に移行する。尚、ステップ１０６２でＮｏの場合にも
、次の処理（ステップ１１００の処理）に移行する。
【００５９】
　次に、図７は、図５におけるステップ１１００のサブルーチンに係る、補助遊技内容決
定乱数取得処理のフローチャートである。まず、ステップ１１０２で、主制御基板ＭのＣ
ＰＵＭＣは、補助遊技始動口Ｈ１０に遊技球が入球（流入、ゲートの場合は通過）したか
否かを判定する。ステップ１１０２でＹｅｓの場合、ステップ１１０４で、主制御基板Ｍ
のＣＰＵＭＣは、保留球が上限（例えば４個）でないか否かを判定する。ステップ１１０
４でＹｅｓの場合、ステップ１１０６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技内容決
定乱数（例えば、補助遊技図柄当選乱数）を取得する。次に、ステップ１１０８で、主制
御基板ＭのＣＰＵＭＣは、何個目の保留であるかという情報と共に、当該乱数を主制御基
板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶する形で保留球を１加算し、次の処理（ステップ１２００の
処理）に移行する。尚、ステップ１１０２及びステップ１１０４でＮｏの場合も、次の処
理（ステップ１２００の処理）に移行する。
【００６０】
　次に、図８は、図５におけるステップ１２００のサブルーチンに係る、電動役物駆動判
定処理のフローチャートである。まず、ステップ１２０２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、電動役物開放中フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ１２０２でＹｅｓの
場合、ステップ１２０４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技図柄変動中フラグが
オフであるか否かを判定する。ステップ１２０４でＹｅｓの場合、ステップ１２０６で、
主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技図柄に関する保留球があるか否かを判定する。ス
テップ１２０６でＹｅｓの場合、ステップ１２１６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補
助遊技側の遊技状態（補助遊技時短フラグのフラグ状態）を取得すると共に、当該取得し
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た補助遊技側の遊技状態及び当該保留球に基づく補助遊技図柄乱数に基づき停止図柄を決
定（例えば、補助遊技時短フラグがオンである場合には、オフである場合と比して高確率
で当選図柄を選択）して主制御基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶する。
【００６１】
　ここで、同図右は、補助遊技停止図柄決定用抽選テーブルの一例である。同テーブルに
示されるように、本例においては、停止図柄は「Ｄ０、Ｄ１、Ｄ２」が存在し、当り図柄
となる停止図柄は「Ｄ１、Ｄ２」であり、夫々が停止したことに起因して開放することと
なる電動役物の開放態様は、非時間短縮遊技時においては、停止した図柄が「Ｄ１」であ
る場合、開放態様は（０．２秒間開放→閉鎖）であり、停止した図柄が「Ｄ２」である場
合、開放態様は（０．２秒間開放→０．８秒間閉鎖→２秒間開放→閉鎖）である。また、
時間短縮遊技時においては、停止した図柄が「Ｄ１」である場合、開放態様は（１秒間開
放→１秒間閉鎖→１秒間開放→１秒間閉鎖→１秒間開放→閉鎖）であり、停止した図柄が
「Ｄ２」である場合、開放態様は（０．２秒間開放→０．８秒間閉鎖→４秒間開放→閉鎖
）であるよう構成されている。尚、非時間短縮遊技時には停止図柄はハズレ図柄「Ｄ０」
となり易く、時間短縮遊技時には停止図柄は当り図柄「Ｄ１、Ｄ２」となり易いよう構成
されている。
【００６２】
　次に、ステップ１２１８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技側の遊技状態（補
助遊技時短フラグのフラグ状態）に基づき、補助遊技図柄変動管理用タイマＭＰ１１ｔ‐
Ｈに補助遊技図柄の変動時間に係る所定時間（例えば、補助遊技時短フラグがオンの場合
には１秒、補助遊技時短フラグがオフの場合には１０秒）をセットする。そして、ステッ
プ１２２０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技図柄変動中フラグをオンにする。
次に、ステップ１２２２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板ＭのＲＡＭ領域に
一時記憶されている保留情報を更新すると共に、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技
図柄変動管理用タイマＭＰ１１ｔ‐Ｈをスタートした後、補助遊技図柄表示部Ｈ２１ｇ上
で補助遊技図柄の変動表示を開始する。
【００６３】
　次に、ステップ１２２４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技図柄の変動時間に
係る所定時間に到達したか否かを判定する。ステップ１２２４でＹｅｓの場合、ステップ
１２２６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技図柄の停止図柄を取得すると共に、
当該取得した補助遊技図柄の停止図柄を補助遊技図柄表示部Ｈ２１ｇ上で確定表示する。
そして、ステップ１２２８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技状態一時記憶手段
ＭＢ１０‐Ｈのフラグエリア内にある、補助遊技図柄変動中フラグをオフにする。次に、
ステップ１２３０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、当該補助遊技図柄の停止図柄が「当
り」（本例では、Ｄ１・Ｄ２）であるか否かを判定する。ステップ１２３０でＹｅｓの場
合、ステップ１２３２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技側の遊技状態に基づき
、開放態様を決定し、電動役物の開放時間（開閉時間）に係る所定時間をセットする。次
に、ステップ１２３４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、電動役物開放中フラグをオンに
する。そして、ステップ１２３６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第２主遊技始動口Ｂ
１０の第２主遊技始動口電動役物Ｂ１１ｄを開放しステップ１２４２に移行する。尚、ス
テップ１２０２でＮｏの場合にもステップ１２４２に移行する。次に、ステップ１２４２
で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第２主遊技始動口電動役物Ｂ１１ｄの開放時間が終了
したか否かを判定する。ステップ１２４２でＹｅｓの場合、ステップ１２４４及びステッ
プ１２４６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第２主遊技始動口電動役物Ｂ１１ｄを閉鎖
すると共に、電動役物開放中フラグをオフにし、次の処理（ステップ１３００の処理）に
移行する。
【００６４】
　尚、ステップ１２０４でＮｏの場合にはステップ１２２４に移行し、ステップ１２０６
、ステップ１２２４、ステップ１２３０、ステップ１２４２でＮｏの場合には次の処理（
ステップ１３００の処理）に移行する。
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【００６５】
　また、本フローチャートでは、便宜上、ステップ１２２６での停止図柄表示後、すぐに
次のステップに移行しているが、これには限定されない。その場合には、５００ｍｓ程度
の停止表示固定時間を経てから次の処理に移行するよう構成してもよい（例えば、停止表
示固定中フラグ及びタイマを利用して分岐処理を行うことによりこの処理を達成可能であ
る）。尚、本例に係る時間短縮遊技状態とは、主遊技時短フラグがオンであることであっ
てもよいし、補助遊技時短フラグがオンであることであってもよい。即ち、時間短縮遊技
状態は開放時間延長機能が作動していることを示していてもよいし、非時間短縮遊技状態
は開放時間延長機能が未作動であることを示していてもよい。
【００６６】
　次に、図９は、図５におけるステップ１３００のサブルーチンに係る、主遊技内容決定
乱数取得処理のフローチャートである。まず、ステップ１３０２で、主制御基板ＭのＣＰ
ＵＭＣは、第１主遊技始動口Ａ１０の第１主遊技始動口入球検出装置Ａ１１ｓから第１主
遊技始動口入球情報を受信したか否かを判定する。ステップ１３０２でＹｅｓの場合、ス
テップ１３０４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技（特に第１主遊技側）に関する
保留球が上限（例えば４個）でないか否かを判定する。ステップ１３０４でＹｅｓの場合
、ステップ１３０６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１主遊技内容決定乱数を取得す
る。なお、本実施例では、第１主遊技内容決定乱数として、当否を決定するための当否抽
選乱数、当り時の図柄を決定するための図柄抽選乱数、特別図柄の変動パターン（変動時
間）を決定するための変動態様抽選乱数の３つの乱数を取得している。ちなみに、これら
３つの乱数は夫々更新周期・乱数範囲の異なる乱数生成手段から生成され、本タイミング
で一連的に取得するようになっている。次に、ステップ１３０８で、主制御基板ＭのＣＰ
ＵＭＣは、当該取得した乱数を主制御基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶（保留）する。次に
、ステップ１３１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１主遊技乱数が取得された旨の
情報（保留発生コマンド）を、サブメイン制御部ＳＭへ送信するためのコマンド送信用バ
ッファＭＴ１０にセット（ステップ１９９９の制御コマンド送信処理によってサブメイン
制御部ＳＭ側に送信される）する。
【００６７】
　次に、ステップ１３１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第２主遊技始動口Ｂ１０の
第２主遊技始動口入球検出装置Ｂ１１ｓから第２主遊技始動口入球情報を受信したか否か
を判定する。ステップ１３１２でＹｅｓの場合、ステップ１３１４で、主制御基板ＭのＣ
ＰＵＭＣは、主遊技（特に第２主遊技側）に関する保留球が上限（例えば４個）でないか
否かを判定する。ステップ１３１４でＹｅｓの場合、ステップ１３１６で、主制御基板Ｍ
のＣＰＵＭＣは、第２主遊技内容決定乱数を取得する。なお、本実施形態では、第２主遊
技内容決定乱数として、第１主遊技内容決定手段と同様に当否抽選乱数、図柄抽選乱数、
変動態様抽選乱数の３つの乱数を取得している。ちなみに、第１主遊技側の各乱数の取得
範囲と第２主遊技側の各乱数の取得範囲（例えば第１主遊技用の当否抽選乱数と第２主遊
技用の当否抽選乱数の取得範囲）を同じに設定している。次に、ステップ１３１８で、主
制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、当該取得した乱数をＲＡＭ領域に一時記憶（保留）する。次
に、ステップ１３２０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第２主遊技乱数が取得された旨
の情報（保留発生コマンド）を、サブメイン制御部ＳＭへ送信するためのコマンド送信用
バッファＭＴ１０にセット（ステップ１９９９の制御コマンド送信処理によってサブメイ
ン制御部ＳＭ側に送信される）し、次の処理（ステップ１４００の処理）に移行する。尚
、ステップ１３０２及びステップ１３０４でＮｏの場合にはステップ１３１２に移行し、
ステップ１３１２及びステップ１３１４でＮｏの場合には次の処理（ステップ１４００の
処理）に移行する。
【００６８】
　尚、本実施形態では、ステップ１３１０、ステップ１３２０にてサブメイン制御部ＳＭ
へ送信する情報として、乱数が取得された旨の情報を送信しているが、当該乱数値の情報
や主遊技図柄の保留数を付帯して送信してもよく、これらの情報により乱数が取得された
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旨の情報として代用することも可能である。
【００６９】
　次に、図１０は、図５におけるステップ１４００のサブルーチンに係る、主遊技図柄表
示処理のフローチャートである。まず、ステップ１４０１で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、第２主遊技図柄の保留が存在していないか否かを確認する。ステップ１４０１でＹｅ
ｓの場合、ステップ１４００（１）で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の第１主遊技
図柄表示処理を実行し、次の処理｛ステップ１４００（１）、（２）の処理｝に移行する
。他方、ステップ１４０１でＮｏの場合、ステップ１４００（２）で、主制御基板ＭのＣ
ＰＵＭＣは、後述の第２主遊技図柄表示処理を実行し、次の処理｛ステップ１４００（１
）、（２）の処理｝に移行する。
【００７０】
　このように、本実施形態においては、第２主遊技図柄の保留球が存在する場合には、第
１主遊技図柄の保留球の存在に係らず（たとえ入賞順序が第１主遊技図柄の保留の方が先
でも）、第２主遊技図柄の保留消化を優先して実行するよう構成されているが、これには
限定されない（入賞順序に基づく保留消化や、双方の主遊技図柄を同時並行的に抽選する
並列抽選を実行するよう構成してもよい）。
【００７１】
　次に、図１１は、図１０におけるステップ１４００（１）｛ステップ１４００（２）｝
のサブルーチンに係る、第１主遊技図柄表示処理（第２主遊技図柄表示処理）のフローチ
ャートである。尚、本処理は、第１主遊技図柄側と第２主遊技図柄とで略同一の処理とな
るため、第１主遊技図柄側について主に説明し、第２主遊技図柄側の処理については括弧
書きとする。まず、ステップ１４０３で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、変動開始条件が
成立しているか否かを判定する。ここで、当該変動開始条件は、特別遊技中（又は条件装
置作動中）でない、且つ、主遊技図柄変動中でない、且つ、主遊技図柄の保留が存在する
ことが条件となる。尚、本例では図示していないが、変動固定時間（主遊技図柄の確定表
示後、当該確定表示図柄を停止表示する時間）を設ける場合、変動固定時間中には、次変
動の変動開始条件を満たさないよう構成してもよい。
【００７２】
　ステップ１４０３でＹｅｓの場合、ステップ１４０５及びステップ１４０６で、主制御
基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶されている、今回の図柄変
動に係る第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）を読み出すと共に、当該第
１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）を削除し、主制御基板ＭのＲＡＭ領域
に一時記憶されている残りの情報をシフトする（保留消化処理）。次に、ステップ１４０
８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数
）（特に、当選抽選乱数）に基づき、主遊技図柄当否抽選を実行する。
【００７３】
　ここで、図１２（主遊技テーブル１）は、第１主遊技用当否抽選テーブル（第２主遊技
用当否抽選テーブル）の一例である。本例に示されるように、本実施形態においては、確
率変動遊技状態時における大当り当選確率は、非確率変動遊技状態時における大当り当選
確率よりも高確率となるよう構成されている。尚、当選確率はあくまでも一例であり、こ
れには何ら限定されない。また、本実施形態においては、小当りを設けていないがこれに
は限定されず、第１主遊技側及び／又は第２主遊技側に小当りを設けるよう構成してもよ
い。
【００７４】
　次に、ステップ１４１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技図柄当否抽選結果及
び第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）（特に、図柄抽選乱数）に基づい
て主遊技図柄に関する停止図柄を決定し、これらをＲＡＭ領域に一時記憶する。
【００７５】
　ここで、図１２（主遊技テーブル２）は、第１主遊技図柄決定用抽選テーブル（第２主
遊技図柄決定用抽選テーブル）の一例である。本例に示されるように、本実施形態におい
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ては、大当りに当選した場合、複数の主遊技図柄候補（本例では、「２Ａ・４Ａ・５Ａ・
７Ａ」及び「２Ｂ・５Ｂ・７Ｂ」）の内から一つの主遊技図柄が大当り図柄として決定さ
れるよう構成されている。
【００７６】
　尚、乱数値や停止図柄の種類についても、あくまで一例であり、これには限定されない
｛例えば、ハズレ図柄は一種類の図柄であることには限定されず、複数種類の図柄を設け
るよう構成してもよい｝。
【００７７】
　次に、ステップ１４１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技図柄当否抽選結果、
第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）（特に、変動態様抽選乱数）及び主
遊技図柄に関数る停止図柄に基づき、主遊技テーブル３を参照して主遊技図柄の変動態様
を決定し、これらを主制御基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶する。
【００７８】
　ここで、図１２（主遊技テーブル３）は、第１主遊技変動態様決定用抽選テーブル（第
２主遊技変動態様決定用抽選テーブル）の一例である。本例に示されるように、本実施形
態においては、主遊技図柄の当否抽選結果に基づき、主遊技図柄の変動態様（変動時間）
が決定されるよう構成されている。即ち、主遊技図柄の当否抽選結果が当りの場合には相
対的に変動時間が長時間となる変動態様が決定され易いよう構成されている。尚、本例は
あくまでも一例であり、停止図柄の種類や選択率等には何ら限定されない。また、本実施
形態では、説明の便宜上、主遊技テーブル３においては、保留球数に応じて異なるテーブ
ルを有するよう構成しなかったが、保留球数に応じて異なるテーブルを有するように構成
してもよいことはいうまでもない。更には、時間短縮遊技状態（主遊技時短フラグがオン
の場合）における第１主遊技側の図柄変動時間が相対的に長時間となるよう構成してもよ
い｛第２主遊技側での図柄変動が実行されることが遊技者にとって有利となるよう構成さ
れていた際、第１主遊技側の図柄変動効率を低下させることで第２主遊技側の保留が生起
し易い（遊技者にとって有利となる）状況を構築することを趣旨とするため、第１主遊技
側の始動口と第２主遊技側の始動口とを打ち分けできない場合において特に効果を発揮す
る｝。
【００７９】
　次に、ステップ１４１４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主制御基板ＭのＲＡＭ領域
に一時記憶された主遊技図柄に係るコマンド（停止図柄情報、停止図柄の属性情報、変動
態様情報等）及び現在の遊技状態に係るコマンド（図柄変動表示開始指示コマンド）を、
サブメイン制御部ＳＭ側に送信するためのコマンド送信用バッファＭＴ１０にセット（ス
テップ１９９９の制御コマンド送信処理によってサブメイン制御部ＳＭ側に送信される）
する。次に、ステップ１４１５で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技図柄の変動時間
に係る所定時間を第１・第２主遊技図柄変動管理用タイマＭＰ１１ｔ‐Ｃにセットする。
次に、ステップ１４１６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１主遊技図柄表示装置Ａ２
０（第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０）の第１主遊技図柄表示部Ａ２１ｇ（第２主遊技図柄
表示部Ｂ２１ｇ）上で、主制御基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶された変動態様に従い、主
遊技図柄の変動表示を開始する。次に、ステップ１４１７で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、変動中フラグをオンにし、ステップ１４２０に移行する。
【００８０】
　他方、ステップ１４０３でＮｏの場合、ステップ１４１９で、主制御基板ＭのＣＰＵＭ
Ｃは、変動中フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ１４１９でＹｅｓの場合に
はステップ１４２０に移行し、ステップ１４１９でＮｏの場合には次の処理（ステップ１
６００の処理）に移行する。
【００８１】
　次に、ステップ１４２０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技図柄の変動時間に係
る所定時間に到達したか否かを判定する。ステップ１４２０でＹｅｓの場合、ステップ１
４２２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、図柄変動が終了する旨の情報（図柄確定表示指
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示コマンド）を、サブメイン制御部ＳＭ側に送信するためのコマンド送信用バッファＭＴ
１０にセット（ステップ１９９９の制御コマンド送信処理によってサブメイン制御部ＳＭ
側に送信される）する。次に、ステップ１４２３で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１
主遊技図柄表示装置Ａ２０（第２主遊技図柄表示装置Ｂ２０）の第１主遊技図柄表示部Ａ
２１ｇ（第２主遊技図柄表示部Ｂ２１ｇ）上での主遊技図柄の変動表示を停止し、主制御
基板ＭのＲＡＭ領域に一時記憶されている停止図柄を確定停止図柄として表示制御する。
次に、ステップ１４２４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、変動中フラグをオフにする。
【００８２】
　次に、ステップ１４３０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、当該主遊技図柄の停止図柄
が大当り図柄であるか否かを判定する。ステップ１４３０でＹｅｓの場合、ステップ１４
４０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、条件装置作動フラグをオンにし、ステップ１５０
０に移行する。他方、ステップ１４３０でＮｏの場合にも、ステップ１５００に移行する
。
【００８３】
　次に、ステップ１５００で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、後述の特定遊技終了判定処
理を実行し、次の処理（ステップ１５５０の処理）に移行する。尚、ステップ１４２０で
Ｎｏの場合にも、次の処理（ステップ１５５０の処理）に移行する。
【００８４】
　次に、図１３は、図１１におけるステップ１５００のサブルーチンに係る、特定遊技終
了判定処理のフローチャートである。まず、ステップ１５０２で、主制御基板ＭのＣＰＵ
ＭＣは、主遊技確変フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ１５０２でＹｅｓの
場合、ステップ１５１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、時短回数カウンタＭＰ５２ｃ
のカウンタ値が０より大きいか否かを判定する。ステップ１５１０でＹｅｓの場合、ステ
ップ１５１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、時短回数カウンタＭＰ５２ｃのカウンタ
値を１減算する。次に、ステップ１５１４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、時短回数カ
ウンタＭＰ５２ｃのカウンタ値が０であるか否かを判定する。ステップ１５１４でＹｅｓ
の場合、ステップ１５１６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技時短フラグをオフに
する。次に、ステップ１５１８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、補助遊技時短フラグを
オフにし次の処理（ステップ１５５０の処理）に移行する。尚、ステップ１５０２、ステ
ップ１５１０又はステップ１５１４でＮｏの場合にも次の処理（ステップ１５５０の処理
）に移行する。
【００８５】
　次に、図１４は、図５におけるステップ１５５０のサブルーチンに係る、特別遊技作動
条件判定処理のフローチャートである。まず、ステップ１５５２で、主制御基板ＭのＣＰ
ＵＭＣは、条件装置作動フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ１５５２でＹｅ
ｓの場合、ステップ１５５４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特定遊技フラグ（主遊技
確変フラグ・主遊技時短フラグ・補助遊技時短フラグ）をオフにする。次に、ステップ１
５５６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、時短回数カウンタＭＰ５２ｃの値をクリアする
。次に、ステップ１５５８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、確変回数カウンタＭＰ５１
ｃの値をクリアする。次に、ステップ１５６０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊
技移行許可フラグをオンにする。次に、ステップ１５６２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、条件装置作動フラグをオフにし、次の処理（ステップ１６００の処理）に移行する。
尚、ステップ１５５２でＮｏの場合も、次の処理（ステップ１６００の処理）に移行する
。
【００８６】
　次に、図１５は、図５におけるステップ１６００のサブルーチンに係る、特別遊技制御
処理のフローチャートである。まず、ステップ１６０２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは
、特別遊技移行許可フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ１６０２でＹｅｓの
場合、ステップ１６０４及びステップ１６０６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊
技移行許可フラグをオフにすると共に特別遊技実行フラグをオンにする。次に、ステップ
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１６０７で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ラウンド数カウンタ（不図示）に初期値（本
例では、１）をセットする。次に、ステップ１６０８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、
特別遊技を開始する旨の情報（特別遊技開始表示指示コマンド）を、サブメイン制御部側
に送信するためのコマンド送信用バッファＭＴ１０にセット（ステップ１９９９の制御コ
マンド送信処理にて、サブメイン制御部ＳＭ側に送信される）し、ステップ１６１２に移
行する。
【００８７】
　他方、ステップ１６０２でＮｏの場合、ステップ１６１０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭ
Ｃは、特別遊技実行フラグがオンであるか否かを判定する。そして、ステップ１６１０で
Ｙｅｓの場合には、ステップ１６１２に移行する。尚、ステップ１６１０でＮｏの場合に
は、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊技の許可が下りていないと判定し、次の処理（
ステップ１９９７の処理）に移行する。
【００８８】
　次に、ステップ１６１２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ラウンド継続フラグがオフ
であるか否か、換言すれば、各ラウンドの開始直前であるか否かを判定する。ステップ１
６１２でＹｅｓの場合、即ち、各ラウンドの開始直前である場合、まず、ステップ１６１
４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、開放パターン（例えば、開放し続ける開放パターン
、開閉を行うパターン）をセットする。次に、ステップ１６１６で、主制御基板ＭのＣＰ
ＵＭＣは、入賞球カウンタＭＰ３３ｃのカウンタ値をゼロクリアする。次に、ステップ１
６１８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ラウンド継続フラグをオンにする。次に、ステ
ップ１６２０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、第１大入賞口Ｃ１０の第１大入賞口電動
役物Ｃ１１ｄ（又は、第２大入賞口電動役物Ｃ２１ｄ）を駆動して第１大入賞口Ｃ１０（
又は第２大入賞口Ｃ２０）を開放し、特別遊技用タイマＭＰ３４ｔ（特に開放時間タイマ
）に所定時間（例えば３０秒）をセットしてスタートし、ステップ１６２２に移行する。
他方、ステップ１６１２でＮｏの場合、即ち、大入賞口が開放中である場合、ステップ１
６１４～１６２０の処理を行うことなく、ステップ１６２２に移行する。
【００８９】
　次に、ステップ１６２２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、現在の特別遊技中に係る遊
技状態コマンド（例えば、現在のラウンド数や遊技球の入賞個数等）を、サブメイン制御
部ＳＭ側に送信するためのコマンド送信用バッファＭＴ１０にセット（ステップ１９９９
の制御コマンド送信処理にて、サブメイン制御部ＳＭ側に送信される）する。次に、ステ
ップ１６２４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、入賞球カウンタＭＰ３３ｃのカウンタ値
を参照し、当該ラウンドで第１大入賞口Ｃ１０（又は第２大入賞口Ｃ２０）に所定個数（
例えば１０球）の入賞球があったか否かを判定する。ステップ１６２４でＹｅｓの場合に
は、ステップ１６２８に移行する。他方、ステップ１６２４でＮｏの場合、ステップ１６
２６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊技用タイマＭＰ３４ｔ（特に開放時間タイ
マ）を参照して大入賞口開放に係る所定時間（例えば、３０秒）が経過したか否かを判定
する。ステップ１６２６でＹｅｓの場合にも、ステップ１６２８に移行する。尚、ステッ
プ１６２６でＮｏの場合には、次の処理（ステップ１９９７の処理）に移行する。
【００９０】
　次に、ステップ１６２８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、の第１大入賞口電動役物Ｃ
１１ｄ（又は、第２大入賞口電動役物Ｃ２１ｄ）の駆動を停止して第１大入賞口Ｃ１０（
又は第２大入賞口Ｃ２０）を閉鎖する。次に、ステップ１６３０で、主制御基板ＭのＣＰ
ＵＭＣは、特別遊技用タイマＭＰ３４ｔ（特に開放時間タイマ）をリセットする。次に、
ステップ１６３２で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ラウンド継続フラグをオフにする。
次に、ステップ１６３３で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ラウンド数カウンタ（不図示
）のカウンタ値に１を加算する。次に、ステップ１６３４で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣ
は、最終ラウンドが終了したか否か（例えば、ラウンド数カウンタ（不図示）のカウンタ
値が最大ラウンド数を超過したか否か）を判定する。ステップ１６３４でＹｅｓの場合、
ステップ１６３６で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊技実行フラグをオフにする。
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次に、ステップ１６３８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、特別遊技を終了する旨の情報
（特別遊技終了表示指示コマンド）を、サブメイン制御部ＳＭ側に送信するためのコマン
ド送信用バッファＭＴ１０にセット（ステップ１９９９の制御コマンド送信処理にて、サ
ブメイン制御部ＳＭ側に送信される）する。そして、ステップ１６５０で、主制御基板Ｍ
のＣＰＵＭＣは、後述の特別遊技終了後の遊技状態決定処理を実行し、次の処理（ステッ
プ１９９７の処理）に移行する。尚、ステップ１６３４でＮｏの場合にも、次の処理（ス
テップ１９９７の処理）に移行する。
【００９１】
　次に、図１６は、図１５におけるステップ１６５０のサブルーチンに係る、特別遊技終
了後の遊技状態決定処理のフローチャートである。まず、ステップ１６５２で、主制御基
板ＭのＣＰＵＭＣは、現在の停止図柄は確変大当り図柄（大当り終了後に確率変動遊技状
態に移行することとなる大当り図柄であり、本例では、５Ａ・７Ａ・５Ｂ・７Ｂ）である
か否かを判定する。ステップ１６５２でＹｅｓの場合、ステップ１６５４で、主制御基板
ＭのＣＰＵＭＣは、主遊技確変フラグをオンにし、ステップ１６５６に移行する。尚、ス
テップ１６５２でＮｏの場合にもステップ１６５６に移行する。次に、ステップ１６５６
で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、時短回数カウンタＭＰ５２ｃに所定回数（本例では、
１００回）をセットする。次に、ステップ１６５８で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、主
遊技時短フラグをオンにする。次に、ステップ１６６０で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは
、補助遊技時短フラグをオンにし、次の処理（ステップ１９９７の処理）に移行する。
【００９２】
　次に、図１７～図４５を参照して、サブメイン制御部ＳＭ側で実行される制御処理を説
明する。まず、図１７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、副制御基板Ｓ側（
特に、サブメイン制御部ＳＭ側）のメインフローチャートである。ここで、同図（ａ）の
処理は、遊技機への電源投入時等のリセット後に実行されるサブメイン制御部ＳＭ側での
処理である。即ち、遊技機への電源投入時において、ステップ２００２で、サブメイン制
御部ＳＭのＣＰＵＳＣは、メイン側（主制御基板Ｍ側）から受信した情報に基づき、初期
処理を実行する（例えば、ＲＡＭクリア情報を受信した場合→サブ側のＲＡＭを初期化、
各種情報コマンドを受信した場合→電断時の演出関連情報をサブ側のＲＡＭに再セット）
。次に、ステップ２００４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、音量レベル及び光量レベル
をデフォルト値に設定して、自動ボタンフラグをオフにする。尚、詳細は後述することと
なるが、本実施形態においては、音量レベルと光量レベルと自動ボタン操作設定（自動ボ
タン設定をオンにすると操作部材を操作しなくとも操作した場合と同様の演出が実行され
る）とを遊技者が設定（変更）可能に構成されており、電源を「オフ→オン」とすると、
以前の設定（遊技者が変更した設定及び管理者が変更した設定）に拘らずデフォルト値に
設定されるよう構成されている。尚、本例に係るデフォルト値は、音量レベルが「ボリュ
ームスイッチ大→５、中→１、小→４」、光量レベルが「中」、自動ボタン操作設定が「
オフ」となっている（デフォルト値に設定することをデフォルト設定にすると称すること
がある）。次に、ステップ２０５０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、管理操
作制御処理を実行する。尚、音量をデフォルト設定にした場合のｄＢは、ボリュームスイ
ッチ大の場合が「９５」、ボリュームスイッチ中の場合が「８５」、ボリュームスイッチ
小の場合が「８２」、となっており、音量をデフォルト設定にした場合においても「ボリ
ュームスイッチ大のｄＢ＞ボリュームスイッチ中のｄＢ＞ボリュームスイッチ小のｄＢ」
の関係性が保たれるよう構成されている。尚、本実施形態においては、電源を「オフ→オ
ン」にすると、音量レベルと光量レベルと自動ボタン操作設定とをデフォルト設定にする
よう構成したが、これには限定されず、電源のオン・オフの切り替えによっては、音量レ
ベルと光量レベルと自動ボタン操作設定とは電源断以前の設定のままとなり、ＲＡＭクリ
アを実行することにより、音量レベルと光量レベルと自動ボタン操作設定とをデフォルト
設定にするよう構成してもよい。その後、サブメイン制御部ＳＭの繰り返し処理ルーチン
である（ｂ）を繰り返し実行するループ処理に移行する。ここで、（ｂ）が実行された場
合、同図（ｂ）の処理に示されるように、まず、ステップ２１５０で、副制御基板ＳのＣ
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ＰＵＳＣは、後述する非遊技期間制御処理を実行する。次に、ステップ２２００で、副制
御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述するカスタマイズ制御処理を実行する。次に、ステップ２
４００で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する保留情報管理処理を実行する。次に、
ステップ２５００で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する装飾図柄表示内容決定処理
を実行する。次に、ステップ２６００で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する装飾図
柄表示制御処理を実行する。次に、ステップ２９００で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、
後述する特別遊技関連表示制御処理を実行する。次に、ステップ３１００で、副制御基板
ＳのＣＰＵＳＣは、後述する背景画像表示処理を実行する。次に、ステップ３２００で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する電飾ランプ動作制御処理を実行する。次に、ステ
ップ３２５０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する音量制御処理を実行する。次に
、ステップ２９９９で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、表示コマンド送信制御処理（これ
ら一連のサブルーチンでセットされたコマンドをサブサブ制御部ＳＳ側に送信する）を実
行し、本繰り返し処理ルーチンを終了する。
【００９３】
　以上のように、サブメイン制御部ＳＭは、リセット後、サブメイン側ルーチン（Ｓ２１
５０～Ｓ２９９９）をループ処理する形態を採用している。また、同図（ｃ）の処理は、
サブメイン制御部ＳＭの割り込み処理であり、前述した主制御基板ＭにおけるＳＴＢ信号
線からの信号がサブメイン制御部ＳＭのＣＰＵの一端子（本例では、ＮＭＩ端子）に接続
されていた場合における処理フロー（ｃ）である。即ち、サブメイン制御部ＳＭにおいて
ＮＭＩ割り込みが発生した場合（ＳＴＢ信号線がオンとなった場合）、ステップ２００５
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、主制御基板Ｍ側からのコマンド入力ポート（前述した
データ信号線の入力ポート）を確認する。そして、ステップ２００６で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、当該確認結果に基づき、サブメイン制御部ＳＭ側のＲＡＭ領域に、主制御
基板Ｍ側から送信されたコマンドを一時記憶し、本割り込み処理直前に実行されていた処
理へ復帰する。
【００９４】
　次に、図１８は、図１７におけるステップ２０５０のサブルーチンに係る、管理操作制
御処理のフローチャートである。まず、ステップ２０５２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、管理メニュー画面の表示条件（本例では、ＲＡＭクリアボタンを押下しながら電源を
投入）を充足したか否かを判定する。尚、管理メニュー画面の表示条件は、本例の条件に
は限定されず、管理者のみが操作可能な条件とすれば変更しても問題なく、例えば、扉Ｄ
１８を開放しない限り操作不可能なスイッチを設けて、当該スイッチとＲＡＭクリアボタ
ンとを押下しながら電源投入を管理メニュー画面の表示条件としてもよいし、サブ入力ボ
タンＳＢとＲＡＭクリアボタンとを押下しながら電源投入を管理メニュー画面の表示条件
としてもよい。また、扉Ｄ１８を開放している状態にてサブ入力ボタンＳＢを押下した場
合に管理メニュー画面が表示されるように構成してもよく、そのように構成した場合には
、扉Ｄ１８が閉鎖している状態ではサブ入力ボタンＳＢを押下することによりカスタマイ
ズ実行中画面（遊技者が操作可能なメニュー画面）が表示され、扉Ｄ１８が開放している
状態ではサブ入力ボタンＳＢを押下することにより管理メニュー画面（管理者が操作可能
なメニュー画面）が表示されることとなる。サブ入力ボタンＳＢを押下した場合に、遊技
者が操作可能なメニュー画面と管理者が操作可能なメニュー画面とのいずれを表示するか
を副制御基板Ｓ（サブ側）が判断する構成としては、（１）扉Ｄ１８が開放している状態
となるとサブ側に扉開放コマンドが送信され、副制御基板Ｓは、当該扉開放コマンドを受
信していない場合にサブ入力ボタンＳＢの操作を検知すると遊技者が操作可能なメニュー
画面を表示し、当該扉開放コマンドを受信した場合にサブ入力ボタンＳＢの操作を検知す
ると管理者が操作可能なメニュー画面を表示する、（２）扉Ｄ１８が開放している状態と
なると扉開放フラグがオンとなり、副制御基板Ｓは、扉開放フラグがオフである場合にサ
ブ入力ボタンＳＢの操作を検知すると遊技者が操作可能なメニュー画面を表示し、扉開放
フラグがオンである場合にサブ入力ボタンＳＢの操作を検知すると管理者が操作可能なメ
ニュー画面を表示する、ように構成してもよい。尚、扉開放中においては、常時ドア開放
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エラーに係る音が出力されており、当該ドア開放エラーに係る音量はボリュームスイッチ
及び音量レベルの状態に拘らず一定の音量（本例では、８５ｄＢ）となっている。ステッ
プ２０５２でＹｅｓの場合、ステップ２０５４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、管理メ
ニュー画面（図１９を参照）を表示領域ＳＧ１０の最前面に表示する。次に、ステップ２
０５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、管理メニュー画面における「実機の設定」を選
択中にサブ入力ボタンＳＢが操作されたか否かを判定する。ステップ２０５６でＹｅｓの
場合、ステップ２０５８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、管理メニュー画面を消去して
実機の設定画面を表示領域ＳＧ１０の最前面に表示する。尚、本実施形態においては、管
理メニュー画面にて「実機の設定」を選択中にサブ入力ボタンを操作した場合に、管理メ
ニュー画面を消去して実機の設定画面を表示するよう構成したが、これには限定されず、
管理メニュー画面にて「実機の設定」を選択中にサブ入力ボタンを操作した場合には、管
理メニュー画面を後面レイヤーに表示し、実機の設定画面を前面レイヤーに表示する、即
ち、管理メニュー画面と実機の設定画面とのいずれも表示するよう構成してもよい。次に
、ステップ２０６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳＢを十字キーＳ
Ｂ‐２との操作に基づいて音量調節機能のオン・オフを決定する。尚、音量調節機能のオ
ン・オフ以外の設定（例えば、自動ボタン操作設定）を変更可能にしても問題ないが、光
量調節機能の設定はてんかん（慢性の脳疾患の一種）防止等のために遊技者によって調節
できない設定（オフ設定）とすることが不可能となるよう構成することが好適である。次
に、ステップ２０６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、音量調節機能はオフに決定され
たか否かを判定する。ステップ２０６２でＹｅｓの場合、ステップ２０６４で、副制御基
板ＳのＣＰＵＳＣは、音量調節防止フラグ（当該フラグがオンである場合には、遊技者は
音量調節が実行できなくなる）をオンにし、次の処理（サブメイン側ルーチンのループ処
理）に移行する。他方、ステップ２０６２でＮｏの場合、換言すると、音量調節機能がオ
ンに決定された場合、ステップ２０６６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、音量調節禁止
フラグがオフにし、次の処理（サブメイン側ルーチンのループ処理）に移行する。
【００９５】
　また、ステップ２０５６でＮｏの場合、ステップ２０６８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、管理メニュー画面における「省電力モードの設定」を選択中にサブ入力ボタンＳＢ
が操作されたか否かを判定する。ステップ２０６８でＹｅｓの場合、ステップ２１００で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、節電モード切替制御処理を実行し、次の処理
（サブメイン側ルーチンのループ処理）に移行する。他方、ステップ２０６８でＮｏの場
合、ステップ２０７０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳＢと十字キー
ＳＢ‐２の操作に基づいて管理メニュー画面を表示する。次に、ステップ２０７２で、副
制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳＢと十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて遊
技機の設定を決定し、次の処理（サブメイン側ルーチンのループ処理）に移行する。尚、
ステップ２０５２でＮｏの場合にも次の処理（サブメイン側ルーチンのループ処理）に移
行する。尚、音量調節禁止フラグがオンとなっている場合（管理者が音量調節を不可能に
設定した場合）には、音量レベルはステップ２００４にて前述したデフォルト設定のまま
固定となるよう構成されている。尚、管理メニューによって音量調節機能をオフにした場
合、即ち、音量調節禁止フラグをオンにした場合には、再度、管理メニューにて音量調節
機能をオンにしない限りは、音量調節ができない状態が継続するよう構成されている。尚
、管理メニューに係る構成としては、（１）エラー発生においては管理メニューの設定に
拘らず音量・光量共にエラーに基づいた規定の値（最大音量、最大光量としてもよい）と
なる、（２）食事休憩の時間（離席時間）の計測、オーバー入賞音、ロゴ色カスタム、工
場検査時に使用するメニュー、等も可能となっている、（３）音量の調節の可否と光量の
調節の可否とを夫々個別に設定可能（音量の調節の可否と光量の調節の可否とを１つの操
作にて同時に設定可能としてもよい）、（４）演出モードＡ、演出モードＢ、演出モード
Ｃ、から演出モード（演出モードが相違すると特定の演出の発生頻度が相違する）を選択
可能とする等、演出傾向の設定が可能、のように構成してもよい。尚、上述した、食事休
憩の時間（離席時間）の計測に係る構成の具体例としては、（１）「休憩時間」マークを
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選択し、「開始」マークをサブ入力ボタンで決定すると、計時（計測）がスタートする、
（２）計時が所定時間に到達したら、演出表示装置ＳＧや遊技効果ランプＤ２６、スピー
カＤ２４から出力される音声などで報知可能、（３）前記所定時間は設定可能であり、１
０分～６０分の間で設定可能、（４）前記所定時間計時中に電源断が実行された場合には
当該計時はクリアされる、よう構成してもよい。また、オーバー入賞音とは、或るラウン
ド実行中において、前述したステップ１６２４における所定個数である大入賞口の閉鎖契
機（実行中のラウンドの終了契機）となる大入賞口への遊技球の入賞数を超過して遊技球
が大入賞口に入球した場合に出力される音であり、オーバー入賞音は複数種類から選択で
き、無音（演出なし）も選択可能である。また、上述した、ロゴとは、遊技機を作成した
会社名を示すマークのことであり、大当りにおける最終ラウンド終了後の期間である特別
遊技終了デモ時間や、待機デモ画面にて表示される。また、ロゴ色カスタムによって、ロ
ゴの色やロゴの形状を変更することが可能となっている。
【００９６】
　次に、図１９は、本実施形態に係る、管理メニュー画面表示イメージ図である。まず、
左側のイメージ図は、管理メニューを表示する画像であり、管理者が設定可能（遊技者は
、設定不可能）な事項を表示する一例を示している。本例においては、実機の設定、日時
の再設定、経過日数の初期化、省電力モードの設定が可能となるよう構成されている。こ
の管理メニュー画面は、電源オフ状態において、ＲＡＭクリアボタンを押下しながら、電
源投入することにより表示される。管理メニュー画面においては、十字キーＳＢ‐２の上
下ボタンを操作することにより、夫々の設定項目を選択することができ（本例では、「実
機の設定」が選択されている）、サブ入力ボタンＳＢを押下することで設定項目を決定す
ることができる。夫々の設定の終了後には、カーソルを一番下の「設定終了」に合わせ、
サブ入力ボタンＳＢを押下することで、設定を終了することができるよう構成されている
。尚、管理メニュー画面の終了方法はこれには限定されず、「実機の設定」等で各種設定
の変更を決定したことによっても終了するよう構成してもよい。尚、各メニューにおいて
、サブ入力ボタンＳＢを押下することで設定項目を決定すれば、「設定終了」にてサブ入
力ボタンＳＢを押下して管理メニュー画面の表示を終了しなくとも、決定した設定は実行
されており、且つ、記憶されるよう構成されている。例えば、音量調節機能をオフ（調節
不可能）に設定した後、管理メニュー画面が表示されている状況にて、電源をオフにした
り遊技球が主遊技始動口に入球したりすることにより管理メニューの表示が終了しても、
決定した設定は反映されていることとなる。また、これには限定されず、「設定終了」に
てサブ入力ボタンＳＢを押下して管理メニュー画面の表示を終了しなければ、決定した設
定が反映されないよう構成してもよい。また、管理メニューの表示中にエラー（例えば、
大当り中ではない状態にて大入賞口に所定個数の遊技球の入球が検出された場合に発生す
る不正入賞エラー）が発生した場合、管理メニューの表示を維持したままエラー発生に伴
う画面表示及び音声の出力を実行するよう構成してもよい。そのように構成した場合には
、エラー発生に伴う画面表示の方が管理メニュー画面の表示よりも表示優先度が高いため
、エラー発生に伴う画面表示の方が管理メニュー画面の表示よりも前面レイヤーに表示さ
れる。尚、これには限定されず、管理メニューの表示中にエラーが発生した場合には、管
理メニューの表示を消去してエラー発生に伴う画面を表示するよう構成してもよい。
【００９７】
　次に、右側のイメージ図は、「実機の設定」が選択された場合の表示画面の一例を示し
ている。本例では、「音量調節機能」が設定可能となっており、十字キーＳＢ‐２の上下
ボタンを操作することにより、夫々の設定項目を選択することができ（「音量調節機能」
が選択されている）、十字キーＳＢ‐２左右ボタンを操作することにより、機能のオン・
オフを切り換えることができるよう構成されている。尚、「オン」に決定すると、音量調
節禁止フラグがオフとなり、「オフ」に決定すると音量調節禁止フラグがオンとなる。尚
、イベント２、イベント３、イベント４については、適宜設定可能な項目を設けてもよく
、例えば、「自動ボタン操作設定」のオン・オフを切り換えることができるようにしても
よい。尚、本実施形態においては、「光量調節」の機能は、てんかん防止等を考慮して常
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に有効とし、オン・オフの選択ができないよう構成されている。尚、「光量調節」の機能
についてオン・オフの設定が可能となるよう構成してもよいが、そのように構成した場合
には、光量のデフォルト値は最大値にしない、「光量調節」の機能をオフにした場合は光
量を最大値以外に設定する、等のように構成することが好適である。
【００９８】
　次に、図２０は、図１８におけるステップ２１００のサブルーチンに係る、節電モード
切替制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２１０２で、副制御基板ＳのＣＰ
ＵＳＣは、管理メニュー画面を消去して、実機の設定画面を表示領域ＳＧ１０の最前面に
表示する。次に、ステップ２１０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳ
Ｂと十字キーＳＢ‐２との操作に基づいて、節電モードのオン・オフを決定する。次に、
ステップ２１０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、節電モードはオンに決定されたか否
かを判定する。ステップ２１０６でＹｅｓの場合、ステップ２１０８で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、節電モードをオンにセットする。次に、ステップ２１１０で、副制御基板
ＳのＣＰＵＳＣは、節電モード表示用ランプＤ７０の表示色として緑色（節電モードがオ
ンである場合の表示色）をセットし、ステップ２１１６に移行する。また、ステップ２１
０６でＮｏの場合、換言すると、節電モードがオフに決定された場合、ステップ２１１２
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、節電モードをオフにセットする。次に、ステップ２１
１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、節電モード表示用ランプＤ７０の表示色として赤
色（節電モードがオフである場合の表示色）をセットし、ステップ２１１６に移行する。
次に、ステップ２１１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、節電モードのオン・オフに基
づき、確認用メッセージ（例えば、節電モードがオンとなった場合には、「節電動作モー
ドがオンになりました」等のメッセージ）を表示領域ＳＧ１０上に所定期間表示し、次の
処理（サブメイン側ルーチンのループ処理）に移行する。
【００９９】
　次に、図２１は、図１７におけるステップ２１５０のサブルーチンに係る、非遊技期間
制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２１５２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、発射ハンドルＤ４４の操作を検知したか否かを判定する。ステップ２１５２でＹｅ
ｓの場合、ステップ２１５８に移行する。他方、ステップ２１５２でＮｏの場合、ステッ
プ２１５４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、新たに図柄変動が開始したか否かを判定す
る。ステップ２１５４でＹｅｓの場合、ステップ２１５８に移行する。他方、ステップ２
１５４でＮｏの場合、ステップ２１５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、新たに主遊技
保留が生起したか否かを判定する。ステップ２１５６でＹｅｓの場合、ステップ２１５８
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間が終了したと判断し、非遊技期間計測タイ
マＨＹ１０ｔ（非遊技状態である期間を計測する、ステップ２２１４、ステップ２３２５
及びステップ２６４４でスタートするインクリメントタイマ）を停止してリセットする。
尚、本例においては、装飾図柄が停止し、且つ、保留が存在していない状態となった場合
に非遊技状態と判定するよう構成されている。次に、ステップ２１６０で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、待機デモ画面、節電中画面、第１カスタマイズ案内画面、第２カスタマ
イズ案内画面、カスタマイズ実行中画面、光量調節画面及び音量調節画面（各画面の表示
イメージ及び役割については後述する）の表示を消去する。次に、ステップ２１６２で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、節電中画面の表示が消去されたか否かを判定する。ステッ
プ２１６２でＹｅｓの場合、ステップ２１６４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技
期間計測タイマＨＹ１０ｔ（インクリメントタイマ）をスタートし、次の処理（ステップ
２２００の処理）に移行する。尚、ステップ２１５６でＮｏの場合には、非遊技状態が終
了していないと判断し、ステップ２１５８～ステップ２１６４の処理を実行せずに次の処
理（ステップ２２００の処理）に移行する。また、ステップ２１６２でＮｏの場合にも次
の処理（ステップ２２００の処理）に移行する。尚、本実施形態においては、発射ハンド
ルＤ４４の操作を検知した場合、図柄変動が開始した場合、新たに主遊技保留が生起した
場合、に非遊技期間が終了するよう構成したが、サブ入力ボタンＳＢを操作した場合にも
非遊技期間が終了するよう構成してもよい。
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【０１００】
　次に、図２２は、図１７におけるステップ２２００のサブルーチンに係る、カスタマイ
ズ制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２２０１で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、現在節電画面の表示中ではないか否かを判定する。ステップ２２０１でＹｅｓの
場合、ステップ２２０２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマ値が第
１案内値（第１カスタマイズ案内画面が表示されるタイマ値であり、本例では、５秒）以
上であるか否かを判定する。ステップ２２０２でＹｅｓの場合、ステップ２２０４で、副
制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、第１カスタマイズ案内画面を表示領域ＳＧ１０の最前面に表
示する。尚、本例においては、遊技者によって音量レベル、光量レベル、自動ボタン操作
設定（これらを総称して、遊技機カスタマイズと称することがある）を変更可能に構成さ
れており、遊技機カスタマイズを実行する画面の移行条件を報知する表示をカスタマイズ
案内画面と称している。尚、カスタマイズ案内画面は非遊技期間によって２段階の表示態
様を有しており、非遊技期間が短時間で表示され得るものから、第１カスタマイズ案内画
面→第２カスタマイズ案内画面となっている。尚、遊技機カスタマイズを実行する画面の
移行条件を報知する態様はこれには限定されず、（１）非遊技期間計測タイマ値が５秒と
なったタイミングにて第１カスタマイズ案内画面を表示せずに、サブ入力ボタンＳＢと十
字キーＳＢ‐２とを点灯（サブ入力ボタンＳＢ及び十字キーＳＢ‐２に設けられたランプ
を点灯）し、非遊技期間計測タイマ値が７５秒となったタイミングにて第２カスタマイズ
案内画面を表示する、（２）非遊技期間が開始された（非遊技期間計測タイマ値＝０、且
つ、非遊技期間計測タイマＨＹ１０ｔの計測が開始した）タイミングにてサブ入力ボタン
ＳＢと十字キーＳＢ‐２とを点灯する、よう構成してもよい。次に、ステップ２２５０で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、カスタマイズ案内画面表示制御処理を実行す
る。次に、ステップ２３００で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、カスタマイズ
実行中表示制御処理を実行し、ステップ２２０６に移行する。尚、ステップ２２０２でＮ
ｏの場合、ステップ２３５０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、遊技中カスタ
マイズ制御処理を実行し、ステップ２２０６に移行する。このように、本実施形態におい
ては、非遊技期間が開始してから５秒経過後に第１カスタマイズ画面が表示されるよう構
成されており、５秒経過以前にサブ入力ボタンＳＢを操作してもカスタマイズ画面を経由
した、自動ボタン操作設定、音量レベル又は光量レベルの変更はできないよう構成されて
いる（カスタマイズ画面を経由せずに、自動ボタン操作設定、音量レベル又は光量レベル
の変更することは可能である）。尚、このような構成には限定されず、非遊技期間が開始
してから５秒が経過するまでは、カスタマイズ画面の経由の有無に拘らず、自動ボタン操
作設定、音量レベル又は光量レベルの変更はできないよう構成してもよい。
【０１０１】
　次に、ステップ２２０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマ値が
デフォルト設定値（本例では、９００秒）以上であるか否かを判定する。ステップ２２０
６でＹｅｓの場合、ステップ２２０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタンフラ
グをオフにする。次に、ステップ２２１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、ボリューム
スイッチＶ１０が「大」であるか否かを判定する。ステップ２２１０でＹｅｓの場合、ス
テップ２２１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、音量レベルをデフォルト値（本例では
、「５」）に設定し、ステップ２２１４に移行する。尚、ステップ２２１０でＮｏの場合
には音量レベルをデフォルト値に設定せずにステップ２２１４に移行する。次に、ステッ
プ２２１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、現在節電モードがオンであるか否かを判定
する。ステップ２２１４でＹｅｓの場合、ステップ２２１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、節電中画面を表示し、次の処理（ステップ２４００の処理）に移行する。このよう
に、節電中画面が表示された場合には、ステップ２２０１でＮｏとなり、後述するカスタ
マイズ実行中画面等の表示制御処理が実行されなくなる。尚、カスタマイズ画面等が表示
されていた場合に節電中画面の表示条件を充足した場合には、表示されていたカスタマイ
ズ実行中画面等は消去されることとなる（節電中画面を前面レイヤーに表示し、カスタマ
イズ実行中画面を後面レイヤーに表示してもよい）。他方、ステップ２２１４でＮｏの場
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合、ステップ２２１８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマＨＹ１０
ｔ（インクリメントタイマ）をリセットしてスタートし、次の処理（ステップ２４００の
処理）に移行する。尚、ステップ２２０１又はステップ２２０６でＮｏの場合にも、次の
処理（ステップ２４００の処理）に移行する。ここで、本例においては、非遊技期間がデ
フォルト設定値となる９００秒以上経過すると、自動ボタン操作設定と音量レベルをデフ
ォルト設定に変更し得るよう構成されており、音量レベルに関してはボリュームスイッチ
Ｖ１０が「大」である場合にのみ非遊技期間の経過によるデフォルト設定が実行可能とな
っている。すなわち、音量レベルのデフォルト設定に関しては、電源の「オフ→オン」が
実行された場合には、ボリュームスイッチが「大・中・小」のすべての場合において音量
レベルがデフォルト値となる（デフォルト設定が実行される）のに対し、非遊技期間が９
００秒経過した場合には、ボリュームスイッチが「大」である場合にのみ音量レベルがデ
フォルト値となり、ボリュームスイッチが「中・小」である場合には音量レベルがデフォ
ルト値とならない（デフォルト設定が実行されない）よう構成されている。また、節電モ
ードがオンである場合には遊技機カスタマイズはすべて実行不可能に構成されており、不
図示であるが、節電モードがオフとなった（例えば、サブ入力ボタンＳＢを操作すること
によりオフとなった）場合には、遊技機カスタマイズが実行可能となると共に、遊技機カ
スタマイズが実行可能となった旨が報知される（例えば、節電モードがオフとなったタイ
ミングにて第１カスタマイズ案内画面が表示される）よう構成されている。
【０１０２】
　次に、図２３は、図２２におけるステップ２２５０のサブルーチンに係る、カスタマイ
ズ案内画面表示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２２５２で、副制御基
板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の上下ボタンの操作があったか否かを判定する。
尚、十字キーＳＢ‐２には操作可能なボタンとして、上ボタン、下ボタン、右ボタン、左
ボタンの４つのボタンを有している。ステップ２２５２でＹｅｓの場合、ステップ２２５
５で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、カスタマイズ案内画面（第１カスタマイズ案内画面
と第２カスタマイズ案内画面とを総称してカスタマイズ案内画面と称している）を表示中
であるか否かを判定する。ステップ２２５５でＹｅｓの場合、ステップ２２５６で、副制
御基板ＳのＣＰＵＳＣは、表示されているカスタマイズ画面を消去し、光量調節画面を表
示領域ＳＧ１０の最前面に表示し、ステップ２２６８に移行する。他方、ステップ２２５
５でＮｏの場合にも、ステップ２２６８に移行する。尚、待機デモ画面が表示されている
状況において十字キーＳＢ‐２の上下ボタンを操作した場合には、光量調節画面（光量調
節を実行するための画面）は表示されないが、光量調節は可能となっている（後述する、
遊技中カスタマイズ制御処理と同様の処理となっている）。
【０１０３】
　また、ステップ２２５２でＮｏの場合、ステップ２２５８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、サブ入力ボタンＳＢの操作があったか否かを判定する。ステップ２２５８でＹｅｓ
の場合、ステップ２２６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、表示されているカスタマイ
ズ画面及び待機デモ画面を消去し、カスタマイズ実行中画面（自動ボタン操作設定のオン
・オフを切り替えるための画面）を表示領域の最前面に表示し、ステップ２２６８に移行
する。尚、本例に適用可能な待機デモ画面の構成としては、（１）待機デモ画面表示中の
音量は相対的に小さい、又は、無音となっている（詳細は後述する）、（２）待機デモ表
示期間（待機デモ画面が表示され得る期間のうち最大となる表示期間）はデモ開始値（２
４０秒）よりも長時間となっている（例えば、６６０秒）、（３）待機デモ画面の表示中
には主遊技始動口への遊技球の入球がなくても発射ハンドルＤ４４の検知により、待機デ
モ画面の表示は終了する、（４）時間短縮遊技状態にて非遊技期間がデモ開始値（２４０
秒）に到達しても、待機デモ画面は表示されず、音量のみが待機デモ画面表示中と同様と
なる、（５）右打ちを実行するべき状況（例えば、時間短縮遊技状態）であり、且つ、待
機デモ画面表示中（又は非遊技期間の特定期間）、又は、出力し得る最大音量が相対的に
小さい（消音状態でもよい）状態であるような場合に発射ハンドルＤ４４の検知によって
特定の右打ち指示表示を表示する又は音声を出力する（詳細は後述する）、（６）待機デ
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モ画面表示中においては、サブ入力ボタンＳＢを操作するとカスタマイズ実行中画面が前
面レイヤーに表示され、図柄変動停止表示画面（通常の装飾図柄の停止図柄が表示されて
いる状態）が後面レイヤーに表示され、発射ハンドルＤ４４の検知によっては図柄変動停
止表示画面が表示され、十字キーＳＢ‐２を操作すると待機デモ画面は表示され続けるが
音量・光量が変更される、のように構成してもよい。尚、待機デモ画面の具体的な表示例
としては、遊技説明を実行する動画像や、遊技機のモチーフ紹介（キャラクター紹介や予
告紹介）を表示するよう構成してもよい。尚、待機デモ画面の表示条件としては、非遊技
期間がデモ開始値（本例では、２４０秒）となったことのみには限定されず、例えば、発
射ハンドルＤ４４の操作を検知していない時間（又は、遊技球を発射していない時間）が
所定時間Ａ（１０秒）到達で待機デモ画面を表示し、待機デモ画面の最大の表示時間は所
定時間Ｂ（１００秒）であるよう構成してもよい。そのように構成した場合には、所定時
間Ａ（１０秒）は、遊技機における最短変動時間（例えば、３秒）よりも長時間であり、
最大変動時間（例えば、１２０秒）よりも短時間である。また、所定時間Ｂ（１０秒）も
、遊技機における最短変動時間（例えば、３秒）よりも長時間であり、最大変動時間（例
えば、１２０秒）よりも短時間である。また、遊技球を遊技盤面に発射してからアウト口
Ｄ３６に流入するまでの平均時間よりも、発射ハンドルＤ４４の操作を検知していない時
間（又は、遊技球を発射していない時間）である所定時間Ａ（１０秒）の方が長時間であ
ることが好適である（遊技者が遊技球を発射しているにも拘らず待機デモ画面が表示され
てしまう事態を防ぐため）。
【０１０４】
　また、ステップ２２５８でＮｏの場合、ステップ２２６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、十字キーＳＢ‐２の左右ボタンの操作があったか否かを判定する。ステップ２２６
２でＹｅｓの場合、ステップ２２６４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、音量調節禁止フ
ラグがオフであるか否かを判定する。ステップ２２６４でＹｅｓ場合、ステップ２２６５
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、カスタマイズ案内画面が表示中であるか否かを判定す
る。ステップ２２６５でＹｅｓの場合、ステップ２２６６で、表示されているカスタマイ
ズ画面を消去し、音量調節画面を表示領域ＳＧ１０の最前面に表示し、ステップ２２６８
に移行する。尚、待機デモ画面が表示されている状況において十字キーＳＢ‐２の左右ボ
タンを操作した場合には、音量調節画面（音量調節を実行するための画面）は表示されな
いが、音量調節は可能となっている（後述する、遊技中カスタマイズ制御処理と同様の処
理となっている）。また、図柄変動表示中、待機デモ画面の表示中、図柄変動停止表示画
面の表示中においては、音量調節画面を非表示としてもよいし、図柄変動停止表示画面の
表示中は常に音量調節画面を表示して、十字キーＳＢ‐２で音量レベルの調節の実行と音
量レベルに合わせた音量調節画面の表示変更が可能となるよう構成してもよいし、図柄変
動表示中は常に音量調節画面を表示して、十字キーＳＢ‐２で音量レベルの調節の実行と
音量レベルに合わせた音量調節画面の表示変更が可能となるよう構成してもよい。
【０１０５】
　ここで、ステップ２２６２～ステップ２２６６の処理を要約すると、
（１）第１カスタマイズ案内画面表示中、且つ、音量調節禁止フラグがオン、である場合
に、十字キーＳＢ‐２の左右ボタンを操作した場合→音量調節画面が表示されない、且つ
、音量レベルの変更不可
（２）第１カスタマイズ案内画面表示中、且つ、音量調節禁止フラグがオフ、である場合
に、十字キーＳＢ‐２の左右ボタンを操作した場合→音量調節画面が表示され、当該表示
に従って音量レベルの変更が可能
（３）待機デモ画面表示中、且つ、音量調節禁止フラグがオフ、である場合に、十字キー
ＳＢ‐２の左右ボタンを操作した場合→音量調節画面が表示されない（待機デモ画面が表
示されたままとなる）、且つ、音量レベルの変更が可能
となるよう構成されている。
【０１０６】
　次に、ステップ２２６８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマ値が
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デモ開始値（２４０秒）以上となったか否かを判定する。ステップ２２６８でＹｅｓの場
合、ステップ２２７０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、待機デモ画面を表示領域ＳＧ１
０の最前面に表示する。次に、ステップ２２７２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ
側遊技状態種別にデモ画面モードをセットし、次の処理（ステップ２３００の処理）に移
行する。尚、本実施形態においては、非遊技期間計測タイマ値がデモ開始値となった場合
には待機デモ画面を表示するよう構成されているが、待機デモ画面の表示開始条件はこれ
には限定されず、例えば、非時間短縮遊技状態にて非遊技期間計測タイマ値がデモ開始値
となった場合には待機デモ画面を表示する一方、時間短縮遊技状態にて非遊技期間計測タ
イマ値がデモ開始値となった場合には待機デモ画面を表示しない（時間短縮遊技状態にお
いては非遊技期間計測タイマ値に拘らず待機デモ画面とならない）よう構成してもよい。
また、そのように構成した場合には、遊技状態に拘らず、非遊技期間計測タイマ値がデモ
開始値となった場合に出力される音量は、デモ画面モードの音量である「１」（図４５参
照）又は無音となるよう構成する、即ち、現在の音量の設定値（ボリュームスイッチと音
量レベルとから決定される音量）よりも低いもしくは無音とするよう構成してもよいし、
光量についても同様に、現在の光量の設定値（光量レベルから決定される光量）よりも低
いもしくは無音とするよう構成してもよい。また、時間短縮遊技状態においては、非遊技
期間計測タイマＨＹ１０ｔの計測自体を行わない（タイマ値が常に０であり、計時しない
）よう構成してもよい。
【０１０７】
　また、ステップ２２６８でＮｏの場合、ステップ２２７４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、非遊技期間計測タイマ値が第２案内値（第２カスタマイズ案内画面が表示されるタ
イマ値であり、本例では、７５秒）以上であるか否かを判定する。ステップ２２７４でＹ
ｅｓの場合、ステップ２２７６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、第２カスタマイズ案内
画面を表示領域ＳＧ１０の最前面に表示し、次の処理（ステップ２３００の処理）に移行
する。尚、ステップ２２６４又はステップ２２７４でＮｏの場合にも、次の処理（ステッ
プ２３００の処理）に移行する。尚、待機デモ画面表示中においては、カスタマイズ案内
画面が表示されないよう構成されているが、サブ入力ボタンＳＢ及び十字キーＳＢ‐２を
点灯させる（サブ入力ボタンＳＢ及び十字キーＳＢ‐２の縁に点灯可能なランプが設けら
れている）よう構成してもよい（カスタマイズ画面表示中も点灯させる）。
【０１０８】
　次に、図２４は、本実施形態に係る、カスタマイズ案内画面イメージ図の一例である。
まず、左上部が第１カスタマイズ案内画面、右上部が第２カスタマイズ案内画面、左下部
が待機デモ画面となっており、図柄変動の停止から、非遊技状状態にて５秒経過した場合
に、第１カスタマイズ案内画面が表示される。第１カスタマイズ画面においては、サブ入
力ボタンＳＢを押下することにより自動ボタン操作設定の変更が可能となる旨が表示され
ており、音量・光量の調節方法については表示されていない。尚、第１カスタマイズ画面
の表示は半透明となっており、第１カスタマイズ案内画面の表示と装飾図柄とが重なって
表示されていても、装飾図柄を視認可能に構成されている。また、第１カスタマイズ案内
画面表示中にサブ入力ボタンＳＢを押下することにより、実機のカスタマイズ（自動ボタ
ン操作設定の変更）が可能となる。
【０１０９】
　次に、第１カスタマイズ案内画面が表示された後、更に、非遊技中状態にて７０秒が経
過した場合（非遊技期間となってから７５秒が経過した場合）に第２カスタマイズ案内画
面が表示される。第２カスタマイズ案内画面では、第１カスタマイズ案内画面の表示態様
に加えて、表示領域ＳＧ１０の下部に、音量調節の案内画像と光量調節の案内画像が付加
された表示態様となっている。尚、第１カスタマイズ案内画面及び第２カスタマイズ案内
画面は、第１カスタマイズ案内画面と同様に半透明である。
【０１１０】
　次に、第２カスタマイズ案内画面が表示された後、更に、非遊技中状態にて１６５秒が
経過した場合に（非遊技期間となってから、２４０秒が経過した場合）、待機デモ画面が
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表示される。待機デモ画面では、第１カスタマイズ案内画面及び第２カスタマイズ案内画
面の表示は消去され、ストーリー表示等が表示されるように構成されている。尚、待機デ
モ画面は、半透明とはなっておらず、待機デモ画面の表示と装飾図柄とが重なって表示さ
れた場合には、装飾図柄が視認不可能又は視認困難（装飾図柄の表示の方が待機デモ画面
の表示よりも表示領域が小さい、装飾図柄の表示の方が待機デモ画面の表示よりも後面レ
イヤーに表示される、等）となるよう構成されている。尚、オン調節禁止フラグがオンで
ある場合には、第２カスタマイズ案内画面にてオン調節に係る表示はされないよう構成さ
れている。
【０１１１】
　次に、図２５は、図２２におけるステップ２３００のサブルーチンに係る、カスタマイ
ズ実行中表示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２３０２で、副制御基板
ＳのＣＰＵＳＣは、光量調節画面を表示中であるか否かを判定する。ステップ２３０２で
Ｙｅｓの場合、ステップ２３０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の
上下ボタンの操作があったか否かを判定する。ステップ２３０４でＹｅｓの場合、ステッ
プ２３０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて、選択
中の光量レベルを変更すると共に、確認用点灯パターンにて点灯を実行し、ステップ２３
２０に移行する。本実施形態においては、光量レベルを調整する場合には、
（１）十字キーＳＢ‐２にて光量レベルを選択した時に選択中の光量レベルに対応した確
認用点灯パターンにて点灯する
（２）サブ入力ボタンＳＢにて光量レベルを決定した場合には、光量レベルがいずれに決
定したかを報知する確認用報知表示が表示領域ＳＧ１０にて表示される（音声を出力する
）
（３）確認用点灯パターンの点灯態様は、図４３における「電飾テーブル２」の「演出系
統Ａ」の点灯パターン及び点灯輝度と同様となっている（点灯パターン繰り返し回数は２
回）。
以上のように構成されている。
【０１１２】
　また、ステップ２３０２でＮｏの場合、ステップ２３０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、音量調節画面を表示中であるか否かを判定する。ステップ２３０８でＹｅｓの場合
、ステップ２３１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の左右ボタンの
操作があったか否かを判定する。ステップ２３１０でＹｅｓの場合、ステップ２３１２で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて、選択中の音量レベ
ルを変更すると共に、確認用サウンドを出力し、ステップ２３２０に移行する。本実施形
態においては、音量レベルを調整する場合には、
（１）十字キーＳＢ‐２にて音量レベルを選択した時に選択中の音量レベルに対応した確
認用サウンドを出力する
（２）サブ入力ボタンＳＢにて音量レベルを決定した場合には、音量レベルがいずれに決
定したかを報知する確認用報知表示が表示領域ＳＧ１０にて表示される（音声を出力する
）
（３）確認用サウンドの音量は、図４５における「非エラー時音量決定テーブル」と同様
となっている。
以上のように構成されている。尚、上記の確認用サウンドを出力せずに、前述した音量調
節画面を常時表示する（又は、図柄停止表示中、図柄変動表示中、等にて常時表示する）
構成を適用してもよい。
【０１１３】
　また、ステップ２３０８でＮｏの場合、ステップ２３１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、カスタマイズ実行中画面を表示中であるか否かを判定する。ステップ２３１４でＹ
ｅｓの場合、ステップ２３１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の左
右ボタンの操作があったか否かを判定する。ステップ２３１６でＹｅｓの場合、ステップ
２３１８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて、自動ボ
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タン操作のオン・オフの選択を切り替え、ステップ２３２０に移行する。本実施形態にお
いては、自動ボタン操作設定を変更する場合には、十字キーＳＢ‐２にて自動ボタン操作
設定のオン・オフを決定した時に、オン・オフに対応したアナウンスが表示される（オン
の場合の表示例：「自動ボタン操作設定がオンとなりました、遊技中にボタンを押下する
ことで自動ボタン操作設定がオフとなります」、オフの場合の表示例：「自動ボタン操作
設定がオフとなりました、遊技中にボタンを長押しすることで自動ボタン操作設定がオン
となります」）よう構成されている。
【０１１４】
　次に、ステップ２３２０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンの操作があ
ったか否か、換言すると、音量レベル、光量レベル又は自動ボタン操作設定の決定が行わ
れたか否かを判定する。ステップ２３２０でＹｅｓの場合、ステップ２３２４に移行する
。他方、ステップ２３２０でＮｏの場合、ステップ２３２２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、カスタマイズ画面表示開始から所定時間（本例では、５秒）が経過したか否かを判
定する。ステップ２３２２でＹｅｓの場合、ステップ２３２４で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、現在選択されている音量レベル、光量レベル又は自動ボタン操作設定（遊技機カ
スタマイズ設定）にて決定した後、カスタマイズ画面を消去する。このように本実施形態
においては、サブ入力ボタンＳＢを操作した、又は、カスタマイズ画面にてサブ入力ボタ
ンＳＢを操作せずに所定時間（５秒）が経過した、場合に遊技機カスタマイズ設定を決定
するよう構成されているが、これには限定されず、（１）発射ハンドルＤ４４の操作を検
知した、（２）図柄変動が開始した、（３）所定の入球口（例えば、第１主遊技始動口Ａ
１０）に遊技球が入球した、場合に遊技機カスタマイズ設定を決定するよう構成してもよ
い。また、カスタマイズ画面の表示中に装飾図柄の図柄変動が開始されても、カスタマイ
ズ画面は表示されたままとなり（装飾図柄の変動表示よりも前面レイヤーにカスタマイズ
画面が表示され）、遊技機カスタマイズが実行可能に構成してもよい。
【０１１５】
　次に、ステップ２３２５で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマ（イ
ンクリメントタイマ）をリセットしてスタートする。このように、本実施形態においては
、遊技機カスタマイズ設定を決定したタイミングからも非遊技期間が開始するよう判断し
ている。次に、ステップ２３２６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタン操作設定
がオンに決定されたか否かを判定する。ステップ２３２６でＹｅｓの場合、ステップ２３
２８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタンフラグをオンにし、次の処理（ステッ
プ２２０６の処理）に移行する。他方、ステップ２３２６でＮｏの場合、ステップ２３３
０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタン操作設定はオフに決定されたか否かを判
定する。ステップ２３３０でＹｅｓの場合、ステップ２３２２で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、自動ボタンフラグをオフにし、次の処理（ステップ２２０６の処理）に移行する
。尚、ステップ２３１４、ステップ２３２２又はステップ２３３０でＮｏの場合にも、次
の処理（ステップ２２０６の処理）に移行する。
【０１１６】
　このように、本実施形態においては、非遊技期間の開始（非遊技期間計測タイマＨＹ１
０ｔの計測が開始したタイミング）からの遊技機カスタマイズに係る表示態様は、「非遊
技期間計測タイマ値＝０秒→非遊技期間の開始」→「非遊技期間計測タイマ値＝５秒→第
１カスタマイズ案内画面の表示開始、カスタマイズ画面（カスタマイズ実行中画面と光量
調節画面と音量調節画面とを総称してカスタマイズ画面としている）の移行可能期間開始
」→「非遊技期間計測タイマ値＝７５秒→第２カスタマイズ案内画面の表示開始」→「非
遊技期間計測タイマ値＝２４０秒→待機デモ画面の表示開始、カスタマイズ画面の移行可
能期間終了」→「非遊技期間計測タイマ値＝９００秒→デフォルト設定を実行、節電中画
面の表示開始」となるよう構成したが、これには限定されず、例えば、「非遊技期間計測
タイマ値＝０秒→非遊技期間の開始」→「非遊技期間計測タイマ値＝５秒→カスタマイズ
画面の移行可能期間開始（画面表示は変化なし）」→「非遊技期間計測タイマ値＝７５秒
→第２カスタマイズ案内画面の表示開始、サブ入力ボタンＳＢ及び十字キーＳＢ‐２に設
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けられたランプを点灯開始」→「非遊技期間計測タイマ値＝２４０秒→待機デモ画面の表
示開始、カスタマイズ画面の移行可能期間終了」→「非遊技期間計測タイマ値＝９００秒
→デフォルト設定を実行、節電中画面の表示開始」となるよう構成してもよい。尚、カス
タマイズ画面の移行可能期間開始とは、サブ入力ボタンＳＢ又は十字キーＳＢ‐２を操作
することによってカスタマイズ画面が表示される期間が開始したこととなっている。
【０１１７】
　次に、図２６は、本実施形態に係る、カスタマイズ案内画面のイメージ図の一例である
。まず、同図左部は、演出表示装置ＳＧ上にて第１カスタマイズ案内画面、又は、第２カ
スタマイズ案内画面が表示されている場合に、遊技者が十字キーＳＢ‐２の左右ボタンを
操作した場合に表示される、音量調節の設定画面の表示態様を示している。具体的には、
第１カスタマイズ案内画面、又は、第２カスタマイズ案内画面が表示されている場合に、
遊技者が十字キーＳＢ‐２の左右ボタンを操作すると音量調節画面が表示され、音量調節
画面の表示中に十字キーＳＢ‐２の左ボタンを押下した場合には、スピーカＤ２４からの
確認用サウンドが小さくなると共に、上側のスピーカ模式図の音量表示の点灯部分（白い
部分）が減っていき（音量レベルが小さくなることを示している）、十字キーのＳＢ‐２
の右ボタンが押下された場合には、スピーカＤ２４からの確認用サウンドが大きくなると
共に、上側のスピーカ模式図の音量表示の点灯部分（白い部分）が増えていき（音量レベ
ルが大きくなることを示している）、サブ入力ボタンＳＢを押下することにより、選択中
の音量レベルに決定されるように構成されている。
【０１１８】
　次に、同図中部は、演出表示装置ＳＧ上にて第１カスタマイズ案内画面、又は、第２カ
スタマイズ案内画面が表示されている場合に、十字キーＳＢ‐２の上下ボタンを操作した
場合に表示される、光量調節の設定画面の表示態様を示している。具体的には、遊技者が
十字キーＳＢ‐２の上下ボタンを操作すると光量調節画面が表示され、光量調節画面の表
示中に第１カスタマイズ案内画面、又は、第２カスタマイズ案内画面が表示されている場
合に、十字キーＳＢ‐２の上ボタンが押下された場合には、演出表示装置ＳＧ上に表示さ
れた花びら状の点灯部分が、「０個→６個→１２個」の３段階で増えていき（光量レベル
が大きくなることを示している）、十字キーのＳＢ‐２の下ボタンが押下された場合には
、演出表示装置ＳＧ上に表示された花びら状の点灯部分が、１２個→６個→０個の３段階
で減っていき（光量レベルが小さくなることを示している）、サブ入力ボタンＳＢを押下
することにより、選択中の光量レベルに決定されるよう構成されている。尚、待機デモ画
面が表示されている場合に十字キーＳＢ‐２を操作しても、音量調節画面及び光量調節画
面は表示されないが、音量レベル及び光量レベル自体は変更可能となっている。尚、同図
においては、光量レベルに対応した表示を花びら状の表示とし、点灯部分が「０個→６個
→１２個」の３段階で増加していくよう構成したが、これには限定されず、点灯部分が「
１個→２個→３個」の３段階で増加していくよう構成してもよいし、花びら状の表示を３
つ設けて（表示領域の大きさの異なる、大・中・小の花びら３つ）、「小→中→大」の３
段階で増加していくよう構成してもよい。
【０１１９】
　次に、同図右部は、演出表示装置ＳＧ上にて第１カスタマイズ案内画面、第２カスタマ
イズ案内画面又は待機デモ画面が表示されている場合に、サブ入力ボタンＳＢを操作した
場合に表示される、カスタマイズ実行中画面の表示態様を示している。具体的には、遊技
者がサブ入力ボタンＳＢを操作するとカスタマイズ画面が表示され、カスタマイズ画面に
て十字キーＳＢ‐２の左右ボタンを押下すると、自動ボタン操作設定の「ＯＮ」、「ＯＦ
Ｆ」のカーソルが移動し、サブ入力ボタンＳＢの押下により、選択されているカーソルの
設定に決定されるよう構成されている。ここで、「ＯＮ」で決定された場合、自動ボタン
操作設定画面は消去され、「自動ボタン操作設定がオンになりました、遊技中のボタン押
下によって自動ボタン操作がオフになります」と表示される。他方、「ＯＦＦ」で決定さ
れた場合、自動ボタン操作設定画面は消え、「自動ボタン操作設定がオフになりました、
遊技中のボタン長押しによって自動ボタン操作がオンになります」と表示される。
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【０１２０】
　次に、図２７は、図２２におけるステップ２３５０のサブルーチンに係る、遊技中カス
タマイズ制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２３５１で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、自動ボタンフラグがオフであるか否かを判定する。ステップ２３５１でＹ
ｅｓの場合、ステップ２３５２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳＢの
長押し（本処理では、１秒以上継続してサブ入力ボタンＳＢを押下したことを長押しとし
ている）を検出したか否かを判定する。尚、本実施形態においては、ステップ２３５２に
て長押しを判定する操作部材はサブ入力ボタンＳＢとしたが、これには限定されず、レバ
ーＳＢ‐３としてもよいし、サブ入力ボタンＳＢとレバーＳＢ‐３とのいずれの長押しも
判定するよう構成してもよい。ステップ２３５２でＹｅｓの場合、ステップ２３５４で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該長押しの期間はボタン有効期間（ボタン単発押し演出
、ボタン連打演出、ボタン長押し演出、又は、隠しボタン演出を実行する図柄変動にてサ
ブ入力ボタンＳＢの操作を受け付ける期間＝サブ入力ボタンＳＢを操作することによって
演出が実行される期間）又はレバー有効期間（レバー単発引き演出、レバー連続引き演出
、レバー長引き演出、又は、隠しボタン演出を実行する図柄変動にてレバーＳＢ‐３の操
作を受け付ける期間＝レバーＳＢ‐３を操作することによって演出が実行される期間）を
跨いでいないか否かを判定する。ここで、長押しの期間がボタン有効期間（又は、レバー
有効期間）を跨ぐ場合とは、（１）ボタン有効期間（又は、レバー有効期間）の開始前に
サブ入力ボタンＳＢの押下を開始し、その後サブ入力ボタンＳＢの押下を１秒維持し、当
該１秒経過時にボタン有効期間中であった場合、（２）ボタン有効期間（又は、レバー有
効期間）中にサブ入力ボタンＳＢの押下を開始し、その後サブ入力ボタンＳＢの押下を１
秒維持し、当該１秒経過時にボタン有効期間（又は、レバー有効期間）ではなかった（ボ
タン有効期間が終了していた）場合、となっている。ステップ２３５４でＹｅｓの場合、
ステップ２３５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、非遊技期間計測タイマ値が第１案内
値（本例では、５秒）よりも小さいか否かを判定する。このように、本実施形態において
は、非遊技期間が５秒以上経過した場合には、第１カスタマイズ案内画面が表示されるた
め、サブ入力ボタンＳＢの長押しによる自動ボタン操作設定の変更は無効となっており、
非遊技期間が５秒経過する前にサブ入力ボタンＳＢの押下を開始し、その後サブ入力ボタ
ンＳＢの押下を１秒維持し、当該１秒経過時に非遊技期間が５秒以上経過していた場合に
も、サブ入力ボタンＳＢの長押しによる自動ボタン操作設定の変更は無効となる。ステッ
プ２３５６でＹｅｓの場合、ステップ２３５８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、隠しボ
タン演出を実行する図柄変動ではないか否かを判定する。ステップ２３５８でＹｅｓの場
合、ステップ２３６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタンフラグをオンにし、
ステップ２３６４に移行する。尚、ステップ２３５２、ステップ２３５４、ステップ２３
５６又はステップ２３５８でＮｏの場合にも、ステップ２３６４に移行する。
【０１２１】
　また、ステップ２３５１でＮｏの場合、換言すると、自動ボタンフラグがオンである場
合、ステップ２３６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ入力ボタンＳＢの操作を検
出したか否かを判定する。ステップ２３６２でＹｅｓの場合、ステップ２３６３で、副制
御基板ＳのＣＰＵＳＣは、自動ボタンフラグをオフにし、ステップ２３６４に移行する。
尚、ステップ２３６２でＮｏの場合にもステップ２３６４に移行する。尚、本実施形態に
おいては、自動ボタンフラグがオンである場合にサブ入力ボタンを単発押しすると自動ボ
タンフラグがオフになるよう構成されており、サブ入力ボタンを長押しした場合において
は、自動ボタンフラグがオフになるよう構成してもよいし、オフにならないよう構成して
もよい。また、遊技中に自動ボタンフラグがオンである場合に、サブ入力ボタンＳＢを操
作することにより自動ボタンフラグがオフとなる具体例としては、
（１）ボタン演出（ボタン単発押し演出、ボタン連打演出、ボタン長押し演出）実行時に
ボタン自動入力（自動ボタンフラグがオンであることにより、サブ入力ボタンＳＢを操作
せずにボタン連打演出等が実行されることをボタン自動入力と称することがある）が実行
される前に遊技者がサブ入力ボタンＳＢを操作した場合、
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（２）ボタン連打演出又はボタン長押し演出におけるボタン自動入力中に遊技者がサブ入
力ボタンＳＢを操作した場合、
（３）ボタン自動入力が実行されない予告演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンＳＢを
操作した場合、
等が例示できる。
【０１２２】
　次に、ステップ２３６４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の上下ボ
タンの操作を検出したか否かを判定する。ステップ２３６４でＹｅｓの場合、ステップ２
３６６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて光量レベル
を調節し、次の処理（ステップ２２０６の処理）に移行する。他方、ステップ２３６４で
Ｎｏの場合、ステップ２３６８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の左
右ボタンの操作を検出したか否かを判定する。ステップ２３６８でＹｅｓの場合、ステッ
プ２３７０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて音量レ
ベルを調節し、次の処理（ステップ２２０６の処理）に移行する。このように、本実施形
態においては、非遊技期間でない場合にも十字キーＳＢ‐２の操作によって光量レベル及
び音量レベルの調節が可能に構成されており、具体的には、十字キーＳＢ‐２の上ボタン
で光量が１段階大きくなり、十字キーＳＢ‐２の下ボタンで光量が１段階小さくなり、十
字キーＳＢ‐２の右ボタンで音量が１段階大きくなり、十字キーＳＢ‐２の左ボタンで音
量が１段階大きくなる。尚、本実施形態においては、遊技中の演出（例えば、ボタン演出
）において十字キーＳＢ‐２を操作する演出（十字キーＳＢ‐２を操作することにより予
告演出等が実行される演出）を設けていないが、そのような演出を設けるよう構成した場
合には、当該演出における十字キーＳＢ‐２の有効期間においては、十字キーＳＢ‐２の
操作によって光量レベル及び音量レベルの調節を不可能に構成することが望ましい。また
、十字キーＳＢ‐２の操作によって音量と光量以外を変更可能としてもよく、例えば、演
出モード（変更することにより、特定の演出の発生確率が上下したり、実行される演出の
傾向が相違する）を変更可能に構成してもよい。そのように構成した場合には、例えば、
図柄変動中は十字キーＳＢ‐２の操作によって音量と演出モードが変更可能であり、待機
デモ画面表示中は十字キーＳＢ‐２の操作によって音量と光量と演出モードが変更可能と
なるよう構成してもよい。また、図柄変動中（又は、図柄変動中と非遊技期間の開始から
５秒経過前）においては、十字キーＳＢ‐２の操作による音量レベルの調節は可能である
一方、十字キーＳＢ‐２の操作による光量レベルの調節は不可能とするよう構成してもよ
い。
【０１２３】
　次に、図２８は、図１７におけるステップ２４００のサブルーチンに係る、保留情報管
理処理のフローチャートである。まず、ステップ２４０２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、主制御基板Ｍ側から新たな保留発生コマンド（第１主遊技図柄又は第２主遊技図柄に
係る保留情報）を受信したか否かを判定する。ステップ２４０２でＹｅｓの場合、ステッ
プ２４０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装図保留カウンタ（本例では、第１主遊技
用が最大４個、第２主遊技用が最大４個）に「１」を加算（インクリメント）する。次に
、ステップ２４０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、主制御基板Ｍ側から送信された保
留発生コマンドに基づき、保留情報（特に、主遊技図柄抽選に係る乱数値であり、例えば
、当否抽選乱数・図柄抽選乱数・変動態様抽選乱数）を、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一
時記憶しステップ２４１６に移行する。
【０１２４】
　他方、ステップ２４０２でＮｏの場合、ステップ２４０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、主制御基板Ｍ側から図柄変動表示開始指示コマンドを受信したか否かを判定する。
ステップ２４０８でＹｅｓの場合、ステップ２４１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、
装図保留カウンタから「１」を減算（デクリメント）する。次に、ステップ２４１２で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該図柄変動に係る保留情報を、残りの保留情報をシフト
する。次に、ステップ２４１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄内容決定許可フラ
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グをオンにし、ステップ２４１６に移行する。尚、ステップ２４０８でＮｏの場合には、
ステップ２４１０～ステップ２４１４の処理を実行せずに、ステップ２４１６に移行する
。次に、ステップ２４１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出表示装置ＳＧ上（特に
、第１保留表示部ＳＧ１２、第２保留表示部ＳＧ１３）に、装図保留カウンタ値と同数の
保留表示ランプを点灯表示し、次の処理（ステップ２５００の処理）に移行する。
【０１２５】
　次に、図２９は、図１７におけるステップ２５００のサブルーチンに係る、装飾図柄表
示内容決定処理のフローチャートである。まず、ステップ２５０２で、副制御基板ＳのＣ
ＰＵＳＣは、図柄内容決定許可フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２５０２
でＹｅｓの場合、ステップ２５０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄内容決定許可
フラグをオフにする。次に、ステップ２５０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図
柄の変動態様を決定し副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶する。次に、ステップ２５５
０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、演出動作内容決定処理を実行する。次に
、ステップ２５１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄内容決定フラグをオンにし、
次の処理（ステップ２６００の処理）に移行する。尚、ステップ２５０２でＮｏの場合に
も、次の処理（ステップ２６００の処理）に移行する。
【０１２６】
　次に、図３０は、図２９におけるステップ２５５０のサブルーチンに係る、演出動作内
容決定処理のフローチャートである。まず、ステップ２５５２で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶されている現在設定されている光量レベル
を参照する。次に、ステップ２５５４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該参照した光
量レベルが「大」であるか否かを判定する。ステップ２５５４でＹｅｓの場合、ステップ
２５５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図柄の変動態様及びサブ側遊技状態種別
に基づき、演出動作内容決定用抽選テーブル（演出テーブル０）を参照して演出パターン
を抽選にて決定すると共に、当該決定した演出パターンを副制御基板ＳのＲＡＭ領域にセ
ットし、ステップ２５６４に移行する。他方、ステップ２５５４でＮｏの場合、ステップ
２５５８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該参照した光量レベルが「中」であるか否
かを判定する。ステップ２５５８でＹｅｓの場合、ステップ２５６０で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、装飾図柄の変動態様及びサブ側遊技状態種別に基づき、演出動作内容決定
用抽選テーブル（演出テーブル１）を参照して演出パターンを抽選にて決定すると共に、
当該決定した演出パターンを副制御基板ＳのＲＡＭ領域にセットし、ステップ２５６４に
移行する。他方、ステップ２５５８でＮｏの場合、換言すれば、光量レベルが「小」であ
る場合、ステップ２５６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図柄の変動態様及びサ
ブ側遊技状態種別に基づき、演出動作内容決定用抽選テーブル（演出テーブル２）を参照
して演出パターンを抽選にて決定すると共に、当該決定した演出パターンを副制御基板Ｓ
のＲＡＭ領域にセットし、ステップ２５６４に移行する。
【０１２７】
　ここで、図３１（演出テーブル０、１、２）は、演出動作内容決定用抽選テーブルの一
例である。尚、以下の説明では、装飾図柄の変動態様が「スーパーリーチ」であった場合
について例示しているが、他の装飾図柄の変動態様においても同様である。まず、本例に
示されるように、本実施形態における演出パターンとは、演出画像再生タイミング、可動
体役物駆動タイミング、電飾ランプ点灯・点滅タイミング等の演出動作に係る実行内容を
一の内容として特定するものである。そして、任意のタイミングで取得した乱数値に基づ
き決定された演出パターンに基づき、当該特定された演出動作が実行されるよう構成され
ている。例えば、装飾図柄の変動態様が「スーパーリーチ」であって、取得乱数値が「１
００」であった場合には、演出パターン「演出Ａ－５」が決定される。そして、演出パタ
ーン「演出Ａ－５」に基づき、装飾図柄の変動開始時において「演出画像Ａ－５」（例え
ば、装飾図柄変動の興趣性を高めるための一連の動画像であり、所謂リーチ演出画像を挙
げることができる）の再生が開始され、装飾図柄変動開始後の３０秒後において「電飾ラ
ンプ（本例では、遊技効果ランプＤ２６）」の動作が開始され、装飾図柄変動開始後の５
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５秒後において「可動体役物（本例では、可動体役物ＹＫ）」の動作が開始されることと
なる。ここで、本実施形態における夫々の演出パターンは、当該演出パターンの設計意図
に基づき主に３つの種類に分類することができる（以下、このような分類を、演出系統と
呼ぶ）。
【０１２８】
　まず、１つ目の種類は「演出系統Ａ（或いはベース演出と呼ぶ）」であり、当該種類に
分類される演出パターンは、ぱちんこ遊技機における主要な演出パターンとなる。ここで
、主要な演出パターンとは、当該ぱちんこ遊技機の演出に係る興趣性を左右する演出パタ
ーンという意味であり、より具体的には、例えば、ハズレ時の選択率及び大当り時の選択
率が共に高くなるよう構成する（換言すれば、大当りへのメインルートである演出パター
ンとなる）例を挙げることができる。このような演出パターンの設計時においては、演出
に係る興趣性の向上を追求するため、一般的には、可動体役物駆動タイミングや電飾ラン
プ点灯・点滅タイミング、或いは演出パターンに割り当てられる乱数値範囲の設計に多大
な時間を要することとなる。
【０１２９】
　次に、２つ目の種類は「演出系統Ｂ（或いは役物主体演出と呼ぶ）」であり、当該種類
に分類される演出パターンは、遊技者に大当り期待度が高いことを報知する演出パターン
となる。また、大当り期待度が高いことを報知する意図にて設計されるため、他の分類と
比較すると、可動体役物駆動タイミングや電飾ランプ点灯・点滅タイミングが相対的に多
くなるよう設計されることとなる。尚、大当り期待度が高くなるよう設計するため、ハズ
レ時の選択率は極低く、当り時の選択率が高くなるよう構成する場合もある。
【０１３０】
　次に、３つ目の種類は「演出系統Ｃ（或いは電飾主体演出と呼ぶ）」であり、当該種類
に分類される演出パターンは、演出系統Ａ及びＢの引き立て役となる演出パターンとなる
。また、演出系統Ａ及びＢの引き立て役とする意図にて設計されるため、演出系統Ａ及び
Ｂと比較すると、可動体役物駆動タイミングや電飾ランプ点灯・点滅タイミングが相対的
に少なくなるよう設計されることとなる。尚、大当り期待度に関しては、ハズレ時の選択
率が高く、当り時の選択率が極低くなるよう構成する場合もある。
【０１３１】
　尚、本実施形態においては、「演出系統Ａ～Ｃ」の他に、更に「演出系統Ｄ」を設ける
よう構成している。そして、光量レベルが「中」又は「小」である場合には、当該「演出
系統Ｄ」に分類される演出パターンが選択され得るよう構成されており、当該「演出系統
Ｄ」に分類される演出パターンが最も消費電力が少ない演出パターンとなっている。
【０１３２】
　図３０のフローチャートの説明に戻ると、次に、ステップ２５６４で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、当該決定した演出パターンに基づき、演出画像再生タイミング、可動体役
物動作タイミング、電飾ランプ点灯・点滅動作タイミング（本例では、当該３種類のタイ
ミングについてのみ例示しているが、これには限定されず、例えば、音声再生タイミング
や所謂サブ入力ボタンの押下タイミング等を含めてもよい）、及び実行内容（演出画像で
あれば、例えば「演出画像Ａ－５」の画像再生内容）を、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一
時記憶（セット）し、次の処理（ステップ２５１２の処理）に移行する。
【０１３３】
　次に、図３２は、図１７におけるステップ２６００のサブルーチンに係る、装飾図柄表
示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２６０２で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、図柄内容決定フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２６０２でＹｅｓ
の場合、ステップ２６０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄内容決定フラグをオフ
にする。次に、ステップ２６０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄変動中フラグを
オンにする。次に、ステップ２６０９で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装図変動時間管
理タイマＳＭ２１ｔをスタートし、ステップ２６１０に移行する。他方、ステップ２６０
２でＮｏの場合にもステップ２６１０に移行する。
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【０１３４】
　次に、ステップ２６１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、図柄変動中フラグがオンで
あるか否かを判定する。ステップ２６１０でＹｅｓの場合、ステップ２６１１で、副制御
基板ＳのＣＰＵＳＣは、装図変動時間管理タイマＳＭ２１ｔのタイマ値を確認する。次に
ステップ２６１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図柄の変動開始タイミングに到
達したか否かを判定する。ステップ２６１２でＹｅｓの場合、ステップ２６１４で、副制
御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図柄の変動表示コマンドをセット（ステップ２９９９の表
示コマンド送信制御処理にて、サブサブ制御部ＳＳ側に送信される）し、ステップ２６３
６に移行する。
【０１３５】
　他方、ステップ２６１２でＮｏの場合、ステップ２６１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、装飾図柄の停止表示タイミング（仮停止表示タイミング）に到達したか否かを判定
する。ステップ２６１６でＹｅｓの場合、ステップ２６１８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、装飾図柄の停止表示コマンド（仮停止表示コマンド）をセット（ステップ２９９９
の表示コマンド送信制御処理にて、サブサブ制御部ＳＳ側に送信される）し、ステップ２
６３６に移行する。
【０１３６】
　他方、ステップ２６１６でＮｏの場合、ステップ２６２０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶された変動態様に基づき、予告画像又はリー
チ画像表示タイミングに到達したか否かを判定する。ステップ２６２０でＹｅｓの場合、
ステップ２６２２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該タイミングに係る画像表示コマ
ンドをセット（ステップ２９９９の表示コマンド送信制御処理にて、サブサブ制御部ＳＳ
側に送信される）し、ステップ２６３６に移行する。他方、ステップ２６２０でＮｏの場
合にも、ステップ２６３６に移行する。
【０１３７】
　次に、ステップ２６３６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、主遊技図柄が停止したか否
かを判定する。ステップ２６３６でＹｅｓの場合、ステップ２６３８で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、装飾図柄の停止表示コマンド（確定表示コマンド）をセット（ステップ２
９９９の表示コマンド送信制御処理にてサブサブ制御部ＳＳ側に送信される）する。次に
、ステップ２６４０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装図変動時間タイマを停止してリ
セット（ゼロクリア）する。次に、ステップ２６４４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、
図柄変動中フラグをオフにし、次の処理（ステップ２９００の処理）に移行する。尚、ス
テップ２６１０又はステップ２６３６でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ２９００の
処理）に移行する。このように、本実施形態においては、主遊技図柄が停止、且つ、保留
が存在していない状況となった場合に、非遊技期間が開始したと判定するよう構成されて
いる。
【０１３８】
　次に、図３３は、図１７における、ステップ２９００のサブルーチンに係る、特別遊技
関連表示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２９０２で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、特別遊技中フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ２９０２でＹ
ｅｓの場合、ステップ２９０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、メイン側から特別遊技
開始表示指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ２９０４でＹｅｓの場合、
ステップ２９１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、特別遊技中フラグをオンにする。次
に、ステップ２９１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出表示装置ＳＧ上で大当り開
始表示に係るコマンド（ステップ２９９９の表示コマンド送信制御処理にて、サブサブ制
御部ＳＳ側に送信される）をセットする（大当りの種類に基づき適宜行う）。次に、ステ
ップ２９１５で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ側遊技状態種別に特別遊技中演出モ
ードをセットし、ステップ２９１６に移行する。尚、ステップ２９０２でＮｏの場合にも
、ステップ２９１６に移行する。次に、ステップ２９１６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、ラウンド数と入賞個数を遂次表示するコマンドをセット（ステップ２９９９の表示コ
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マンド送信制御処理にて、サブサブ制御部ＳＳ側に送信される）する。
【０１３９】
　次に、ステップ２９２６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、メイン側から特別遊技終了
表示指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ２９２６でＹｅｓの場合、ステ
ップ２９２８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、大当り終了表示に係るコマンドをセット
（ステップ２９９９の表示コマンド送信制御処理にて、サブサブ制御部ＳＳ側に送信され
る）する。次に、ステップ２９３０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、特別遊技中フラグ
をオフにし、次の処理（ステップ３１００の処理）に移行する。尚、ステップ２９０４又
はステップ２９２６でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ３１００の処理）に移行する
。
【０１４０】
　次に、図３４は、図１７における、ステップ３１００のサブルーチンに係る、背景画像
表示処理のフローチャートである。まず、ステップ３１０２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、現在の遊技状態が非時間短縮遊技状態から時間短縮遊技状態に移行したか否かを判
定する。ステップ３１０２でＹｅｓの場合、ステップ３１０４で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、サブ側遊技状態種別に時短演出モードをセットする。次に、ステップ３１０６で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出表示装置ＳＧ上で時短演出モード用の背景画像を表
示し、次の処理（ステップ３２００の処理）に移行する。他方、ステップ３１０２でＮｏ
の場合、ステップ３１０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、現在の遊技状態が時間短縮
遊技状態から非時間短縮遊技状態に移行したか否かを判定する。ステップ３１０８でＹｅ
ｓの場合、ステップ３１１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サブ側遊技状態種別とし
て通常演出モードをセットする。次に、ステップ３１１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、演出表示装置ＳＧ上で通常演出モード用の背景画像を表示し、次の処理（ステップ３
２００の処理）に移行する。尚、ステップ３１０８でＮｏの場合にも、次の処理（ステッ
プ３２００の処理）に移行する。
【０１４１】
　次に、図３５は、図１７における、ステップ３２００のサブルーチンに係る、電飾ラン
プ動作制御処理のフローチャートである。ステップ３２０２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、メイン側からエラー放置指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ３２
０２でＹｅｓの場合、ステップ３２０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、発生したエラ
ーの種類（本例では、ドア開放エラー、受け皿満タンエラー、振動検知エラー、又は、不
正電波検知エラー）を取得する。次に、ステップ３２１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、エラーの種類、現在の光量レベル（本例では、大・中・小）に基づき、点灯パターン
及び点灯輝度を決定する（電飾テーブル１を参照）と共に、決定した内容を副制御基板Ｓ
のＲＡＭ領域に一時記憶（セット）する。次に、ステップ３２１２で、副制御基板ＳのＣ
ＰＵＳＣは、エラー用電飾動作中フラグをオンにし、ステップ３２１４に移行する。
【０１４２】
　次に、ステップ３２１４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、エラー用電飾動作中フラグ
がオンであるか否かを判定する。ステップ３２１４で、Ｙｅｓの場合、ステップ３２１６
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット）され
た点灯パターン、点灯輝度に基づき、所定の電飾ランプ（例えば、遊技効果ランプＤ２６
の所定部位）の点灯動作を実行する。次に、ステップ３２１８で、副制御基板ＳのＣＰＵ
ＳＣは、メイン側からエラー放置解除コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ３
２１８でＹｅｓの場合、ステップ３２２０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、エラー用電
飾動作中フラグをオフにし、ステップ３２２２に移行する。尚、ステップ３２１４、又は
、ステップ３２１８でＮｏの場合にも、ステップ３２２２に移行する。
【０１４３】
　次に、ステップ３２２２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、エラー用電飾動作中フラグ
がオフであるか否かを判定する。ステップ３２２２でＹｅｓの場合、ステップ３２２４で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出用電飾動作許可フラグがオンであるか否かを判定す
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る。ステップ３２２４でＹｅｓの場合、ステップ３２２６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、演出用電飾動作許可フラグをオフにする。次に、ステップ３２２８で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、演出系統、現在の光量レベルに基づき、点灯パターン及び点灯輝度を決
定する（電飾テーブル２を参照）と共に、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット
）する。次に、ステップ３２３０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出用電飾動作中フ
ラグをオンにし、ステップ３２３２に移行する。他方、ステップ３２２４でＮｏの場合に
も、ステップ３２３２に移行する。
【０１４４】
　次に、ステップ３２３２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出用電飾動作中フラグが
オンであるか否かを判定する。ステップ３２３２でＹｅｓの場合、ステップ３２３４で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット）された点
灯パターン、点灯輝度に基づき、所定の電飾ランプの点灯動作を実行する。次に、ステッ
プ３２３６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、予定された全ての点灯動作が終了したか否
かを判定する。ステップ３２３６でＹｅｓの場合、ステップ３２３８で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、演出用電飾動作中フラグをオフにし、次の処理（ステップ３２５０の処理
）に移行する。
【０１４５】
　また、ステップ３２３２でＮｏの場合、ステップ３２４０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、演出動作実行中フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ３２４０でＹｅｓ
の場合、ステップ３２４２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、現在のサブ側遊技状態種別
、光量レベルに基づき、点灯パターン及び点灯輝度を決定する（電飾テーブル３を参照）
と共に、決定した内容を副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット）する。次に、３
２４４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット
）された点灯パターン、点灯輝度に基づき、所定の電飾ランプの点灯動作を実行し、次の
処理（ステップ３２５０の処理）に移行する。尚、ステップ３２２２、ステップ３２３６
、又は、ステップ３２４０でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ３２５０の処理）に移
行する。
【０１４６】
　次に、図３６は、本例に係る電飾ランプ点灯パターン決定用参照テーブルの一例である
。まず、電飾テーブル１は、エラー発生時に参照される電飾テーブルである。本例に示さ
れるように、本実施形態において電飾ランプの点灯パターンは、点灯期間→消灯期間を１
サイクルとし、当該１サイクルを所定回数繰り返す（回数制限の無い場合も含む）よう構
成されている。また、点灯期間中における電飾ランプの輝度は、所定の段階数（本例では
、１０段階）のいずれかの段階に基づき決定される（本例では、電飾ランプの輝度は、輝
度１＜輝度２＜・・・＜輝度１０の順に高くなる）よう構成されている。尚、当該電飾ラ
ンプの点灯パターン及び輝度は、エラーの種類と現在の光量レベル毎に異なるよう構成さ
れている。尚、本例においては、エラー発生時においても設定されている光量レベルによ
って電飾ランプの点灯輝度（及び点灯パターン）が相違し得るよう構成したが、これには
限定されず、エラー発生時には設定されている光量レベルにか拘らず常時一定の点灯輝度
（及び点灯パターン）にて電飾ランプを点灯させるよう構成してもよい。
【０１４７】
　次に、電飾テーブル２は、演出動作時に参照される電飾テーブルである。本例に示され
るように、電飾ランプの点灯パターン及び輝度に係る構成は、電飾テーブル１における構
成と同様である。また、当該電飾ランプの点灯パターン及び輝度は、演出系統と現在の光
量レベル毎に異なるよう構成されている。
【０１４８】
　次に、電飾テーブル３は、遊技状態報知時に参照される電飾テーブルである。本例に示
されるように、電飾ランプの点灯パターン及び輝度に係る構成は、電飾テーブル１におけ
る構成と同様である。また、当該電飾ランプの点灯パターン及び輝度は、サブ側遊技状態
種別と現在の光量レベル毎に異なるよう構成されている。
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【０１４９】
　尚、本実施形態においては、光量レベルが相違することにより、電飾ランプの点灯パタ
ーンと点灯輝度とが相違し得るよう構成したが、これには限定されず、光量レベルが相違
することにより、電飾ランプの点灯パターンは相違せず、電飾ランプの点灯輝度のみが相
違し得るよう構成してもよい。また、本実施形態においては、光量レベルが相違すること
により、エラー発生時の電飾ランプの点灯パターンと点灯輝度とが相違し得るよう構成し
たが、これには限定されず、エラー発生時においては、光量レベルに拘らず、発生したエ
ラーの種類のみに基づいて電飾ランプの点灯パターンと点灯輝度を決定するよう構成して
もよいし、発生したエラーの種類にも拘らず、エラー発生時には常に電飾ランプの点灯パ
ターンを所定のパターンとし、電飾ランプの点灯輝度を所定の輝度とするよう構成しても
よい。
【０１５０】
　次に、図３７は、図１７における、ステップ３２５０のサブルーチンに係る、音量制御
処理のフローチャートである。まず、ステップ３２５２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは
、音量決定タイミング（例えば、大当り開始時、変動開始時、待機デモ画面開始時、ボリ
ュームスイッチ変更決定時、又は、音量レべル変更決定時等）であるか否かを判定する。
ステップ３２５２でＹｅｓの場合、ステップ３２５４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、
メイン側からエラー報知指示コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ３２５４で
Ｙｅｓの場合、ステップ３２５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、発生したエラーの種
類を取得する。次に、ステップ３２５８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、エラーの種類
、ボリュームスイッチ状況に基づき、音量を決定する（エラー時音量決定テーブル参照）
と共に、決定した内容を副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶（セット）し、ステップ３
２６２に移行する。
【０１５１】
　他方、ステップ３２５４でＮｏの場合、ステップ３２６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、ボリュームスイッチ状況、決定されている音量レベルに基づき、出力する音量を決
定する（非エラー時音量決定テーブル参照）と共に、決定した内容を副制御基板ＳのＲＡ
Ｍ領域に一時記憶（セット）し、ステップ３２６２に移行する。尚、ステップ３２５２で
Ｎｏの場合にも、ステップ３２６２に移行する。次に、ステップ３２６２で、副制御基板
ＳのＣＰＵＳＣは、決定（セット）している音量に基づいたサウンドを出力し、次の処理
（ステップ２９９９の処理）に移行する。
【０１５２】
　次に、図３８（非エラー時音量決定テーブル）は、本例に係る遊技機における、非エラ
ー時に遊技機から出力される音量を決定するテーブルの一例である。本例に係る音量レベ
ルは、レベル１～レベル５の５段階に設定されており、遊技者が音量レベルを決定するこ
とにより設定可能に構成されている。また、ボリュームスイッチは、大、中、小の３段階
に設定されており、管理者のみが、設定可能に構成されている（例えば、扉Ｄ１８を開放
しないと変更できない、等）。本例においては、音量レベルとボリュームスイッチとによ
り、遊技機から出力される最大音量（ｄＢ）が決定されるよう構成されている。例えば、
音量レベルが「レベル３」、ボリュームスイッチが「中」に設定されている場合には、出
力される音量の最高ｄＢは、「９５ｄＢ」となる。尚、ボリュームスイッチが「小」、且
つ、音量レベルが「レベル１」又は「レベル２」の場合、又は、デモ画面モードの場合に
は、音量は、最低ボリューム値である「１」で固定される。また、ボリュームスイッチが
「大」の場合とボリュームスイッチが「中」の場合とでは、音量レベルに対応した音量が
同一となっている（音量レベルが同一である場合には音量が同一となっている）。このよ
うに構成することにより、出力されるサウンドの種類によって音量が異なるため、音量の
最大値を同一にし、音量の最小値のみ（ボリュームスイッチが「小」の場合の音量レベル
１と音量レベル２）を調整することで製番毎に音量レベルがばらつかないようにすること
ができる。
【０１５３】
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　次に、図３８（エラー時音量決定テーブル）は、本例に係る遊技機における、エラー時
に遊技機から出力される音量を決定するテーブルの一例である。尚、エラー時の音量は、
遊技者は設定不可能に（音量レベルに関わらず決定されるよう）構成されており、管理者
のみが操作可能なボリュームスイッチを操作することによって設定可能に構成されている
。尚、横軸には、エラーの態様（本例では、ドア開放エラー、受け皿満タンエラー、振動
検知エラー、及び、不正電波検知エラーが例示されている）が示されており、横軸のエラ
ー種別と縦軸のボリュームスイッチにより、遊技機から出力される最大音量（ｄＢ）が決
定されるよう構成されている。例えば、エラー種別が、「振動検知エラー」であり、ボリ
ュームスイッチが「小」に設定されている場合には、出力される音量の最高ｄＢは「７８
ｄＢ」となる。尚、不正電波検知エラーは、危険度の高いエラーであるため、音量レベル
だけでなくボリュームスイッチの設定にも拘わらず、常時最大音量である「９５ｄＢ」に
て固定されている。このように構成することで、遊技機のエラーを報知する音量レベルは
、遊技者にはカスタマイズできないようにすると共に、特に、危険度の高いエラーである
、不正電波検知エラーについては、常時最大音量で出力されるよう構成されている。尚、
本実施形態においては、エラー発生時の音量は、発生したエラーの種類やボリュームスイ
ッチの状況に基づいて決定されるよう構成したが、これには限定されず、ボリュームスイ
ッチの状況に拘らず、発生したエラーの種類によってのみ相違するよう構成してもよいし
、ボリュームスイッチの状況にも発生したエラーの種類にも拘らず、エラー発生時には常
に最大音量とするよう構成してもよい。
【０１５４】
　以上のように構成することで、本実施形態に係る遊技機においては、遊技者が操作部材
（サブ入力ボタンＳＢ、十字キーＳＢ‐２、レバーＳＢ‐３）を操作しなくとも操作部材
を操作した場合と同様の演出が実行される（ボタン自動入力が実行される）よう構成し、
音量に関する設定、光量に関する設定及び自動ボタン操作設定を変更可能に構成されてい
る。また、光量に関する設定及び自動ボタン操作設定の変更態様として、遊技者が変更可
能である要素と管理者のみが変更可能である要素を設けると共に、変更可能な状況や変更
不可能な状況（ボタン演出中等）や変更方法の異なる状況（非遊技中と遊技中）を設ける
ことにより、遊技性を損なわずに遊技者の趣向に合わせて遊技機カスタマイズを実行可能
な、ユーザーフレンドリーであり、且つ興趣性の高い遊技機とすることができる。
【０１５５】
（第２実施形態）
　ここで、本実施形態では、管理者のみが設定可能な事項として、音量調節機能を有効に
するか否かの設定、省電力モードの設定、等を設定可能に構成したが、管理者のみが設定
可能な事項はこれには限定されない。そこで本実施形態とは異なる、管理者のみが設定可
能な事項を有する構成を第２実施形態として、以下、本実施形態との相違点についてのみ
詳述する。
【０１５６】
　はじめに、図３９は、第２実施形態における、図５のステップ１０５０に係るエラー検
出時処理のフローチャートである。本実施形態との相違点は、ステップ１０７０（第２）
であり、即ち、ステップ１０５６で主制御基板ＭのＣＰＵＭＣがエラー報知指示コマンド
をセットした後、ステップ１０７０（第２）で、主制御基板ＭのＣＰＵＭＣは、ステップ
１０５２で検出したエラーは遊技禁止となるエラーであるか否かを判定する。ステップ１
０７０（第２）でＹｅｓの場合、ステップ１０５８で遊技禁止状態へと移行して次の処理
（ステップ１１００の処理）に移行する。他方、ステップ１０７０（第２）でＮｏの場合
には、遊技禁止状態に移行せずに次の処理（ステップ１１００の処理）に移行する。尚、
ぱちんこ遊技機における遊技禁止となるエラーの一例としては、振動検知エラー（ぱちん
こ遊技機に対して過度の振動や衝撃が印加された旨のエラー）、不正電波検知エラー（ぱ
ちんこ遊技機が外部からの不正な電波を検出した旨のエラー）、等となっており、ぱちん
こ遊技機における遊技禁止とならないエラーの一例としては、ドア開放エラー（前枠Ｄ１
４が開放状態にある旨のエラー）、受け皿満タンエラー（上球皿Ｄ２０や下球皿Ｄ２２が
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遊技球によって満たされている状態にある旨のエラー）、等となっている。
【０１５７】
　次に、図４０は、第２実施形態における、サブメイン制御部ＳＭ側のフローチャートで
ある。本実施形態との相違点は、ステップ３３００（第２）であり、即ち、サブメイン制
御部ＳＭの繰り返し処理ルーチンが実行され、ステップ３３００（第２）で、副制御基板
Ｓは、後述する、エラー表示制御処理を実行し、ステップ２２００に移行する。
【０１５８】
　次に、図４１は、第２実施形態における、図４０のステップ３３００（第２）に係るエ
ラー表示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ３３０２で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、主制御基板Ｍ側からのエラー報知指示コマンドを受信したか否かを判定す
る。ステップ３３０２でＹｅｓの場合、ステップ３３０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、主制御基板Ｍが検出したエラーの種類に基づきエラー報知を実行する。次に、ステッ
プ３３０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、検出したエラーの種類に基づきエラー音を
出力し、次の処理（ステップ２２００の処理）に移行する。
【０１５９】
　また、ステップ３３０２でＮｏの場合、ステップ３３０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、主制御基板Ｍ側からのエラー報知解除コマンドを受信したか否かを判定する。ステ
ップ３３０８でＹｅｓの場合、ステップ３３１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、実行
していたエラー報知を終了する。次に、ステップ３３１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、実行されていたエラー音の出力を終了し、次の処理（ステップ２２００の処理）に移
行する。また、ステップ３３０８でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ２２００の処理
）に移行する。
【０１６０】
　次に、図４２は、第２実施形態における、図４０のステップ２０５０に係る管理操作制
御処理のフローチャートである。本実施形態との相違点は、ステップ２０７４（第２）及
びステップ３４００（第２）であり、即ち、ステップ２０６８で、「省電力モードの設定
」を選択中にサブ入力ボタンＳＢが操作されていないと判定した場合、ステップ２０７４
（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、「サウンドテーブルの設定」を選択中にサブ
入力ボタンが操作されたか否かを判定する。ステップ２０７４（第２）でＹｅｓの場合、
ステップ３４００（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する、サウンドテーブ
ル切換制御処理を実行し、次の処理｛ステップ３３００（第２）の処理｝に移行する。ま
た、ステップ２０７４（第２）でＮｏの場合には、ステップ２０７０でサブ入力ボタンＳ
Ｂと十字キーＳＢ‐２の操作に基づいて管理メニュー画面を表示する。尚、本例において
は、管理メニュー画面の表示条件として、ＲＡＭクリアボタンを押下しながら電源を投入
（電源スイッチＥａをオンにする）となっているが、これには限定されず、十字キーＳＢ
‐２を上ボタンを押下しながら電源スイッチＥａをオンにする等、管理者のみが操作可能
な操作部材の操作が少なくとも１つ以上含まれていれば問題ない。尚、管理者のみが操作
可能な操作部材、即ち、遊技者が操作不能な操作部材としては、電源スイッチＥａ、ＲＡ
Ｍクリアボタン、等となっている。
【０１６１】
　次に、図４３は、第２実施形態における、図４２のステップ３４００（第２）に係るサ
ウンドテーブル切換制御処理のフローチャートである。まず、ステップ３４０２で、副制
御基板ＳのＣＰＵＳＣは、管理メニュー画面を消去して、実機の設定画面を表示領域ＳＧ
１０の最前面に表示する。次に、ステップ３４０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、サ
ブ入力ボタンＳＢと十字キーＳＢ‐２との操作に基づいて、参照するサウンドテーブルを
決定する。次に、ステップ３４０６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、参照するサウンド
テーブルはサウンドテーブルＡに決定したか否かを判定する。ステップ３４０６でＹｅｓ
の場合、ステップ３４０８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、遊技中に参照されるサウン
ドテーブルとしてサウンドテーブルＡをセットし、次の処理｛ステップ３３００（第２）
の処理｝に移行する。
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【０１６２】
　また、ステップ３４０６でＮｏの場合、換言すると、参照するサウンドテーブルがサウ
ンドテーブルＢに決定した場合、ステップ３４１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、遊
技中に参照されるサウンドテーブルとしてサウンドテーブルＢをセットする。次に、ステ
ップ３４１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出表示装置ＳＧにてサウンドテーブル
Ｂがセットされている旨の表示を実行し、次の処理｛ステップ３３００（第２）の処理｝
に移行する。尚、当該表示は遊技の結果に係る演出表示等の表示を妨げないために、例え
ば、表示領域ＳＧ１０の隅に表示するよう構成してもよい。このように、第２実施形態に
おいては、サウンドテーブルＢは使用料が発生するサウンドが含まれているテーブルであ
るため、セットされているサウンドテーブルがサウンドテーブルＢである場合には、演出
表示装置ＳＧにてサウンドテーブルＢがセットされている旨の表示を実行するよう構成さ
れている。尚、演出表示装置ＳＧにてサウンドテーブルＢがセットされている旨の表示が
実行されていないことによって、サウンドテーブルＡがセットされていることが確認可能
となっている。尚、セットされているサウンドテーブルを表示する態様は本例のものには
限定されず、サウンドテーブルＡがセットされている場合においても、演出表示装置にて
サウンドテーブルＡがセットされている旨を表示するよう構成してもよいし、サウンドテ
ーブルＡやサウンドテーブルＢがセットされている旨を演出表示装置ＳＧではなく、７セ
グメントＬＥＤやランプ等で表示するよう構成してもよい。
【０１６３】
　次に、図４４は、第２実施形態における、図４０のステップ２６００に係る装飾図柄表
示制御処理のフローチャートである。本実施形態との相違点は、ステップ２６４９（第２
）であり、即ち、ステップ２６１１で、装図変動時間管理タイマＳＭ２１ｔのタイマ値を
確認した後、ステップ２６４９（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、装飾図柄変動
音を出力し、ステップ２６１２に移行する。
【０１６４】
　次に、図４５は、第２実施形態における、図４０のステップ２９００に係る特別遊技関
連表示制御処理のフローチャートである。本実施形態との相違点は、ステップ２９３２（
第２）、ステップ２９３４（第２）、ステップ２９３６（第２）及びステップ２９３８（
第２）であり、即ち、ステップ２９０４で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣが特別遊技開始表示
指示コマンドを受信した場合、ステップ２９３２（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、大当り図柄及び大当り時の遊技状態に基づき、大当り中演出種別を決定する。次に、
ステップ２９３４（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、決定された大当り中演出種
別に基づき、セットされているサウンドテーブルを参照して今回の大当りにおける大当り
中サウンド（大当り中に出力されるサウンド）を決定して出力する。ここで、同図右上段
は大当り中演出種別決定テーブルの一例である。本テーブルに示されるように、第２実施
形態においては、大当り図柄と大当り時の遊技状態（大当り図柄に係る図柄変動の実行中
の遊技状態）とに基づいて、大当り中演出種別が決定されるよう構成されている。このよ
うに構成することによって、同一の大当りが実行された場合でも遊技の状況に合わせた大
当り中演出を実行できるよう構成することができる。
【０１６５】
　次に、ステップ２９１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、特別遊技中フラグをオンに
する。次に、ステップ２９３６（第２）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、出力している
大当りサウンドに基づいた大当り開始表示を実行し、ステップ２９１５に移行する。また
、ステップ２９１５で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣがサブ側遊技状態種別に特別遊技中演出
モードをセットした後、又は、ステップ２９０２で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣが特別遊技
中フラグがオンであると判定した場合、ステップ２９３８（第２）で、副制御基板ＳのＣ
ＰＵＳＣは、出力している大当りサウンドに基づいた大当り中演出を実行し、ステップ２
９１６に移行する。ここで、同図右中段は大当り中演出・サウンド決定テーブルの一例で
ある。本テーブルに示されるように、第２実施形態においては、大当り中演出種別が相違
した場合には大当り中演出が相違し得ることとなるが、セットされているサウンドテーブ
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ルが相違しても大当り中演出は相違しないよう構成されている。即ち、異なるサウンドが
出力されても違和感がないような演出態様の演出を大当り中演出として実行するよう構成
されている（具体的な演出態様については後述する）。例えば、大当り中演出種別が通常
大当りである場合には、セットされているサウンドテーブルがサウンドテーブルＡであっ
てもサウンドテーブルＢであっても、大当り中演出は通常大当りＡとなるよう構成されて
いる。
【０１６６】
　次に、図４６は、第２実施形態における、サウンドテーブルＡの一例であり、図４７は
、第２実施形態におけるサウンドテーブルＢの一例である。まず、サウンドテーブルＡに
ついて詳述する。管理メニュー画面にて、サウンドテーブルＡを参照するよう設定（セッ
ト）した場合には、サウンド使用料が発生しないよう構成されている。具体的には、同図
に示されるように、サウンドテーブルＡがセットされている状況にて出力され得るサウン
ドには使用料が発生するサウンドが含まれておらず、後述するサウンドテーブルＢのサウ
ンドと相違するサウンドは、使用料なし大当りサウンドＡ、使用料なし大当りサウンドＢ
、使用料なし大当りサウンドＣ、使用料なし大当りサウンドＤ、使用料なし大当りサウン
ドＥ、となっており、すべて使用料の発生しないサウンドとなっている。また、サウンド
テーブルＢのサウンドと相違するサウンドである、使用料なし大当りサウンドＡ、使用料
なし大当りサウンドＢ、使用料なし大当りサウンドＣ、使用料なし大当りサウンドＤ、使
用料なし大当りサウンドＥ、はすべて大当り中に再生されるサウンドとなっている。
【０１６７】
　次に、サウンドテーブルＢについて詳述する。管理メニュー画面にてサウンドテーブル
Ｂを参照するよう設定（セット）した場合には、サウンド使用料が発生するよう構成され
ている。具体的には、同図に示されるように、サウンドテーブルＢがセットされている状
況にて出力され得るサウンドには使用料が発生するサウンドが含まれており、前述したサ
ウンドテーブルＡのサウンドと相違するサウンドは、使用料あり大当りサウンドＡ、使用
料あり大当りサウンドＢ、使用料あり大当りサウンドＣ、使用料あり大当りサウンドＤ、
使用料あり大当りサウンドＥ、となっており、すべて使用料の発生するサウンドとなって
いる。このように、１つでもテーブル内に使用料の発生するサウンドが含まれているサウ
ンドテーブルを選択した場合には使用料が発生するよう構成されている。また、サウンド
テーブルＡのサウンドと相違するサウンドである、使用料あり大当りサウンドＡ、使用料
あり大当りサウンドＢ、使用料あり大当りサウンドＣ、使用料あり大当りサウンドＤ、使
用料あり大当りサウンドＥ、はすべて大当り中に再生されるサウンドとなっている。
【０１６８】
　次に、サウンドテーブルＡ及びサウンドテーブルＢの特徴構成について詳述する。エラ
ー発生時に使用されるサウンド（エラー音）である、磁気エラー検知音、振動エラー検知
音（警告音あり）、振動エラー検知音（警告音なし）、大入賞口閉鎖時入賞検知音、断線
・短絡エラー検知音、排出球異常検知音、電波エラー検知音、入賞エラー検知音、通信線
異常検知音、遊技球滞留検知音、については、サウンドテーブルＡとサウンドテーブルＢ
とのいずれもが有している一方、エラー発生時には使用されないサウンドは、サウンドテ
ーブルＡのみが有しているサウンド（使用料なし大当りサウンドＡ、等）や、サウンドテ
ーブルＢのみが有しているサウンド（使用料あり大当りサウンドＡ、等）が設けられてい
る。尚、磁気エラー検知音は、ぱちんこ遊技機が外部からの不正な磁気を検出した際に出
力されるサウンドであり、振動エラー検知音は、前述した振動検知エラーが発生した際に
出力されるサウンドであり、大入賞口閉鎖時入賞検知音は、大入賞口（第１大入賞口Ｃ１
０、第２大入賞口Ｃ２０）が閉鎖しているにも拘らず、遊技球の入球を検知した場合に出
力されるサウンドであり、断線・短絡エラー検知音は、断線・短絡が発生したことを検知
した場合に出力されるサウンドであり、排出球異常検知音は、所定の入球口への遊技球の
入球数と排出数との整合性が取れていないと判断した場合に出力されるサウンドであり、
電波エラー検知音は、前述した不正電波検知エラーが発生した際に出力されるサウンドで
あり、入賞エラー検知音は、遊技の進行上で入球すべきではない入球口への所定数の遊技
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球の入球が検出された場合等、異常な遊技球の入球が検出された際に出力されるサウンド
であり、通信線異常検知音は、通信線が正常に機能していない場合に出力されるサウンド
であり、遊技球滞留検知音は、所定の入球口に遊技球が滞留している場合に出力されるサ
ウンドとなっている。このように構成することにより、正常な遊技進行が実行されていな
い場合に発生するエラー音は選択されているサウンドテーブルが相違していても常に同一
のサウンド態様となるよう構成されており、遊技者や管理者がエラーが発生したことを察
知し易い（サウンドを聴いた場合に、エラー音であることを察知し易い）よう構成するこ
とができる。また、図４７のサウンドテーブルＢにおける、使用料あり大当りサウンドＡ
、使用料あり大当りサウンドＢ、使用料あり大当りサウンドＣ、使用料あり大当りサウン
ドＤ、使用料あり大当りサウンドＥ、は使用料が発生するサウンドとなっているため、当
該使用料が発生するサウンドが含まれるテーブルであるサウンドテーブルＢをセットした
場合には、実際に使用料が発生するサウンドが再生されたか否かに拘らず使用料が発生す
るよう構成されている。尚、「使用料が発生する」とは、例えば、遊技場の管理者が使用
料あり大当りサウンドに係る権利者に対して使用料あり大当りサウンドを使用する際に料
金を支払う必要があることである。また、図４６のサウンドテーブルＡにおける、使用料
なし大当りサウンドＡ、使用料なし大当りサウンドＢ、使用料なし大当りサウンドＣ、使
用料なし大当りサウンドＤ、使用料なし大当りサウンドＥ、は使用料が発生しないサウン
ドとなっている、即ち、サウンドテーブルＡには使用料が発生するサウンドが含まれてい
ないため、サウンドテーブルＡをセットした場合には使用料は発生しないよう構成されて
いる。このように構成されているため、管理者は、サウンドテーブルＢをセットして使用
料を支払うか、サウンドテーブルＡをセットして使用料を支払わないかを選択することが
できることとなる。
【０１６９】
　また、サウンドテーブルＡとサウンドテーブルＢとでは、相違しているサウンドがすべ
てステレオ再生されるサウンドとなっている。即ち、サウンドテーブルＡとサウンドテー
ブルＢとでは、ステレオ再生となるサウンドの選択候補が少なくとも１以上相違している
。尚、ステレオ再生とは、複数のマイクロフォンを使って録音し、二つの左右のスピーカ
で再生することであり、モノラル再生とは、音を単一のチャンネルで録音、再生すること
である。よって、使用料が発生するサウンドは、迫力のあるサウンド態様であることが望
ましいため、モノラル再生よりもステレオ再生である方が好適である。また、サウンドテ
ーブルＡ及びサウンドテーブルＢにおいて、互いのテーブルにて相違しているサウンド（
使用料なし大当りサウンドＡ～Ｅ、使用料あり大当りサウンドＡ～Ｅ）の再生時間の平均
値は、互いのテーブルにて同一となっているサウンドの再生時間の平均値よりも長時間と
なっている。また、サウンドテーブルＡのみで比較した場合にも、サウンドテーブルＢと
相違しているサウンド（使用料なし大当りサウンドＡ～Ｅ）の再生時間の平均値は、サウ
ンドテーブルＢと同一となっているサウンドの再生時間の平均値よりも長時間となってい
る。また、サウンドテーブルＢについても同様に、サウンドテーブルＡと相違しているサ
ウンド（使用料あり大当りサウンドＡ～Ｅ）の再生時間の平均値は、サウンドテーブルＡ
と同一となっているサウンドの再生時間の平均値よりも長時間となっている。
【０１７０】
　次に、図４８は、第２実施形態における、管理メニュー画面表示イメージ図２である。
同図においては、管理メニュー画面にてサウンドテーブルをセットする方法を例示してい
る。まず、同図左のように、電源オフ状態においてＲＡＭクリアボタンを押下しながら電
源を投入すると管理メニュー画面が表示されることとなる。尚、管理メニュー画面の表示
中においては、十字キーＳＢ‐２の上下ボタンでカーソルを移動させ、サブ入力ボタンＳ
Ｂを操作して決定するよう構成されている。その後、管理メニュー画面の表示中に十字キ
ーＳＢ‐２を操作して「サウンドテーブルの設定」にカーソルを合わせ、サブ入力ボタン
ＳＢを操作することによって決定すると、同図右のように、サウンドテーブル設定画面が
表示され、十字キーＳＢ‐２の左右ボタンでカーソルをサウンドテーブルＡに移動させ、
サブ入力ボタンＳＢを操作することにより、サウンドテーブルＡがセットされることとな
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る。尚、サウンドテーブルＡがセットされている状態にてサウンドテーブルＡにカーソル
を合わせた後サブ入力ボタンＳＢを操作しても、セットされているテーブルはサウンドテ
ーブルＡのままとなる。また、サウンドテーブルＢがセットされている状態にてサウンド
テーブルＢにカーソルを合わせた後にサブ入力ボタンＳＢを操作しても、セットされてい
るテーブルはサウンドテーブルＢのままとなる。
【０１７１】
　次に、図４９は、第２実施形態における、大当り中演出イメージ図１である。まず、同
図上段は、サウンドテーブルＡがセットされている場合の大当り中演出が実行される一例
であり、同図においては、大当り中サウンドが「使用料なし大当りサウンドＡ」であり、
且つ、大当り中演出が「通常大当りＡ」である場合について例示している。まず、同図左
上段のように、或る大当りにおける第１ラウンドが開始され、大当り中演出として「通常
大当りＡ」が開始されると共に、大当り中サウンドとして「使用料なし大当りサウンドＡ
」が出力開始される。尚、「使用料なし大当りサウンドＡ」の再生時間は１４００００ｍ
ｓとなっている。その後、或る大当りにおける第２ラウンドの実行中に「使用料なし大当
りサウンドＡ」の再生時間が経過し、再度「使用料なし大当りサウンドＡ」の再生が開始
される。このように、本例においては、大当り中サウンドは大当りが終了するまで（もし
くは大当り中の所定のタイミングまで）ループして再生され続けるよう構成されている。
その後、或る大当りにおける第３ラウンドが実行されることとなる。次に、同図下段は、
サウンドテーブルＢがセットされている場合の大当り中演出が実行される一例であり、同
図においては、大当り中サウンドが「使用料あり大当りサウンドＡ」であり、且つ、大当
り中演出が「通常大当りＡ」である場合について例示している。同図に示されるように、
同図上段のサウンドテーブルＡがセットされている場合と、サウンドテーブルＢがセット
されている場合とで、出力されているサウンドは相違することとなるが、実行されている
大当り中演出は同一となっている。このように、第２実施形態においては、セットするサ
ウンドテーブルをサウンドテーブルＡとした場合とサウンドテーブルＢとした場合とで、
換言すると、セットするサウンドテーブルを使用料が発生するサウンドテーブルとした場
合と使用料が発生しないサウンドテーブルとした場合とで、大当り中演出を共通の演出と
することにより、大当り中演出に使用するデータ容量を抑えることができることとなる。
また、遊技者にとっても、いずれのサウンドテーブルがセットされていたとしても、違和
感なく大当り中演出を楽しむことができることとなる。尚、第２実施形態においては、セ
ットされているサウンドテーブルが相違した場合においても共通の演出を実行する期間を
大当り中としたが、これには限定されず、図柄変動中に実行される演出の実行期間や、特
定の演出（スーパーリーチ演出、等）の実行期間等においても、セットされているサウン
ドテーブルが相違した場合に、出力されるサウンドが相違するが、実行される演出は同一
となるよう構成してもよい。
【０１７２】
　以上のように構成することで、第２実施形態に係る遊技機においては、管理者のみが操
作可能な管理メニュー画面にてセットされているサウンドテーブルを変更できるよう構成
し、一方のサウンドテーブルをセットした場合には使用料が発生し、他方のサウンドテー
ブルをセットした場合には使用料が発生しないよう構成することにより、管理者は、使用
料が発生するサウンドテーブルをセットするか、使用料が発生しないサウンドテーブルを
セットするかを、自らの趣向や遊技場の方針に沿って決定することができることとなる。
また、セットされているサウンドテーブルが相違した場合に、大当り中に出力されるサウ
ンドは相違し得るが、大当り中演出は同一となるよう構成することにより、大当り中演出
に使用するデータ容量を抑えることができることとなる。
【０１７３】
（第２実施形態からの変更例１）
　ここで、第２実施形態では、セットされているサウンドテーブルが相違した場合に、大
当り中に出力されるサウンドは相違し得るが、大当り中演出は同一となるよう構成したが
、このような構成の場合、大当り中に出力され得る複数種類のサウンドに対して共通の演
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出を実行するため、大当り中の演出とサウンドとで違和感が生じる可能性がある。そこで
、複数のサウンドテーブルを有する構成であり、且つ、大当り中の演出とサウンドとで違
和感が生じないような構成を、第２実施形態からの変更例１とし、以下、第２実施形態か
らの変更点についてのみ詳述する。
【０１７４】
　はじめに、図５０は、第２実施形態からの変更例１における、図４０のステップ２９０
０に係る特別遊技関連表示制御処理のフローチャートである。第２実施形態からの変更点
は、ステップ２９３４（第２変１）、ステップ２９３６（第２変１）及びステップ２９３
８（第２変１）であり、即ち、ステップ２９３２（第２）で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣが
大当り中演出種別を決定した後、ステップ２９３４（第２変１）で、副制御基板ＳのＣＰ
ＵＳＣは、大当り中演出種別に基づき、セットされているサウンドテーブルを参照して、
大当り中サウンドを決定し、当該決定した大当り中サウンドを出力する。次に、ステップ
２９１２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、特別遊技中フラグをオンにする。次に、ステ
ップ２９３６（第２変１）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、出力されている大当り中サ
ウンドに基づき、今回の大当りにおける大当り開始表示を決定して実行し、ステップ２９
１５に移行する。また、ステップ２９１５で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣが特別遊技中演出
モードをセットした後、又は、ステップ２９０２で副制御基板ＳのＣＰＵＳＣが特別遊技
中フラグがオンであると判定した場合、ステップ２９３８（第２変１）で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、出力されている大当り中サウンドに基づき、大当り中演出を決定し、当
該決定した大当り中演出を実行し、ステップ２９１６に移行する。ここで同図右中段は、
第２実施形態からの変更例１における大当り中演出・サウンド決定テーブルである。第２
実施形態からの変更点は、セットされているサウンドテーブルと大当り中演出種別とに基
づいて大当り中演出が決定される点であり、例えば、大当り中演出種別が通常大当りであ
る場合においては、セットされているサウンドテーブルがサウンドテーブルＡの場合には
大当り中演出は通常大当りＡとなり、セットされているサウンドテーブルがサウンドテー
ブルＢの場合には大当り演出は通常大当りＢとなり、セットされているサウンドテーブル
が相違することにより、大当り中演出種別が同一である場合にも、実行される大当り中演
出が相違するよう構成されている。尚、大当り中に出力されるサウンドが相違する場合に
は、テンポや曲調等も相違することとなり、同一の演出ではどうしても違和感が出てしま
う。そこで第２実施形態からの変更例１のように、出力されるサウンドが相違した場合に
は、実行される大当り中演出も相違するよう構成することにより、その時に出力されてい
るサウンドに適した大当り中演出を実行することができることとなる。
【０１７５】
　次に、図５１は、第２実施形態からの変更例１における、サウンドテーブルＡの一例で
あり、図５２は、第２実施形態からの変更例１におけるサウンドテーブルＢの一例である
。第２実施形態からの変更点は、サウンドテーブルＡとサウンドテーブルＢとで相違して
いるサウンドの種類であり、具体的には、サウンドテーブルＡがセットされている場合の
大当り中に出力されるサウンドとして、使用料なし大当りサウンドＦ、使用料なし大当り
サウンドＧ、使用料なし大当りサウンドＨ、使用料なし大当りサウンドＪ、使用料なし大
当りサウンドＫ、を有している一方、サウンドテーブルＢがセットされている場合の大当
り中に出力されるサウンドとして、使用料あり大当りサウンドＦ、使用料あり大当りサウ
ンドＧ、使用料あり大当りサウンドＨ、使用料あり大当りサウンドＪ、使用料あり大当り
サウンドＫ、となっている。また、第２実施形態とは異なり、上記の使用料なし大当りサ
ウンドと使用料あり大当りサウンドとで再生時間が相違し得るよう構成されている。例え
ば、使用料なし大当りサウンドＦの再生時間が１４００００ｍｓであるのに対し、使用料
あり大当りサウンドＦの再生時間が１６５０００ｍｓであるように、対応する大当りサウ
ンド（同一の大当り中演出種別にて再生されることとなるサウンド）の再生時間が相違し
ている。
【０１７６】
　次に、図５３は、第２実施形態からの変更例１における、大当り中演出イメージ図２で
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ある。まず、同図上段は、サウンドテーブルＡがセットされている場合の大当り中演出が
実行される一例であり、同図においては、大当り中サウンドが「使用料なし大当りサウン
ドＦ」であり、且つ、大当り中演出が「通常大当りＡ」である場合について例示している
。まず、同図左上段のように、或る大当りにおける第１ラウンドが開始され、大当り中演
出として「通常大当りＡ」が開始されると共に、大当り中サウンドとして「使用料なし大
当りサウンドＦ」が出力開始される。尚、「使用料なし大当りサウンドＦ」の再生時間は
１４００００ｍｓとなっている。その後、或る大当りにおける第２ラウンドの実行中に「
使用料なし大当りサウンドＦ」の再生時間が経過し、再度「使用料なし大当りサウンドＦ
」の再生が開始される。このように、本例においては、大当り中サウンドは大当りが終了
するまで（もしくは大当り中の所定のタイミングまで）ループして再生され続けるよう構
成されている。その後、或る大当りにおける第３ラウンドが実行されることとなる。次に
、同図下段は、サウンドテーブルＢがセットされている場合の大当り中演出が実行される
一例であり、同図においては、大当り中サウンドが「使用料あり大当りサウンドＦ」であ
り、且つ、大当り中演出が「通常大当りＢ」である場合について例示している。同図に示
されるように、同図上段のサウンドテーブルＡがセットされている場合と、サウンドテー
ブルＢがセットされている場合とで、出力されているサウンドが相違し、実行されている
大当り中演出も相違するよう構成されている。具体的には、まず、同図左下段のように、
或る大当りにおける第１ラウンドが開始され、大当り中演出として「通常大当りＢ」が開
始されると共に、大当り中サウンドとして「使用料あり大当りサウンドＦ」が出力開始さ
れる。尚、「使用料あり大当りサウンドＦ」の再生時間は１６５０００ｍｓとなっており
、「使用料なし大当りサウンドＦ」の再生時間と相違している。その後、或る大当りにお
ける第２ラウンドの実行中に「使用料あり大当りサウンドＦ」の再生時間が経過し（「使
用料なし大当りサウンドＦ」の再生時間が経過するタイミングとは異なっている）、再度
「使用料あり大当りサウンドＦ」の再生が開始される。その後、或る大当りにおける第３
ラウンドが実行されることとなる。このように、第２実施形態からの変更例１においては
、セットするサウンドテーブルをサウンドテーブルＡとした場合とサウンドテーブルＢと
した場合とで、換言すると、セットするサウンドテーブルを使用料が発生するサウンドテ
ーブルとした場合と使用料が発生しないサウンドテーブルとした場合とで、大当り中演出
が相違するよう構成することにより、出力されているサウンドに合わせた演出を実行する
ことができ、遊技者が演出を視認した場合の違和感が生じなくなる。また、大当り演出を
作成する際においても、実行され得る複数種類のサウンドのＢＰＭや再生時間を考慮して
作成しなくともよいため、大当り演出を作成する際の自由度が向上することとなる。尚、
第２実施形態からの変更例１においては、セットされているサウンドテーブルに合わせて
演出を相違させる構成を適用する期間を大当り中としたが、これには限定されず、図柄変
動中に実行される演出の実行期間や、特定の演出（スーパーリーチ演出、等）の実行期間
等においても、セットされているサウンドテーブルに合わせて演出を相違させる構成を適
用してもよい。
【０１７７】
　以上のように構成することで、第２実施形態からの変更例１に係る遊技機においては、
管理者のみが操作可能な管理メニュー画面にてセットされているサウンドテーブルを変更
できるよう構成し、一方のサウンドテーブルをセットした場合には使用料が発生し、他方
のサウンドテーブルをセットした場合には使用料が発生しないよう構成することにより、
管理者は、使用料が発生するサウンドテーブルをセットするか、使用料が発生しないサウ
ンドテーブルをセットするかを、自らの趣向や遊技場の方針に沿って決定することができ
ることとなる。また、セットされているサウンドテーブルが相違した場合に、大当り中に
出力されるサウンドが相違すると共に、大当り中演出も相違するよう構成することにより
、出力されているサウンドに合わせた演出を実行することができ、遊技者が演出を視認し
た場合の違和感が生じなくなる。
【０１７８】
　尚、第２実施形態からの変更例１においては、セットされているサウンドテーブルが相
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違することにより、特定期間（本例では、特別遊技中）にて実行される演出として大当り
中演出の演出態様が相違し得るよう構成したが、特定期間にて相違し得る演出は大当り中
演出のみには限定されない。即ち、セットされているサウンドテーブルが相違した場合に
相違するものは、演出表示装置ＳＧに表示される演出のみには限定されず、例えば、セッ
トされているサウンドテーブルが相違することにより可動体役物ＹＫの動作態様が相違し
得るよう構成してもよい。具体的には、サウンドテーブルＡがセットされている場合にお
ける大当り中の可動体役物ＹＫの駆動範囲、駆動距離、駆動テンポ（再生されているサウ
ンドに合わせて動く場合、再生するサウンドのテンポが相違すると可動体役物ＹＫが駆動
するテンポも相違する）と、サウンドテーブルＢがセットされている場合における大当り
中の可動体役物ＹＫの駆動範囲、駆動距離、駆動テンポと、が相違するよう構成してもよ
い。尚、セットされているサウンドテーブルが相違することにより、演出表示装置ＳＧに
おける演出の表示態様と可動体役物ＹＫの動作態様との双方が相違するよう構成してもよ
いし、演出表示装置ＳＧにおける演出の表示態様と可動体役物ＹＫの動作態様とのいずれ
かが相違するよう構成してもよい。
【０１７９】
（第３実施形態）
　ここで、第２実施形態及び第２実施形態からの変更例１では、管理者のみが操作可能な
管理メニュー画面にてセットされているサウンドテーブルを変更できるよう構成し、一方
のサウンドテーブルをセットした場合には使用料が発生し、他方のサウンドテーブルをセ
ットした場合には使用料が発生しないよう構成すると共に、使用料が発生するサウンドテ
ーブルと使用料が発生しないサウンドテーブルとで大当り中に再生されるサウンドが相違
するよう構成したが、上記２つのテーブルで相違するサウンドが再生される期間が第２実
施形態又は第２実施形態からの変更例１の構成には限定されない。そこで、第２実施形態
及び第２実施形態からの変更例１とは異なる、管理者のみが操作可能な管理メニュー画面
にてセットされているサウンドテーブルを変更できる構成を、第３実施形態とし、以下、
第２実施形態との相違点についてのみ詳述する。
【０１８０】
　尚、第３実施形態に係る遊技機は、遊技機への電源投入からの経過時間を計時（例えば
、割り込み処理毎に割り込み周期値を加算することによって計時）する電源投入タイマＳ
Ｍ２６ｔと、内蔵電源によって現在時刻を計時し続けるリアルタイムクロックＲＴＣと、
を有している。
【０１８１】
　はじめに、図５４は、第３実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的な概略構成図である
。同図においては第２実施形態との相違点についてのみ詳述することとする。まず、主制
御基板Ｍ、賞球払出制御基板ＫＨ、サブメイン制御部ＳＭ及びサブサブ制御部ＳＳには、
様々な演算処理を行うＣＰＵ、ＣＰＵの演算処理を規定したプログラムを予め記憶するＲ
ＯＭ、ＣＰＵが取り扱うデータ（遊技中に発生する各種データやＲＯＭから読み出された
コンピュータプログラム等）を一時的に記憶するＲＡＭ、の他に、電断時に情報を保持す
るためのバックアップ領域（及びバックアップ用電源）が搭載されている。また、サブメ
イン制御部ＳＭは、内蔵電源によって現在時刻を計時し続けるリアルタイムクロックＲＴ
Ｃを有している。
【０１８２】
　ここで、リアルタイムクロックＲＴＣとは、サブメイン制御部ＳＭの基盤上に設けられ
た、計時を行う機構である。リアルタイムクロックＲＴＣは、基盤から独立した内蔵電源
（バッテリー）を有しており、遊技機に対する電力の供給が行われていない間も計時を継
続するため、工場出荷時等に設定された日付・時刻に基づき、現在の日付・時刻を供給す
ることが可能である。しかしながら、リアルタイムクロックＲＴＣは、一般的な水晶時計
と同様に、クオーツの振動によって計時を行っているため、振動や低温・高温の影響を受
け１日あたり約０．３～２．０秒程度の誤差が生じる。そのため、第３実施形態において
は、リアルタイムクロックＲＴＣの値ではなく、電源投入時からの経過時間によって、後
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述する定時演出の開始タイミング及び客待ちデモの開始周期を計るよう構成している。
【０１８３】
　次に、図５５は、第３実施形態における、副制御基板Ｓ側（特に、サブメイン制御部Ｓ
Ｍ側）のメインフローチャートである。第２実施形態との相違点は、ステップ３３５０（
第３）、ステップ２００８（第３）、ステップ２００９（第３）、ステップ３４００（第
３）、ステップ３４５０（第３）及びステップ２０１０（第３）～ステップ２０１８（第
３）であり、即ち、ステップ３３５０（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述す
る初期処理を実行し、ステップ２００４に移行する。また、ステップ２０５０で前述した
管理操作制御処理を実行した後、ステップ２００８（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、タイマ割り込みを許可する。その後、サブメイン制御部ＳＭの繰り返し処理ルーチ
ンである（ｆ）を繰り返し実行するループ処理に移行する。ここで、（ｆ）が実行された
場合、同図（ｆ）の処理に示されるように、まず、ステップ３４００（第３）で、副制御
基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する定時演出開始判定処理を実行する。次に、ステップ３４
５０（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、後述する定時演出表示制御処理を実行し
、ステップ２４００に移行する。
【０１８４】
　次に、同図（ｇ）の処理は、サブメイン制御部ＳＭにおけるタイマ割り込み処理である
。前述したステップ２００８（第３）の処理によってタイマ割り込みが許可されて以降、
割り込み周期Ｔ（例えば、１ｍｓ）毎に実行される割り込み処理であり、本割り込み処理
が実行された場合、ステップ２００９（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電源投
入タイマＳＭ２６ｔに１を加算（インクリメント）し、本割り込み処理直前に実行されて
いた処理へ復帰する。尚、本例はあくまで一例であり、これには限定されず、「タイマ加
算値」を設け、タイマ割り込み毎に割り込み周期値Ｔをタイマ加算値に加算し、同図（ｆ
）のサブメイン側ルーチン内（例えば、ステップ２９９９の直下）にて、当該タイマ加算
値を電源投入タイマＳＭ２６ｔに加算（同時に、当該タイマ加算値をクリア）するよう構
成してもよい。そのように構成した場合、（ｆ）のサブメイン側ルーチンの途中で電源投
入タイマＳＭ２６ｔの値が変わってしまうことを防止することが可能となる。
【０１８５】
　次に、同図（ｈ）の処理は、サブメイン制御部ＳＭにおける電断時処理である。当該処
理は、主制御基板Ｍ側からの電断信号受信時に実行され、まず、ステップ２０１０（第３
）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、リアルタイムクロックＲＴＣを参照し、ＲＴＣ値（
現在時刻）を取得（ラッチ）する。次に、ステップ２０１２（第３）～ステップ２０１６
（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値、当該
取得したＲＴＣ値（電断時ＲＴＣ値）及び遊技開始日付情報を電断時退避領域（副制御基
板ＳのＲＡＭ領域のうち電源断時に退避するために用いる領域）に記憶すると共に、電断
時退避領域への予備電力を供給する。次に、ステップ２０１８（第３）で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、タイマ割り込みを禁止し、電断待ちループに移行する。
【０１８６】
　次に、図５６は、図５５におけるステップ３３５０（第３）のサブルーチンに係る、初
期処理のフローチャートである。まず、ステップ３３５２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣ
は、主制御基板Ｍ側からのＲＡＭクリア信号（ＲＡＭクリアボタンを操作してＲＡＭクリ
アを実行した場合に主制御基板Ｍから送信される信号）を受信したか否かを判定する。ス
テップ３３５２でＹｅｓの場合、ステップ３３６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電
断時退避領域に記憶されている情報（電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値、電断時のＲ
ＴＣ値、遊技開始日付情報）をクリアする。次に、ステップ３３６４で、副制御基板Ｓの
ＣＰＵＳＣは、リアルタイムクロックＲＴＣを参照し、ＲＴＣ値を取得（ラッチ）する。
次に、ステップ３３６６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該取得したＲＴＣ値（特に
、日付）を遊技開始日付情報として副制御基板ＳのＲＡＭ領域に一時記憶する。次に、ス
テップ３３６８で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値
をリセット（ゼロクリア）し、ステップ３３７６（第３）に移行する。
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【０１８７】
　他方、ステップ３３５２でＮｏの場合、ステップ３３５４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳ
Ｃは、主制御基板Ｍ側から各種情報コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ３３
５４でＹｅｓの場合、ステップ３３５６で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、リアルタイム
クロックＲＴＣを参照し、ＲＴＣ値を取得（ラッチ）する。次に、ステップ３３５８で、
副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該取得した現在のＲＴＣ値と電断時退避領域に一時記憶
されている電断時のＲＴＣ値とを比較し、電断時間値（例えば、現在のＲＴＣ値－電断時
のＲＴＣ値）を導出する。
【０１８８】
　次に、ステップ３３６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該導出した電断時間値が
所定時間（例えば、６時間）未満であるか否かを判定する。ステップ３３６０でＹｅｓの
場合、ステップ３３７０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電断時退避領域に記憶されて
いる情報（特に、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値、遊技開始日付情報）を復元する
。次に、ステップ３３７２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、前記導出した電断時間値の
単位を、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値と同じ単位に変換する（例えば、秒→ｍｓ
に変換）。次に、ステップ３３７４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、当該単位を変換し
た電断時間値を、電源投入タイマＳＭ２６ｔの値に加算し、ステップ３３７６（第３）に
移行する。即ち、ＲＡＭクリアを伴わず、電断時間値が所定値未満である電源再投入時に
は、前回のＲＡＭクリア時からの経過時間を計時することとなる。尚、ステップ３３５４
でＮｏの場合、ステップ３３５２の処理に移行し、ＲＡＭクリア信号、各種情報コマンド
のいずれかを受信するまで、以降の処理を待機する。
【０１８９】
　他方、ステップ３３６０でＮｏの場合、即ち、電断時間が６時間以上である場合、当該
電断が遊技場の営業終了に係る電断であったと判断し、ステップ３３６２に移行し、ＲＡ
Ｍクリアを伴う電源投入時と同様の処理を実行する。尚、本例はあくまで一例であり、こ
れには限定されず、例えば、退避領域に記憶されている情報（電源投入タイマ値・電断時
ＲＴＣ値・遊技開始日付情報）をクリアするためのスイッチを設けてもよいし、遊技機に
対する所定の操作（例えば、扉を開放した状態でサブ入力ボタンＳＢを長押し、サブ入力
ボタンＳＢを押下したまま電源投入、等）を行うことで、退避領域に記憶されている情報
がクリアされるよう構成してもよい。
【０１９０】
　次に、ステップ３３７６（第３）で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、現在セットされて
いるサウンドテーブルの情報をバックアップし、次の処理｛ステップ２００８（第３）の
処理｝に移行する。ここで、同図右部はサウンドテーブルバックアップイメージである。
同図に示されるように、ステップ３３７６（第３）でバックアップする情報は、バックア
ップした日付情報とセットされていたサウンドテーブルに係る情報となっている。尚、当
該情報は副制御基板Ｓ側にバックアップするため、主制御基板Ｍ側でＲＡＭクリアを実行
しても当該情報は消去されないよう構成されている。尚、バックアップの方法はこれには
限定されず、例えば、使用料が発生するサウンドテーブルであるサウンドテーブルＢが１
日のうちに１度でも設定された場合にはその日に係るセットされたサウンドテーブルはサ
ウンドテーブルＢとしてバックアップされるよう構成してもよいし、所定時間以上サウン
ドテーブルＢがセットされていた場合に、その日に係るセットされたサウンドテーブルは
サウンドテーブルＢとしてバックアップされるよう構成してもよい。また、バックアップ
した履歴（情報）は管理者のみが確認可能に構成することが望ましいため、例えば、前述
した管理者メニュー画面にて確認可能に構成してもよい。
【０１９１】
　次に、図５７は、図５５におけるステップ３４００（第３）のサブルーチンに係る、定
時演出開始判定処理のフローチャートである。まず、ステップ３４０２で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、定時演出実行フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ３４０２
でＹｅｓの場合、ステップ３４０３で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、現在セットされて
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いるサウンドテーブルがサウンドテーブルＢであるか否か、換言すると、現在セットされ
ているサウンドテーブルは使用料が発生するサウンドテーブルであるか否かを判定する。
ステップ３４０３でＹｅｓの場合、ステップ３４０４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、
電源投入タイマＳＭ２６ｔを参照し、当該タイマ値を確認する。次に、ステップ３４０６
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値が所定値（例え
ば、１時間＝３６０００００ｍｓの倍数となる値であるが、ある程度の幅を持った値でも
よい）であるか否かを判定する。ステップ３４０６でＹｅｓの場合、ステップ３４０８で
、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、定時演出実行フラグをオンにする。次に、ステップ３４
１０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、遊技開始日付情報に基づき、定時演出内容決定テ
ーブルを参照して定時演出内容を決定し、次の処理｛ステップ３４５０（第３）の処理｝
に移行する。尚、ステップ３４０２、ステップ３４０３又はステップ３４０６でＮｏの場
合にも、次の処理｛ステップ３４５０（第３）の処理｝に移行する。このように構成する
ことで、所定時間（本例では、１時間＝３６０００００ｍｓ）毎に、定時演出を実行（定
時演出実行フラグをオン）することとなる。このように、第３実施形態においては、定時
演出の実行中に再生される楽曲は使用料の発生する楽曲であるため、サウンドテーブルＢ
がセットされている場合にのみ定時演出が実行され得るよう構成されている。尚、第３実
施形態においては、サウンドテーブルＡがセットされている場合には定時演出が実行され
ないよう構成したが、これには限定されず、サウンドテーブルＡとサウンドテーブルＢと
のいずれのサウンドテーブルがセットされている場合においても定時演出を実行するよう
構成し、サウンドテーブルＢがセットされている場合の定時演出にて再生する楽曲は使用
料が発生する楽曲とする一方、サウンドテーブルＡがセットされている場合の定時演出に
て再生する楽曲は使用料が発生しない楽曲とするよう構成してもよい。また、そのように
構成した場合おいては、セットされているサウンドテーブルによって定時演出実行時に再
生される楽曲が相違することとなるが、表示される演出内容は、セットされているサウン
ドテーブルによって相違するよう構成してもよいし（楽曲に合わせて演出内容を相違させ
てもよいし）、セットされているサウンドテーブルに拘らず同一の演出を実行するよう構
成してもよい。
【０１９２】
　ここで、同図右のイメージ図は、定時演出内容決定テーブルの一例（遊技機の遊技場導
入日が２０１３年８月１日である場合の例）である。同図に示されるように、遊技開始日
付情報｛ＲＴＣ値（日付）｝によって、定時演出として表示される内容が決定されるよう
構成されている。例えば、遊技場導入日から１週間毎に定時演出内容が切り換わったり、
複数の定時演出内容候補からランダムに決定されたり、ある期間（例えば、正月）限定の
定時演出内容が決定され得るよう構成している。尚、本例はあくまで一例であり、これに
は限定されず、例えば、遊技開始日付情報によって、遊技機の演出をカスタマイズできる
よう構成してもよいし、任意の日付に特定の定時演出が選択されるよう設定できるよう構
成してもよい。また、本例では、遊技開始日付情報（及び図示しない乱数）のみによって
定時演出の内容が決定されるよう構成されているが、これには限定されず、遊技状態や遊
技履歴（例えば、端末を介して遊技者の遊技履歴をサーバ上に記憶・管理する遊技履歴管
理システムの情報や、当該遊技機の大当り回数・変動回数等の遊技履歴）に基づいて決定
されるよう構成してもよい｛例えば、同じ日付でも、通常遊技状態時と確率変動遊技状態
時では実行され得る定時演出が異なるよう構成することで、いわゆる潜伏確変時（確率変
動遊技状態且つ非時間短縮遊技状態時）において、実行された定時演出内容によって確率
変動遊技状態であるか否かを報知・示唆することも可能である｝。また、同テーブルによ
って複数の候補を選択し、当該候補の中から遊技者が好みの定時演出を決定し得るよう構
成してもよい。また、本例では定時演出として動画像及びサウンドを再生するよう構成し
ているが、これには限定されず、画像・音声・役物等のいかなる演出であってもよい。ま
た、本例では遊技開始日付情報によって定時演出の内容が切り換わるよう構成しているが
、これには限定されず、通常時の演出内容が切り換わるよう構成してもよい（例えば、リ
ーチ演出にて登場するキャラクタが増える、等）。
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【０１９３】
　次に、図５８は、図５５におけるステップ３４５０（第３）のサブルーチンに係る、定
時演出表示制御処理のフローチャートである。まず、ステップ３４５２で、副制御基板Ｓ
のＣＰＵＳＣは、定時演出実行フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ３４５２
でＹｅｓの場合、ステップ３４５３で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、演出表示装置ＳＧ
の表示領域を表示領域１と表示領域２とに分割する。次に、ステップ３４５４で、副制御
基板ＳのＣＰＵＳＣは、定時演出拡大表示条件を充足しているか否かを判定する。
【０１９４】
　ここで、定時演出拡大表示条件とは、定時演出を表示領域ＳＧ１０の大部分（表示領域
１）に表示するための条件であり、例えば、「特別遊技中（又は条件装置作動中）でない
」、且つ、「定時演出の開始時にリーチ画像表示中であった場合は当該リーチ画像表示が
終了」という条件が一例として挙げられる。即ち、特別遊技中である場合には特別遊技に
係る表示を定時演出より優先して表示する。また、定時演出を開始するタイミングにリー
チ画像を表示している場合、当該リーチ画像が終了するまでは当該リーチ画像を定時演出
より優先して表示することで、遊技者の利益に関する注目度の高い演出を視認し易いよう
構成している。尚、本例はあくまで一例であり、これには限定されず、例えば、ある基準
よりも期待度の高いリーチ画像の表示が終了、実行予定の定時演出を遊技者が未だ見てい
ないと推定（例えば、遊技履歴管理システムとの連携や、遊技履歴の観測によって推定）
される、等の複数の要素を適宜組み合わせて、定時演出拡大表示条件とすればよい。また
、定時演出実行時の遊技状態によって、定時演出の表示サイズや位置が決定されたり、遊
技者が定時演出と通常演出の表示サイズや位置を選択できるよう構成してもよい。
【０１９５】
　フローチャートの説明に戻ると、ステップ３４５４でＹｅｓの場合、ステップ３４５６
で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、前述したステップ３４１０の処理にて決定された定時
演出内容を、表示領域１に表示するコマンドをセットすると共に、ステップ３４５８で、
装飾図柄の表示位置を表示領域２に切り換え、ステップ３４６２に移行する。他方、ステ
ップ３４５４でＮｏの場合、ステップ３４６０で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、前述し
たステップ３４１０の処理にて決定された定時演出内容を、表示領域２に表示するコマン
ドをセットすると共に、ステップ３４６１で、装飾図柄の表示位置を表示領域１に切り換
え、ステップ３４６２に移行する。
【０１９６】
　ここで、同図右の（表示領域イメージ図）に示されるように、表示領域１は、表示領域
ＳＧ１０の大部分を占める領域であり、表示領域２は、表示領域ＳＧ１０内の狭い領域で
ある｛例えば、表示領域１≧表示領域２、表示領域２≦（表示領域ＳＧ１０×１／２）≦
表示領域１、（表示領域１＋表示領域２）≒表示領域ＳＧ１０｝。尚、本例はあくまで一
例であり、これには限定されず、例えば、演出表示装置として、メイン表示装置とサブ表
示装置との２つ（複数）の演出表示装置を設け、一方の演出表示装置を表示領域１とし、
他方の演出表示装置を表示領域２とするよう構成してもよい。また、本例では、定時演出
開始時に表示中のリーチ画像表示が終了してからは、定時演出実行中であればリーチ画像
は表示領域２に表示されるよう構成されているが、例えば、定時演出の実行中であって装
飾図柄を表示領域２に表示している場合にリーチ画像を表示することとなった場合には、
表示領域の切換が行われるよう構成してもよい｛リーチ画像表示開始：定時演出の表示領
域が１→２、装飾図柄（及び予告画像・リーチ画像）の表示領域が２→１、また、リーチ
画像表示終了：定時演出の表示領域が２→１、装飾図柄（及び予告画像・リーチ画像）の
表示領域が１→２、等｝。また、本例では表示領域１と表示領域２とを夫々一定の領域と
したが、これには限定されず、移動・拡大等する領域であってもよく、その場合には、定
時演出（又は装飾図柄）の表示領域を切り換えず、拡大（又は縮小）することによって表
示領域１（又は表示領域２）に相当するような構成とすることで、画面の大部分に表示さ
れる演出をシームレスに切り替えることが可能となる。尚、スピーカＤ２４からは、表示
領域１に表示される画像に対応した音声が再生されることが好適であるが、表示領域２に
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表示される画像に対応した音声が再生され得るよう構成してもよい。
【０１９７】
　次に、ステップ３４６２で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、定時演出の表示が終了した
か否かを判定する。ステップ３４６２でＹｅｓの場合、ステップ３４６３で、副制御基板
ＳのＣＰＵＳＣは、ステップ３４５３にて実行した表示領域の分割を終了する。次に、ス
テップ３４６４で、副制御基板ＳのＣＰＵＳＣは、定時演出実行フラグをオフにし、次の
処理（ステップ２４００の処理）に移行する。他方、ステップ３４６２でＮｏの場合、ス
テップ３４６４の処理を実行せずに、次の処理（ステップ２４００の処理）に移行する。
尚、ステップ３４５２でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ２４００の処理）に移行す
る。
【０１９８】
　次に、図５９は、第３実施形態における、定時演出の実行タイミングに係る作用図（タ
イミングチャート）である。同時に電源投入された遊技機Ａと遊技機Ｂとにおいて、まず
、図中１のタイミングで、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値が所定の値（例えば、３
６００，０００ｍｓの倍数）となったことを契機として、定時演出が表示されることとな
る。このとき、遊技機Ａと遊技機Ｂとは同時に電源投入されているため、夫々の電源投入
タイマＡＭ２６ｔのタイマ値は等しく、同時に定時演出が実行されることとなる。
【０１９９】
　次に、図中２のタイミングにおいて、再び、電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値が所
定の値（例えば、３６００，０００ｍｓの倍数）となったことを契機として、定時演出が
表示される。このように、通常は図中１、図中２に示すように、毎回同時に定時演出が実
行されることとなる。
【０２００】
　次に、図中３のタイミングにおいて、遊技機Ｂの電断が発生し（この時、電断時の電源
投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値を一時記憶する）、その後３００，０００ｍｓ後の図中
４のタイミングまでの間、遊技機Ｂは動作を停止することとなる。しかしながら、図中４
のタイミングにおいて、前述したステップ３３７０～ステップ３３７４の処理を実行する
ことにより、電断時間（本例では、３００，０００ｍｓ）を電断時の電源投入タイマＳＭ
２６ｔのタイマ値に加算して、正常に遊技機が動作している場合（例えば、遊技機Ａ）と
同様の電源投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値を復元し、図中５のタイミングにおいても、
遊技機Ｂは遊技機Ａと同時に定時演出を実行し得るのである。
【０２０１】
　以上のように構成することで、第３実施形態に係る、電源投入時からの経過時間（電源
投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値）が所定の値（複数の値でもよい）となったことを契機
として、定時演出を実行し得る遊技機であって、特に、遊技場にて複数の遊技機に対して
同時に電源投入することで、複数の遊技機で同時に定時演出を実行することが可能な遊技
機において、電断が発生し、経過時間の計時（電源投入タイマＳＭ２６）が停止してしま
った際にも、独自の内蔵バッテリーにて計時を継続するリアルタイムクロックＲＴＣにお
ける電断時の値と電断復帰時の値とを参照することで導出した電断時間値に基づき、電源
投入タイマＳＭ２６ｔのタイマ値を修正（電断時のタイマ値に電断時間値を加算）可能に
構成することで、定時演出を前記複数の遊技機で同時に行うことを担保し得ることとなる
。
【０２０２】
　尚、本例に係る遊技機においては、ＲＡＭクリアを実行した場合にも、副制御基板Ｓ側
にてバックアップしているセットされたサウンドテーブルの情報は消去されないよう構成
されているが、ＲＡＭクリアとして、主制御基板Ｍ側のＲＡＭクリアと副制御基板Ｓ側の
ＲＡＭクリアとの２種類のＲＡＭクリアを有するよう構成し、主制御基板Ｍ側のＲＡＭク
リアを実行した場合には前記バックアップした情報は消去されないが、副制御基板Ｓ側の
ＲＡＭクリアを実行した場合には前記バックアップした情報が消去され得るよう構成して
もよい。また、副制御基板Ｓ側のＲＡＭクリアを複数設けて、一方の副制御基板Ｓ側のＲ
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ＡＭクリアを実行した場合には前記バックアップした情報は消去されないが、他方の副制
御基板Ｓ側のＲＡＭクリアを実行した場合には前記バックアップした情報が消去され得る
よう構成してもよい。また、主制御基板Ｍ側のＲＡＭクリアを実行してもセットされてい
るサウンドテーブルは変更されないが、副制御基板Ｓ側のＲＡＭクリアを実行した場合に
はセットされているサウンドテーブルが変更し得るよう構成してもよく、例えば、使用料
が発生するサウンドテーブルであるサウンドテーブルＢをセットしている場合に、主制御
基板Ｍ側のＲＡＭクリアを実行しても、セットされているサウンドテーブルはサウンドテ
ーブルＢのままとなるが、副制御基板Ｓ側のＲＡＭクリアを実行した場合には、セットさ
れているサウンドテーブルがサウンドテーブルＡに変更されるよう構成してもよい。即ち
、サウンドテーブルのデフォルト設定は使用料が発生しないサウンドテーブルＡとするこ
とにより、副制御基板Ｓ側のＲＡＭクリアを実行したにも拘らず、意図せずに使用料の発
生するサウンドテーブルＢがセットされてしまう事態を防止することができることとなる
。
【０２０３】
　また、本例においては、使用料が発生することとなるサウンドテーブルであるサウンド
テーブルＢをセットしている場合においては、大当り中に再生されるサウンドは使用料が
発生するサウンド（使用料あり大当りサウンド）のみが再生されるよう構成したが、これ
には限定されず、使用料が発生しないサウンドも再生され得るよう構成してもよい。その
ように構成した場合には、大当り中の実行期間においては、使用料が発生するサウンドの
再生時間は使用料が発生しないサウンドの再生時間よりも相対的に長時間となるよう構成
することが望ましい（使用料を支払っているにも拘らず、再生される時間が少ないことは
望ましくないため）。また、上記構成は大当り中には限定されず、使用料が発生するサウ
ンドが再生され得る特定の期間においては、使用料が発生するサウンドの再生時間は使用
料が発生しないサウンドの再生時間よりも相対的に長時間となるよう構成してもよい。
【０２０４】
　尚、本例に係る遊技機においては、てんかん防止の観点（ユーザーフレンドリーの観点
）から光量調整を禁止にしないよう構成したが、このように構成した場合の電源断発生時
の処理として、光量の設定（電源断前の光量レベル）は一時記憶するのに対し、音量の設
定（電源断前の音量レベル）は一時記憶しないよう構成してもよい（いずれも一時記憶す
るよう構成してもよい）。
【０２０５】
　また、本例に係る遊技機においては、第１演出表示装置ＳＧと第２演出表示装置ＳＧ－
２とを設けるといったように、演出表示装置を複数設けるよう構成してもよく、具体的に
は、第１演出表示装置ＳＧが本実施形態と同様の役割を担い、第２演出表示装置ＳＧ－２
は第１演出表示装置ＳＧよりも表示領域が小さくなるよう構成し、第１演出表示装置ＳＧ
にて待機デモ画面を表示している際には、第２演出表示装置ＳＧ－２にて音量レベルと光
量レベルを常時表示し（保留は存在しないため表示しない）、図柄変動中においては、第
２演出表示装置ＳＧ－２にて保留表示を実行するよう構成してもよい。尚、第２演出表示
装置ＳＧ－２は可動体役物ＹＫのように可動可能に構成してもよい。尚、図柄変動中にお
いて第２演出表示装置ＳＧ－２に表示するものとしては、保留表示には限定されず、予告
演出と表示してもよい。また、装飾図柄の表示は、非遊技状態であっても第１演出表示装
置ＳＧにて常時表示しており（待機デモ画面の表示中は除く）、第２演出表示装置ＳＧ－
２では装飾図柄の停止中においても当該装飾図柄の停止図柄（又は、保留表示）は表示さ
れておらず、音量レベルと光量レベルを表示している。即ち、装飾図柄の表示は非遊技状
態においては遊技者がしっかり視認できるように第１演出表示装置ＳＧに表示されており
、当該装飾図柄の表示を行わない第２演出表示装置においては音量レベルと光量レベルを
表示することにより、遊技の進行にとって重要な表示がより視認し易くなるよう構成する
ことができユーザーフレンドリーな遊技機とすることができる。
【０２０６】
　また、本例に係る遊技機においては、遊技者が変更可能な要素として、特別遊技中に演
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出表示装置ＳＧに表示される遊技球数を、大入賞口への入賞により払い出された遊技球数
とするか、大入賞口への入賞により払い出された遊技球数から特別遊技中に遊技者が発射
した遊技球数を減算した、特別遊技中に増加した遊技球数とするかを変更可能に構成して
もよい。具体的には、カスタマイズ画面にて変更する、又は、大当り開始時、大当り中、
特定の図柄変動中（例えば、時間短縮遊技状態における図柄変動中）にサブ入力ボタンＳ
Ｂや十字キーＳＢ‐２を操作して変更可能に構成してもよい。また、特別遊技中に演出表
示装置ＳＧに表示される遊技球数を、大入賞口への入賞により払い出された遊技球数とす
るか、大入賞口への入賞により払い出された遊技球数から特別遊技中に遊技者が発射した
遊技球数を減算した、特別遊技中に増加した遊技球数とするかを管理者が変更可能として
もよい（管理者のみが変更可能としてもよいし、遊技者と管理者とのどちらも変更可能と
してもよい）。具体的には、管理メニュー画面にてサブ入力ボタンＳＢや十字キーＳＢ‐
２を操作して変更するよう構成してもよい。
【０２０７】
　尚、本例においては、ぱちんこ遊技機における構成を例示しているが、これには限定さ
れず、回胴式遊技機にて音量レベルの調節、光量レベルの調節、又は、自動ボタン操作の
オン・オフ、を可能にする構成を適用してもよいし、上述したサブ入力ボタンＳＢ、十字
キーＳＢ‐２、レバーＳＢ‐３を使用した演出態様についての構成を適用してもよい。ま
た、管理者のみが可能な操作である、セットされているサウンドテーブルの切り替え操作
を可能な構成を適用してもよい。ここで、周知の回胴式遊技機について補足説明しておく
。
【０２０８】
　まず、周知の回胴式遊技機には、遊技の進行を司る主遊技制御部としてのメイン基板と
、演出の実行を司る副遊技制御部としてのサブ基板と、主遊技用識別情報を表示するため
の主遊技用識別情報表示部として複数の識別情報が夫々外周上に配置された複数列（一般
には３列）のリールと、遊技者によって操作可能であって遊技開始を指示する主遊技開始
指示装置としてのスタートレバーと、遊技者によって操作可能であって遊技進行を指示す
る主遊技進行指示装置としてのストップボタンと、を有している。そして、メイン基板に
は、スタートレバーが操作されたことを契機として主遊技用乱数を取得する主遊技用乱数
取得手段と、主遊技用乱数取得手段が取得した乱数に基づき一又は複数の停止識別情報を
暫定的に決定する主遊技用識別情報表示内容決定手段（例えば、小役や特別役物等の当選
役を内部的に決定する表示内容決定手段）と、主遊技用識別情報表示内容決定手段により
暫定的に決定された一又は複数の停止識別情報とストップボタンの操作タイミングとに基
づき、一の停止識別情報を主遊技用識別情報表示部であるリール上に確定表示するよう制
御する主遊技用識別情報表示制御手段（例えば、内部的に決定された当選役とストップボ
タンが押圧されたタイミングとに基づき、所定の位置でリールを停止するリール制御手段
）と、主遊技用識別情報表示部であるリール上にて停止識別情報として所定態様が表示さ
れた場合、特別遊技に移行させるよう制御する特別遊技実行制御手段（例えば、「７７７
等」が所定の有効ライン上に並んだことを契機として、特別役物を作動させる特別役物作
動手段）と、主遊技用乱数取得手段が取得した主遊技用乱数に関する情報を副遊技制御部
側に送信する主遊技側情報送信制御手段と、を有している。
【０２０９】
　このような周知構成の回胴式遊技機における副遊技制御部側について、本実施形態のサ
ブ入力ボタン（サブ入力ボタンＳＢ、十字キーＳＢ‐２、レバーＳＢ‐３を総称してサブ
入力ボタンと称することがある）を操作する演出に係る構成を適用することができるので
ある。具体的には、サブ入力ボタンを押下し続けた場合にオート連打演出が実行される構
成、オート連打受付期間にサブ入力ボタンの押下を開始し、当該サブ入力ボタンの押下を
維持した場合に、ボタン連打有効期間の開始タイミングから連打演出が実行される構成、
遊技者がサブ入力ボタンを操作しなくともボタン連打演出等のサブ入力ボタンを操作した
場合に実行される演出をサブ入力ボタンの操作をせずに実行可能な構成、隠しボタン演出
を実行可能な構成、等が回胴式遊技機にも適用可能となっている。尚、回胴式遊技機に適
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用する場合には、ベットボタン｛賭け数（ベット数）の入力を可能にするための機構｝を
サブ入力ボタンと同様の役割を担うよう構成する等、１つの機構に複数の用途を設定する
よう構成してもよい。
【０２１０】
（まとめ）
　尚、以上の実施例において示した構成に基づき、以下のような概念を抽出（列記）する
ことができる。但し、以下に列記する概念はあくまで一例であり、これら列記した概念の
結合や分離（上位概念化）は勿論のこと、以上の実施例において示した更なる構成に基づ
く概念を、これら概念に付加してもよい。
【０２１１】
　本態様（１）に係る遊技機は、
　操作可能な一又は複数の操作部材（例えば、電源スイッチＥａ、十字キーＳＢ‐２）と
、
　サウンドを出力可能なサウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）と
を備え、所定の操作部材は遊技者が操作不可能に構成されており、
　サウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）へサウンドを出力する際の出力態様として
複数種類の出力態様を有し、或る種類の出力態様と当該或る種類とは異なる種類の出力態
様とでは、サウンドの構成要素が異なるよう構成されており、
　前記出力態様の選択候補グループとして、サウンドグループＡと、サウンドグループＡ
とは前記出力態様の選択候補が少なくとも一以上相違しているサウンドグループＢと、を
少なくとも有しており、
　セットされている選択候補グループから前記出力態様を選択するよう構成されており、
　前記所定の操作部材の操作状態に基づいて、セットされている前記選択候補グループを
切換可能に構成されており、
　特定の期間においては、サウンドグループＡがセットされている場合と、サウンドグル
ープＢがセットされている場合とで、前記出力態様が相違するよう構成されている
ことを特徴とする遊技機であってもよい。
【０２１２】
　本態様（２）に係る遊技機は、
　操作可能な一又は複数の操作部材（例えば、電源スイッチＥａ、十字キーＳＢ‐２）と
、
　サウンドを出力可能なサウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）と
を備え、所定の操作部材は遊技者が操作不可能に構成されており、
　サウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）へサウンドを出力する際の出力態様として
複数種類の出力態様を有し、或る種類の出力態様と当該或る種類とは異なる種類の出力態
様とでは、サウンドの構成要素が異なるよう構成されており、
　前記出力態様の選択候補グループとして、サウンドグループＡと、サウンドグループＡ
とは前記出力態様の選択候補が少なくとも一以上相違しているサウンドグループＢと、を
少なくとも有しており、
　セットされている選択候補グループから前記出力態様を選択するよう構成されており、
　前記所定の操作部材の操作状態に基づいて、セットされている前記選択候補グループを
切換可能に構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生している場合においては、サウンドグループ
Ａがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記出
力態様が同一となるよう構成されており、
　特定の期間であり且つ遊技機の異常が発生していない場合においては、サウンドグルー
プＡがセットされている場合と、サウンドグループＢがセットされている場合とで、前記
出力態様が相違し得るよう構成されている
ことを特徴とする遊技機であってもよい。
【０２１３】
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　本態様（３）に係る遊技機は、
　操作可能な一又は複数の操作部材（例えば、電源スイッチＥａ、十字キーＳＢ‐２）と
、
　サウンドを出力可能なサウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）と、
　演出を表示可能な演出表示部（例えば、演出表示装置ＳＧ）と、
　変位可能な可変部材（例えば、可動体役物ＹＫ）と
を備え、所定の操作部材は遊技者が操作不可能に構成されており、
　演出表示部（例えば、演出表示装置ＳＧ）へ演出を表示する際の表示態様として複数種
類の表示態様を有し、
　可変部材が駆動する際の動作態様として複数種類の動作態様を有し、
　サウンド出力部（例えば、スピーカＤ２４）へサウンドを出力する際の出力態様として
複数種類の出力態様を有し、或る種類の出力態様と当該或る種類とは異なる種類の出力態
様とでは、サウンドの構成要素が異なるよう構成されており、
　前記出力態様の選択候補グループとして、サウンドグループＡと、サウンドグループＡ
とは前記出力態様の選択候補が少なくとも一以上相違しているサウンドグループＢと、を
少なくとも有しており、
　セットされている選択候補グループから前記出力態様を選択するよう構成されており、
　前記所定の操作部材の操作状態に基づいて、セットされている前記選択候補グループを
切換可能に構成されており、
　特定の期間においては、サウンドグループＡがセットされている場合と、サウンドグル
ープＢがセットされている場合とで、前記出力態様が相違するよう構成されており、
　前記特定の期間においては、サウンドグループＡがセットされている場合と、サウンド
グループＢがセットされている場合とで、前記表示態様及び／又は前記動作態様が相違す
るよう構成されている
ことを特徴とする遊技機であってもよい。
【符号の説明】
【０２１４】
Ｍ　主制御基板、
ＭＰ１１ｔ‐Ｈ　補助遊技図柄変動管理用タイマ、ＭＰ１１ｔ‐Ｃ　第１・第２主遊技図
柄変動管理用タイマ
ＭＰ１１ｔ‐Ｃ１　第１主遊技タイマ、ＭＰ１１ｔ‐Ｃ２　第２主遊技タイマ
ＭＰ２２ｔ‐Ｂ　第２主遊技始動口電動役物開放タイマ、ＭＰ３３ｃ　入賞球カウンタ
ＭＰ３４ｔ　特別遊技用タイマ、ＭＰ５２ｃ　時短回数カウンタ
Ａ　第１主遊技周辺機器
Ａ１０　第１主遊技始動口（第１主遊技始動口Ａ）、Ａ１１ｓ　第１主遊技始動口入球検
出装置
Ａ２０　第１主遊技図柄表示装置、Ａ２１ｇ　第１主遊技図柄表示部
Ａ２１ｈ　第１主遊技図柄保留表示部、Ｂ　第２主遊技周辺機器
Ｂ１０　第２主遊技始動口、Ｂ１１ｓ　第２主遊技始動口入球検出装置
Ｂ１１ｄ　第２主遊技始動口電動役物、Ｂ２０　第２主遊技図柄表示装置
Ｂ２１ｇ　第２主遊技図柄表示部、Ｂ２１ｈ　第２主遊技図柄保留表示部
Ｃ　第１・第２主遊技共用周辺機器、Ｃ１０　第１大入賞口
Ｃ１１ｓ　第１大入賞口入賞検出装置、Ｃ１１ｄ　第１大入賞口電動役物
Ｃ２０　第２大入賞口、Ｃ２１ｓ　第２大入賞口入賞検出装置
Ｃ２１ｄ　第２大入賞口電動役物、ＹＫ　可動体役物
Ｈ　補助遊技周辺機器、Ｈ１０　補助遊技始動口
Ｈ１１ｓ　補助遊技始動口入球検出装置、Ｈ２０　補助遊技図柄表示装置
Ｈ２１ｇ　補助遊技図柄表示部、Ｈ２１ｈ　補助遊技図柄保留表示部
Ｓ　副制御基板、ＳＭ　演出表示制御手段（サブメイン制御基板）
ＳＭ２１ｔ　装図変動時間管理タイマ、
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ＳＳ　演出表示手段（サブサブ制御部）、ＳＧ　演出表示装置
ＳＧ１０　表示領域、ＳＧ１１　装飾図柄表示領域
ＳＧ１２　第１保留表示部、ＳＧ１３　第２保留表示部
ＳＢ　サブ入力ボタン、ＳＢ‐２　十字キー
ＳＢ‐３　レバー、ＨＹ１０ｔ　非遊技期間計測タイマ
ＭＥ１０ｔ　エラー状態保持期間タイマ、Ｄ２６　遊技効果ランプ
Ｄ７０　節電モード表示用ランプ、Ｄ４２　発射ハンドル
ＫＨ　賞球払出制御基板
ＫＥ　賞球払出装置、ＭＴ１０　コマンド送信用バッファ
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